
第
四
項
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
第
十
七
条
の

政
令
第
号

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次

二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の

内
閣
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
同
法
附
則
第
六
条

第
二
章
経
過
措
置
（
第
三
条
’
第
五
条
）

第
一
章
関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
・
第
二
条
）

附
則（

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

第
一
章
関
係
政
令
の
整
備
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第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
五
号
と
し
、
同
表
備
考
第
七
号
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」

第
一
条
の
二
大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通

削
り
、
「
第
六
条
」
の
下
に
「
及
び
第
八
条
の
二
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
四
号
中
「
含
む
（
」
の
下
に
「
第
八
条
の
二
第

を
「
次
条
」

を
「
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」

の
表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中
「
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と
い
う
。
）
」
を

一
項
第
一
号
の
表
を
除
き
、
」
を
加
え

信
教
育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給

金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
支
援

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
専
修
学
校
の
項
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
」
及
び
「
同
表
」
を
「
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号

法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

一
」
、

Ｉ

「
月
額
」
を
「
額
」
に
、
「
年
当
た
り
」
を
「
そ
の
年
当
た
り
」
に
改
め
る
。

、

同
表
備
考
第
五
号
を
削
り
、
同
表
備
考
第
六
号
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
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表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同

項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応

け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門
学
校
の

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額

二
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号

一
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の

学
生
又
は
生
徒
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け

る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
○
、
○
○
○
円
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該

に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額

－3－



２
機
構
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受
講
者
の
う
ち
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受

げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及

び
授
業
料
減
免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
年
当
た
り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲

二
一
三
○
、
○
○
○
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支
援
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基

一
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

た
額
）

を
乗
じ
た
額
）
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

一
三
○
、
○
○
○
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
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第
八
条
の
二
学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
資
支
給
金
を
受
け
る
者
（
以
下
「
支
給
対
象
者
」
と
い
う

額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

。
）
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る

第
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

（
学
資
支
給
金
の
額
）

q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

め
る
額

共
寸

玉
工
ｙ
一
一
’

I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

４
○
○
ｍ

－
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大
学

私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
及
び
公
立
大
学
法

人
が
設
置
す
る
大
学

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

区

分

七
五
、
八
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

月

額



備
考一

「
大
学
」
に
は
、
専
攻
科
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
を
除
く
。
）
及
び

別
科
を
含
ま
な
い
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

専
修
学
校

校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学

法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学

校私
立
の
専
修
学
校

校
機
構
及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
高
等
専
門

学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

私
立
の
高
等
専
門
学
校

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
外
通
学
の
と
き

六
六
、
七
○
○
円

二七
五
、
八
○
○
円

四
三
、
三
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

二
六
、
七
○
○
円

四
、

一
一

○
○
円
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２
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十

さ
れ
て
い
た
者
若
し
く
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託

三
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

入
所
し
て
い
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
居
住
に
要
す
る
費
用

切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に

矛
」Ｉ 二

一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
又
は
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

つ
き
学
資
支
給
金
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、

二
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」

含
む
。

に

は
、

支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
を
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３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、

三
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

二
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

’
一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

－8－

専
修
学
校

私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方
独
立
行

政
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

高
等
専
門
学

校

私
立
の
高
等
専
門
学
校

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
及
び
公
立
大
学

法
人
が
設
置
す
る
高
等
専
門
学
校

大
学

私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学

区

分

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

三
五
、
○
○
○
円

二
五
、
八
○
○
円

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

月

額



４
前
三
項
に
規
定
す
る
「
支
給
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
支
給
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
第
一
号

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
年

者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
支
給
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る

合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
支
給
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
学
資
支
給

第
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場

金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下
こ
の

三
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
一
七
、
○
○
○
円

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の

に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円

に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

二
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
三
四
、
○
○
○
円

一
一
○
○
円
未
満
五
一
、
○
○
○
円

－9－



合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

地
に
住
所
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行

一
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
八
項
第
四
号

長
期
譲
渡
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五

項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
税

税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す

十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五

四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三

る
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課

- 10-



二
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
六
及
び
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項

れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及
び
外
国
居
住
者
等

律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第
十
一
項
第
四
号
の
規
定
に

十
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
八
項
及
び
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
ょ

及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第

り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
並
び

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及

に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第

び
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
二
第

の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項

三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

（
同
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

- 11 -



第
八
条
の
三
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度

５
支
給
対
象
者
が
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四

第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

度
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
を
限

校
又
は
専
修
学
校
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
資
に
係
る
給
付
等
で
あ
っ
て
学
資
支
給
金
の
額
を
調
整
す
る

と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と
す
る
。

必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支

十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
課
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
よ
り
当
該
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
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●

第
八
条
の
四
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

二
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又

一
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高

等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に

定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
当
該
月
数
と
当
該
支
給
対
象
者
が

は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す

る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間
の
月
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
去
支
給
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）

は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し
た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の

と
を
合
算
し
た
月
数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
支
給
期
間
月
数
を
控
除
し
た
月
数
）

－ 13－



口

第
三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
四
項
に
規

第
二
条
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

２
文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
年
度
」

定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
同
条
第

項
第
三
号
又
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
文
部
科

一
項
に
規
定
す
る
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
最
終

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
一
条
中
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
又
は
第
三
項
第
三
号
」
を
「
、
第
三

第
二
章
経
過
措
置

と
い
声
っ
。

）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
最
終
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
国
庫
納
付
金
の
計
算

－ 14－



第
四
条
国
庫
納
付
金
は
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
国
庫
納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

１
こ
の
政
令
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
の
一

、
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
写
し
を
財
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え

（
施
行
期
日
）

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
期
限
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
専
修
学
校
（
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

附

則

－ 15－



め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
学
資
支
給
基
金
に
係
る
国
庫
納
付
の
手
続
そ
の
他
の
必
要
な
経
過
措
置
を
定

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
そ
の
他

理
由

－ 17－



へ

ヴ

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
・
・
・
：
：
．
：
：
：
．
：
：
：
．
…
：
．
：
．
：
：
．
：
：
：
・
…
４１

○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
：
．
：
：
…
．
：
…
…

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
：
：
．
：
．
…
．
．
：
．
．
：
…
：
：
：
…
：
…
：
・
・
・
：
。
：
…
：
．
．
：
…
…
：
：
：
：
：
：
・
１

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
表
目
次

●

●

●

●
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一

▼

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）

条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
〈

）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
褐

掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区

修
学
一
帷
Ｉ
Ⅷ
華

＞

フ
芽
八
条
α
三
築
一
曠
笑
一
号
⑦
表
及
び
鶴

頃
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
ヨ
立
十

戻
与
を
画
》

駅
土
今
’
八
可一

喉
策
一
号
⑦
表
に
左
い
て
后
じ
：
）

）
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
浪
る
。
冊

｜
寸
休弟

八
条
の

碓
去
堂
宋
一
口
石
〆

栗
一
睡
〕
子
資
貸
与
金

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
無

十
四
第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本

フ
。
条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
曾

欄
に
）
の
月
頷
は
、
次
の
表
の
卜

寺
修
学
一
一
玉
一
、
畦
方
公
丑
（
｜
寸
一
休

ｰ

じ
O

ー

案
八
条
の
三
策
一
堰
恢

型
立
大
学
法
人
及
び
帥

一
が
設
置
す
る
専
修
学
校
（
専
匪
誹
布

肘
則
第
十
一
条
第
一
項
を
除
き
、
以
一

二
一

条
第
一
頃
に
繩

牛
生
津
茱
百
二
百

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

阻
土
不
一
可
叱
Ｔ
Ｉ
旧
胴
胴
い
い
澤
汀
哩
凹
Ⅸ

－ 1 －

改
正
案

現
行

（
略
）

へ

略
…

へ

略
…

区
分

へ

略
一

へ

略
…

月
額

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

区
分

（
略
）

（
略
）

月
額



合

２
（
略
）

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
教
員
に

備
考一

「
大
学
」
に
は
、
別
科
（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、
保
守
又
は
操
作
、

製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養
の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
職
業
に
必
要
な
技
術
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科

学
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と
い
う
。
）
を

五
「
自
宅
通
学
の
と
き
」
と
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
と
同
居

す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
い
う
（
第
八
条

の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
・

’六
「
自
宅
外
通
学
の
と
き
」
と
は
、
前
号
の
自
宅
通
学
の
と
き
以
外
の
と

除
く
。
）
を
含
ま
な
い
（
第
六
々

Ｏ
）
○

二
・
三
（
略
）

四
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」

（
第
六
条

第
一
項
第
一
号
の
表
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
・

（
削
る
）

き
を
い
う
（
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

則
第
十
一
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

へ

略
…

及
び
第
八
条
の
二
を
除
き
、

に
は
、
専
攻
科
を
含
む
（
第
八
条
の
二

以
下
同
じ

２
（
略
）

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
教
員
に

備
考一

「
大
学
」
に
は
、
別
科
（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、
保
守
又
は
操
作
、

製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養
の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ

’七
「
自
宅
外
通
学
の
と
き
」
と
は
、
前
号
の
自
宅
通
学
の
と
き
以
外
の
と

部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。

六
「
自
宅
通
学
の
と
き
」
と
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
と
同
居

す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
い
う
（
第
八
条

五’
い
う
。
）
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
含
ま
な
い

（
第
六
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
・

二
・
三
（
略
）

四
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
専
攻
科
を
含
む
（
以
下
同
じ
。

）
０ ら

に
類
す
る
職
業
に
必
要
な
技
術
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と

き
を
い
う
（
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

「
専
門
課
程
」
は
、
特
定
技
術
の
教
授
を
目
的
と
す
る
専
門
課
程
で
文

へ

略
…

－2－



へ

第
一
条
の
二
大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は

１
口

一
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
一

受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を

定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ

等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高

〉

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

律
第
八
号
。
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料

う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法

専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給
金
」
と
い

若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
年
当
た
り

の
合
計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種
別
及
び
通

学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

ｌ

）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄

の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円

面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文

１

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講
者
」
と
い
う
。

の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

、
年
当
た
り
の
合
計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の

種
別
及
び
通
学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
第
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講

者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

表
大
学
の
項
下
欄
若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文

（
新
設
）

－3－
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21
二’二’ 斗

綱
劉
劉
目
回
訓
冒
勇
調
笥
個
引
雪
砥
押
分
宋
の
二
第
言
濱
冨
鈴
鷲
里
四
項
の
規
定
に
よ

減
免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
年
当
た

給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額

を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及
び
授
業
料

り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回

る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

機
構
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受
講
者
の
う
ち
学
資
支

が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
○
、
○
○
○
円
。
以

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に

行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令

未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
）
を
十
二

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円

に
切
り
上
げ
た
額
）

は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又

第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に

で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円

り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施

一
三
○
、
○
○
○
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支
援
法
施
行
令
第
二
条

（
新
設
）

－4－



ー

第
八
条
の
二
学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
資
支
給
金
を
受
け
る

一’ 未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

者
（
以
下
「
支
給
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円

（
学
資
支
給
金
の
額
）

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

、
○
○
○
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の

掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
○

局
等
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
自
宅
通
学
の

ｌ
‐

専
門
人
国
立
高
等
專
泪
学
佼
畿
溝
及
き

一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に

且
（
）
（
）
、

第
八
条
の
二
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

額
と
す
る
。

掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

四
項
に
お
い
て
「
支
給
対
象
校
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に

に
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
（
第

（
学
資
支
給
金
の
額
）

伝
等
地
方
公
共
巨
体
、
独
立
行
制

寺
泪
ヨ
立
高
等
専
門
学
校
践
溝
冊

の
一
二
○
、
○
○
○
ｍ

－5－

ｌ大学
私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法

人
及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置

す
る
大
学

菫| 皇
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

ｌき
菫| 皇
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

ｌき

区
分

七
五
、
八
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

月

額 1

ｌ大学
私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人

及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

Ｉ大学

自
宅
外
通
学

の
と
き

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
と
き

自
宅
通
学
の

と
き

区
分

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

月

額 I



ー

ｌ学校
Ｕ
公
立
大
学
注
入
が
設
置
す
ス

同
等
專
泪
学
佼
（
第
四
学
年
形

21
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
各
項
の
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

欄
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
又
は
国
若
し
く
は
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

に
在
学
す
る
者
が
授
業
料
の
減
免
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
学
資

ｌ学校国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
が

！
人
か
詔
置
す
ヱ
ヱ
信
雪
筐

Ｉ
弟
四
学
年
及
び
第
五
螢

叱
士
衣
乃

－

■■■■■■■■■■■■■■
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’
備
考’一

「
大
学
」
に
は
、
専
攻
科
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短

’
一
一

期
大
学
の
専
攻
科
を
除
く
。
）
及
び
別
科
を
含
ま
な
い
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）

0

I
定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
を
含
む
。

妻|雇’
私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行

政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
及

地
方
独
立
行
政
法
人
が
設

る
専
修
学
校

び

置
す

自
宅
外

ｌとき
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

ｌき
菫| 皇
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

ｌき

七
五
、
八
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

簔|雇’
私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政

法
人
、
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方

独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
修

ｌ学校 私
立
の
高
等
専
門
学
校

自
宅
外
通
学

の
シ
）
き
」

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
と
き

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
ル
）
き
」

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
と
蛍
」

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円



一
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一’ 支

給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

三’れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の

も
の
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
そ

律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四

二’に
要
す
る
費
用
に
つ
き
学
資
支
給
金
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者
若
し
く
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置

十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い

る
者
又
は
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
居
住

れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗

Ｉ
じ
た
額

支
給
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二

の
一
を
乗
じ
た
額

二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分

一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

41 31
機
構
の
定
め
る
額
に
そ
れ
ぞ
れ
二
四
○
、
○
○
○
円
を
加
え
た
額
と
す
る
。

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
る
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
支
給
対
象
校
に
入
学
し
た
月
に
支
給
さ

施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

れ
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
各
項
の
下
欄
又
は
前
二
項
の

号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護

表
の
大
学
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
当
た
り

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者
又
は
同

の
合
計
額
が
五
○
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種
別
及
び
通

支
給
対
象
校
に
在
学
す
る
者
（
そ
の
者
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て

特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

－7－

Ｉ大学

Ｉ
私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
及
び
公
立
大

学
法
人
が
設
置
す
る
大
学

区
分

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

月

額 口
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■
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■
■
■
１
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
二
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗

三’

口
一
一
○
○
円
未
満
五
一
、
○
○
○
円

ｌ

■

ｌ

■

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

ｌ

二

一

○

○

円

以

上

二

五

、

六

○

○

円

未

満

三

四

、

○

○

○

円

る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
、

訓
荊
刷
淵
罰
訶
引
笥
回
訓
Ｎ
判
劇
詞
司
夛
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除

ｕ
矧
凋
叫
引
旬
刎
調
卿
劉
罰
圏
刊
同
昇
贈
”
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端

ｌ
じ
た
額

大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
支
給
対
象
者
に
対
す

前
ヨ
園
副
詞
鞘
鞘
劉
馴
。
却
給
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
支
給
対
象
者
及
び
そ
の
生

の
一
を
乗
じ
た
額

妻| 毒’ ’ 壼’ 雪
一
對
封
副
封
引
溜
創
胃
雪
一
引
司
劃
司

学
校
一
高
等
専
門
学
校

二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分

二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
一
七
、
○
○
○
円

大
学
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立

私
立
の
高
等
専
門
学
校

門
学
校
機
構
及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

私
立
の
専
修
学
校

る
専
修
学
校

四
一
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

三
五
、
○
○
○
円

－8－
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一’ 住
所
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し

十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に

年
度
（
当
該
月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下

に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る

）
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則
第
三
条
の
三
第
四
項

に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九

数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
支
給
対
象
者
又

て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定

は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
支
給

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な

式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四

市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得

金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
、

得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得

金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条

所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株

附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
、
同
法

学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る

－9－



~

二’
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
十
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
八
項
及
び
第
十
六

後
の
金
額
）
及
び
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利

十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第

た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

子
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
八
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
十
六

方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条

後
の
金
額
）
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当

た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
二

荊
判
斗
司
劇
画
矧
割
蜘
訓
創
銅
絢
澗
甸
紺
諦
豆
等
の
額
（
同
条
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定

ｌ

■

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

及

び

租

税

条

約

等

の

実

施

に

伴

う

所

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十

淵
割
刷
剛
吋
訓
句
伽
適
用
糊
哩
り
金
額
）
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

‐の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額（同条第十一項第四号

‐により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

１

ｌ

学

資

支

給

金

が

支

給

さ

れ

る

月

の

属

す

る

年

度

分

の

地

方

税

法

第

三

百

十

四

条

－ 10－



一

第
八
条
の
三
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て

51
一’

Ｉ
す
る
。

’ 口

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓

×
給
金
の
窪
を
調
謎

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）

学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が

月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高
等
専
門

そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の

二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令

】
又
４
Ｊ
陽
」
旧
坂
△
「

て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐

の
六
及
び
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
（
地
方
自
治
法

×
徒
対
象
者
が
樹
業
訓
綜
の
実
脇

Ｈ
件
牛
舎
造
圭
小
一
一
雷
同

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
当
該
支
給
対
象
者
が

弘
莉

肌
々
合
戸
張
の
鮨

一

叱
る
月
鐵
を
眼
壱

韻
不
一
頃
《
室
生
一
口
弓
こ
垣
画

嬰
力
度
そ
ｔ
グ

度
分
広
地
方
秩
注
の
鮨

Ｈ
弓
）
垂
木
一
一
田
］
一
力

》
を
粍
定
求
祷
者
広
就
祷
広
支
穰

７
』
子
ノ

負
支
徒
金
企
支
絆

又
割
帥
危
地
子
空
間

馬
草
を
諜
さ
ｈ
る
者

賞
支
給
八
金
の
龍

此
４
Ｊ
九
迄
宋
一
展
易
岸
卜
距

α
》
／
ｃ
Ｊ
ｔ
７

言
う

（
新
設
）
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卜

凸

第
八
条
の
四
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な

二’事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

数
を
控
除
し
た
月
数
）

月
数
と
当
該
支
給
対
象
者
が
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間
の
月
数

な
期
間
の
月
数
が
四
十
人
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲

月
数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
支
給
期
間
月

た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の
在
学
す

る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
当
該

百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し

で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
去
支
給
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）
と
を
合
算
し
た

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第

（
新
設
）

－ 12－



○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－13－

（
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の
固
定
資
産
）

第
五
十
一
条
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
事
業
団
法
」
と
い
＞

フ
0

）
第
二
十
三
条
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

と
す
る
。

一
事
業
団
が
事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は

第
十
号
、

第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資

産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
・
ロ
（
略
）

一

一

●

一

一

一

へ

略
一一グ

改
正
案

（
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の
固
定
資
産
）

第
五
十
一
条
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

と
す
る
。

一
事
業
団
が
事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は

第
十
号
又
は
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
・
ロ
（
略
）

二
・
三
（
略
）

現
行



●

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－ 14－

附
則

（
経
過
措
置
）

第
二
条
（
略
）

2

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
大
学
等
に
お

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
五
号
に

規
定
す
る
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
者
（
大
学
又
は
専
修
学

校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

○

）
に
係
る
施
行
日
以
後
の
貸
与
契
約
に
よ
る
当
該
在
学
中
の
第
一
種
学
資
貸
与
金

の
月
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

改
正
案

附
則

（
経
過
措
置
）

第
二
条
（
略
）

2

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
独
立
行
政
法

人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
専

門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
者
（
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て

通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

施
行
日
以
後
の
貸
与
契
約
に
よ
る
当
該
在
学
中
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

現
行
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号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
（
略
）

又
は
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維

持
す
る
者
の
所
得
が
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
独
立

行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の

定
め
る
額
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金

の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門

学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
（
そ
の
う
ち
最

も
高
い
額
を
除
く
。
）
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒

が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

２

３
（
略
）

２
大
学
、

同
等
専
門
学
校
（
第
四
学
．
．
》
冊
．
．
＆
‐

制定文関係

新法
蚕
亘 蒲政令における制定文の例

ｑ
ｊ
Ｏ
ｌ
幾構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢…高等専門負 PDj交（第四学年及び第五学年に限る。 ） 」



○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
八
条
の
二
（
略
）

２
対
判
１
割
割
割
矧
判
樹
到
荊
四
判
璃
測
酬
荊
到

判
璃
口
刷
副
叩
可
刻
刷
割
倒
判
例
口
劃
判
洲
副
笥

刎
列
制
１
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
所
得

が
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
独
立
行
政

法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い

う
。
）
の
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
引
例
口
矧
制
副

詞
斗
樹
判
濁
胃
引
制
刎
別
調
回
訓
Ⅷ
制
削
１
前
圓

刎
詞
対
判
例
凰
刊
欄
１
割
割
割
剛
判
樹
例
囿
刊
欄

刻
削
割
掴
剖
矧
渕
周
判
矧
測
剴
劉
矧
側
刈
刈
湖
引

例
１
同
封
例
且
欄
口
掴
閃
副
詞
樹
謂
測
胡
週
判
瑚

鯛
例
因
矧
口
刷
ｕ
ｌ
引
測
召
測
同
封
創
刊
欄
口
泡

釧
引
調
（
そ
の
う
ち
最
も
高
い
額
を
除
く
。
）
刎
引

制
創
引
剖
到
川
副
望
剖
割
創
矧
剖
阿
醐
圏
捌
渕
引

調
剖
制
副
１

３
（
略
）

○
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）

（
詐
害
信
託
の
取
消
し
等
）

第
十
一
条
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
詐
害
行
為
取
消
請
求
を
認
容
す
る
判
決

が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
係

当
該
債
権
を
取
得
し
た
時
に
お
い
て
債
権
者
を
害
す
る
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
委
託
者
は
、
当
該
債
権
を
有
す
る

債
権
者
に
対
し
、
当
該
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
つ
い
て
弁

済
の
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
詐
害
行
為

取
消
請
求
に
よ
り
受
託
者
か
ら
委
託
者
に
移
転
す
る
財
産
の

価
額
を
限
度
と
す
る
。

３
～
８
（
略
）

る
債
権
を
有
す
る
債
権
割
剖
委
託
。
あ
る
も
の
を
｝
ノ
く

が

3

坐弗

巫・1 I法施行令第1条の2第1項柱書関係
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＃
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｢者（…者であるものを除く｡)」



○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
労
働
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等

に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）

第
三
十
八
条
法
の
施
行
前
に
沖
縄
失
保
法
に
規
定
す
る
受
給
資

格
者
（
以
下
「
沖
縄
失
保
法
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く

は
同
立
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
失
保
法

受
給
資
格
者
で
失
保
法
相
当
給
付
の
対
綱
剴
剥
叫
引
引
例
が

死
亡
し
た
た
め
に
同
立
法
第
十
九
条
（
本
土
居
住
者
等
失
保
特

別
措
置
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
失

業
の
認
定
又
は
沖
縄
失
保
法
第
三
十
三
条
第
二
項
（
本
土
居
住

者
等
失
保
特
別
措
置
法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の
配
偶
者
そ
の
他

そ
の
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た

者
に
対
す
る
失
業
保
険
金
又
は
傷
病
給
付
金
の
支
給
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
（
略
）

○
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）

附
則
（
昭
和
五
一
年
五
月
二
五
日
法
律
第
二
七
号
）

第
五
条
施
行
日
前
に
同
一
の
事
由
に
つ
き
旧
法
の
規
定
に
よ
る

休
業
補
償
と
旧
法
附
則
第
八
条
の
政
令
で
定
め
る
法
令
に
よ

る
年
金
た
る
給
付
を
支
給
さ
れ
て
い
た
者
で
、
施
行
日
以
後
も

引
き
続
き
当
該
年
金
た
る
給
付
の
封
矧
剖
到
川
副
引
例
に
対

し
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
支
給
す
る
新
法
の
規
定
に
よ
る
休

業
補
償
の
額
は
、
新
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
施
行
日

の
前
日
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
旧
法
の
規
定
に
よ
る

休
業
補
償
の
額
（
同
日
に
休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
の
生

じ
な
か
っ
た
と
き
は
、
同
日
前
に
最
後
に
休
業
補
償
を
支
給
す

べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
休
業
補
償
の
額
）
に
満
た
な
い
と
き

は
、
新
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
旧
法
の
規
定
に
よ
る

休
業
補
償
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

４

“＆

巫叩§法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢支給…を受けるもの」



○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

第
三
条
（
略
）

２
（
略
）

３
一
時
金
額
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
額
は
、
一
○
○
、
○
○
○

円
、
二
○
○
、
○
○
○
円
、
三
○
○
、
○
○
○
円
、
四
○
○
、

○
○
○
円
又
は
五
○
○
、
○
○
○
円
（
貸
与
を
受
け
る
学
生
又

は
生
徒
が
当
該
入
学
を
し
た
月
に
当
該
留
学
を
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
一
○
○
、
○
○
○
円
、
二
○
○
、
○
○
○
円
、
三

○
○
、
○
○
○
円
、
四
○
○
、
○
○
○
円
、
五
○
○
、
○
○
○

円
、
六
○
○
、
○
○
○
円
、
七
○
○
、
○
○
○
円
、
八
○
○
、

○
○
○
円
、
九
○
○
、
○
○
○
円
刻
刷
一
、
○
○
○
、
○
○
○

円
）
呵
引
制
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
渕
雪
刑
詞
引
調
副

し
、
そ
の
利
率
は
、
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
利
率
で
機
構

の
定
め
る
利
率
と
討
引
１

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

二
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
八
号
）

（
指
定
特
定
医
療
に
係
る
負
担
上
限
月
額
）

第
一
条
（
略
）

２
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
が
児
童
福
祉
法
第
十

九
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
同

法
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児

童
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小

児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
又
は
支
給

認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
医
療
費
算
定
対
象
世
帯
員
」
と
い
う
。
）
が
支
給
認
定
を
受
け

た
指
定
難
病
の
患
者
若
し
く
は
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小

児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
負
担
上
限

月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
５

支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
の

あ
ん

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
医
療
費
按
分
率
（
当

該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
及
び
医
療
費
算
定

対
象
世
帯
員
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額

を
も
っ
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
調
刎
利
剣
副
詞
制
副
叫
調
を
除

し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

機構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢○○又は○○のうち、…が選択する額と…する｡」

機構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢…額のうち最も高い額」



○
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
八
十
四

号
）（
共
済
金
の
貸
付
け
）

第
九
条
（
略
）

２
前
項
の
共
済
金
の
貸
付
額
は
、
貸
付
け
の
請
求
が
あ
っ
た
日

に
お
け
る
納
付
さ
れ
た
掛
金
の
合
計
額
洲
削
刑
渕
判
瑚
川
副
調

係
る
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者
に
対
す
る
売
掛
金
債
権
そ

の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
債
権
（
以
下
「
売
掛
金
債
権

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
回
収
が
困
難
と
な
っ
た
も
の
の
額
（
共

済
契
約
者
と
そ
の
取
引
の
相
手
方
た
る
事
業
者
と
の
取
引
関

係
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
額
と
共
済
契
約
者
の
取
引
関
係
の
変
化
に
よ
る

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
緊
急
に
必
要
な
資
金
の
額
と
し
て
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
の
合

計
額
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
共
済
契
約
者
が
請
求
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

貸
付
額
と
請
求
の
日
に
お
い
て
既
に
貸
付
け
を
受
け
、
又
は
受

け
る
こ
と
と
な
っ
た
共
済
金
の
額
か
ら
既
に
償
還
し
た
共
済

金
の
額
を
控
除
し
た
額
と
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
額
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
四
（
略
）

３
～
５
（
略
）

の
合
計
額
を
控
除
し
た
鞭

の
十
倍
に
相
当
す
る
額
と
倒
産
に

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
施
設
型
給
付
費
等
の
支
給
の
基
準
及
び
費
用
の
負
担
等
に

関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
（
略
）

一
（
略
）

イ
こ
の
法
律
の
施
行
前
の
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和

五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
私
立

幼
稚
園
（
国
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村

以
外
の
者
が
設
置
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
経
常
的
経
費
に
充
て
る
た
め
の
国
の

補
助
金
の
総
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
の
補
助
金

の
総
額
」
と
い
う
。
）
、
私
立
幼
稚
園
に
係
る
保
護
者
の
負

担
額
、
当
該
施
設
型
給
付
費
の
支
給
に
係
る
支
給
認
定
教

育
・
保
育
を
行
っ
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
所
在
す
る
６

地
域
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
支

給
認
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
現
に
支
給
認
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の

額
）
か
ら
政
令
で
定
め
る
額
を
限
度
と
し
て
当
該
支
給
認

定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事

情
を
勘
案
し
て
市
町
村
が
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た

調
剖
当
該
額
が

ロ
（
略
）

二
・
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

零
を
下
回
る
場
合

す
。

機構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢○○｛勵､ら次に掲げる額の合計額を控除した額」

機構法施行令第1条の2第1 ．2項柱書・第8条の2第4項関係

｢○○額…（…零妄下回る場合には、零と…する｡)」



○
登
録
免
許
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）

（
印
紙
納
付
が
で
き
る
場
合
）

第
二
十
九
条
法
第
二
十
二
条
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
及

び
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
（
略
）

二
登
記
等
に
つ
き
課
さ
れ
る
べ
き
登
録
免
許
税
の
調
例
三

別
叫
刊
詞
岡
呵
墹
朔
の
部
分
の
登
録
免
許
税
を
納
付
す
る
場

今
ロ

三
（
略
）

○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
郵
政
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等

に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）

第
十
六
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
沖
縄
公
衆
法
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
同
立
法
第
百
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
内
交
換
設
備
若
し
く
は
組
合
交
換

設
備
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
専
用
設
備
の
端
末
機
器
又
は

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
専
用
設
備
の
線
路
は
、
公
衆
法
の
規

定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
法
第
百
七
条

の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中

「
第
六
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
の
公
衆
電
気
通
信
法
第
六

十
二
条
」
と
、
「
そ
の
支
払
っ
た
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
そ

の
支
払
っ
た
費
用
の
額
を
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に

関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
換
比
率

に
よ
り
日
本
円
表
示
の
額
に
換
算
し
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
７

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
一
川
利
澗
刎
淵
捌
剖
倒
刎
掛

司
矧
調
）
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
百
五
条
第
一
項
第
一
号
、

第
二
号
又
は
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
沖
縄
の
公
衆
電
気
通
信

法
第
百
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
」
と
す
る
。

機* !法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢○○額の○○万円未満の端数」

＃ I構法施行令第1条の2第1項柱書関係

｢○○円未満の端数を切り捨てた額」



○
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）

（
劣
後
的
破
産
債
権
等
）

第
九
十
九
条
次
に
掲
げ
る
債
権
（
以
下
「
劣
後
的
破
産
債
権
」

と
い
う
。
）
は
、
他
の
破
産
債
権
（
次
項
に
規
定
す
る
約
定
劣
後

破
産
債
権
を
除
く
。
）
に
後
れ
る
。

一
～
三
（
略
）

四
金
額
及
び
存
続
期
間
が
確
定
し
て
い
る
定
期
金
債
権
の

う
ち
、
各
定
期
金
回
訓
剖
第
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
創
冠
割

測
副
調
の
合
計
額
（
そ
の
額
を
各
定
期
金
の
合
計
額
か
ら
控

除
し
た
額
が
法
定
利
率
に
よ
り
そ
の
定
期
金
に
相
当
す
る

利
息
を
生
ず
べ
き
元
本
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額

を
加
算
し
た
額
）
に
相
当
す
る
部
分

２
（
略
）

○
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
経
過
措
置
及
び
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平

成
十
一
年
政
令
第
百
六
十
五
号
）

第
二
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
（
略
）

一
（
略
）

二
会
社
の
承
継
の
日
の
前
日
に
お
い
て
在
職
す
る
転
籍
者

の
全
員
が
当
該
前
日
に
お
い
て
自
己
の
都
合
に
よ
り
退
職

す
る
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
当
該
転
籍
者
回
訓
割
承
継

の
日
の
前
日
の
退
職
給
与
規
程
に
よ
り
計
算
割
川
副
退
職

給
与
の
領
の
合
計
額

６
～
旧
（
略
）

○
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の

算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）

（
財
政
安
定
化
基
金
に
よ
る
交
付
事
業
）

第
十
三
条
（
略
）

２
～
８
（
略
）

９
都
道
府
県
は
、
基
金
事
業
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
後
塑
局

齢
者
医
療
広
域
連
合
が
予
定
保
険
料
収
納
率
（
令
第
十
八
条
第

三
項
第
一
号
の
予
定
保
険
料
収
納
率
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
不
当
に
過
大
に
見
込
ん
だ
こ
と
等
に
よ
り
、

第
二
項

が
不
当
に
過
大
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
す

る
基
金
事
業
交
付
金
の
額
を
減
額
し
、
又
は
交
付
し
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
媛
定
Ｉ
よ
り
さ
れ
る
基
金
事
業
交
付
封
呵
調

8

＃鱸法施行令第1条の2第1項第1 ．2号・第2項第1号関係

｢○○につき…○○される…額」

』 幾＊§法施行令第1条の2第1項第1号・第2項第1号関係

｢の規定により算定される○○金の額」



○
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）

（
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
純
資
産
に
対
応
す
る
負

債
の
利
子
の
必
要
経
費
不
算
入
）

第
二
百
九
十
二
条
の
三
（
略
）

２
（
略
）

一
（
略
）

二
同
業
個
人
比
準
法
（
非
居
住
者
の
そ
の
年
十
二
月
三
十
一

日
に
お
け
る
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
資
産
の
額
に
つ

い
て
発
生
し
得
る
危
険
を
勘
案
し
て
計
算
し
た
金
額
に
、
イ

に
掲
げ
る
金
額
の
ロ
に
掲
げ
る
金
額
に
対
す
る
割
合
を
乗

じ
て
計
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
恒
久
的
施
設
帰
属
資
本
相

当
額
と
す
る
方
法
を
い
う
。
）

イ
（
略
）

ロ
比
較
対
象
者
の
比
較
対
象
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に

お
け
る
総
資
産
の
領
４
判
訓
比
較
対
象
者
汎
非
居
住
者
矧

捌
副
淵
剖
口
剛
１
当
該
比
較
対
象
者
で
あ
る
非
居
住
者
の

恒
久
的
施
設
に
係
る
資
産
の
調
司
に
つ
い
て
、
発
生
し
得

る
危
険
を
勘
案
し
て
計
算
し
た
金
額

３
～
蛆
（
略
）

○
公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条
こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二
（
略
）

三
収
入
入
居
者
及
び
同
居
者
の
過
去
一
年
間
に
お
け
る

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
編
第
二

章
第
一
節
か
ら
第
三
節
ま
で
の
例
に
準
じ
て
算
出
し
た
所

得
金
額
（
給
与
所
得
者
が
就
職
後
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合

等
そ
の
額
を
そ
の
者
の
継
続
的
収
入
と
す
る
こ
と
が
著
し

く
不
適
当
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
事
業
主
体
が
国
士
交

通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
認
定
し
た
額
と
し
、
以
下

「
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控

除
し
た
調
剖
Ｈ
ゴ
矧
淵
ｕ
矧
調
を
い
う
。

イ
ー
ホ
（
略
）
９

幾* I法施行令第1条の2第1項第1 ．2号関係

｢額（当該○○が○○である場合には、…額…)」

機構法施行令第1条の2第1項第1 ．2号関係

｢…額を十二で除した額」



第
三
十
条
法
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

額
は
、
前
納
に
係
る
期
間
の
各
月
の
保
険
料
の
合
計
額
か
ら
、

そ
の
期
間
の
各
月
の
保
険
料
の
額
を
年
○
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の

利
率
に
よ
る
複
利
現
価
法
に
よ
っ
て
前
納
に
係
る
期
間
の
最

初
の
月
の
前
月
か
ら
当
該
各
月
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に

○
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政

洲
剥
別
割
引
卿
淵
剖
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
円
未
満
で

あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
円
以
上

で
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
十
円
と
し
て
計
算
す
る
。
）
を
控
除
し

た
額
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

令
第
三
百
四
十
三
号
）

応
じ
て
割
り
引
い
た
額
の
合

咋
咽
そ
の
仁
こ
叩
》
｜
Ｔ
ｌ
｜
‐

10

機構法施行令第1条の2第1項第1 ．2号・第2項第2号関係

｢額（その額に○○円未満の， 徴が生じた場合」



ザ

○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
十
八
号
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
十
五
条
（
略
）

一
（
略
）

二
法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

者
八
万
百
円
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
額
を
合
算
し
た
額
に
係
る
療
養
に
つ
き
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
療
養
に
要
し

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
二
十
六
万
七
千
円
に
満
た
な
い
と

き
は
、
二
十
六
万
七
千
円
）
か
ら
二
十
六
万
七
千
円
を
控
除

し
た
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
端
数
金
額
が
五
十

銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
そ
の
端
数
金

額
が
五
十
銭
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
ゴ
測
剖
一
川
口
切
刎
且

酬
矧
調
）
と
の
合
算
額
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
当
該
療
養
の

あ
っ
た
月
に
属
す
る
世
帯
の
被
保
険
者
に
対
し
、
療
養
の
あ

っ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
同
項
又

は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
（
同
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
額
を
算
定
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
が

支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
（
次
項
第
二

号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当

の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す

三
・
四
（
略
）

２
～
７
（
略
）

る
○

○
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
八

号
）

第
三
条
施
行
日
前
に
別
表
第
五
特
定
業
種
被
共
済
者
で
あ
っ
た

日
（
退
職
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
退
職
金
の

額
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
日
を
除
く
。
）
の
あ
る
者
で
あ
っ

て
、
施
行
日
以
後
に
支
給
事
由
が
生
じ
た
も
の
に
係
る
退
職
金

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
別
表
第
五
特
定
業
種
に
係
る
中

退
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
業
種
掛
金
納
付

月
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
（
略
）

二
二
十
四
月
以
上
四
十
二
月
以
下
区
分
退
職
金
額
（
別
表

第
五
特
定
業
種
掛
金
月
額
区
分
ご
と
に
、
次
の
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
よ
り
定
ま

る
額
）
を
合
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
剴
測
剖
一
川
口
切
刎
Ⅱ
制
矧
調
）

イ
・
ロ
（
略
）

三
（
略
）

２
～
５
（
略
）
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機構法施行令第1条の2第1項第1 ．2号・第2項第2号・第8条の2第1 ．2項関係

｢これを○円に切り上げた額」



第
十
四
条
（
略
）

○
前
塑
局
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の

算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）

（
財
政
安
定
化
基
金
に
よ
る
貸
付
事
業
）

回
訓
割
、
次
の
各
ロ

ヨ
瑚
引
調
に
一
・

一
・
二
（
略
）

３
～
５
（
略
）

２
基
金
事
業
貸
付
金
の
額
は
、
各
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

一
を
乗
じ
て
得
た
領
を
限
度
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

当
該
各
号
に

12

■
４
９幾構法施行令第1条の2第1項第2号関係

｢○○につき…○○の区分に応じ、それぞれ○○に定める額〔を計算した〕額」



○
労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
す
る
報
奨
金
に
関
す
る
政
令
（
昭
和

四
十
八
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）

（
報
奨
金
の
交
付
）

第
一
条
（
略
）

２
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
保
険
事
務
組
合
が

徴
収
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
委
託
を
受
け
て
す
る
一
般
拠

出
金
（
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
一
般
拠

出
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
納
付
の
状
況
が
次
の
各
号
に
該

当
す
る
と
き
は
、
当
該
労
働
保
険
事
務
組
合
に
対
し
て
石
綿
健

康
被
害
救
済
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
整

備
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
奨
金
（
以
下
「
一
般
拠
出

備
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
奨
金
（
以

金
に
係
る
報
奨
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
。

一
七
月
十
日
に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
一
鶇

七
月
十
日
に
お
い
て
、
そ
の
年
度
の
一
般

il
上
の

額
が
納
付
さ
れ
て
い

る
この

と合
･計
た額
だの
し百
、分
同の
日九
に＋
お五
い以

拠
出
金
（
当
該

一
般
拠
出
金
に
係
る
追
徴
金
及
び
延
滞
金
を
含
む
。
以
下

「
そ
の
年
度
の
一
般
拠
出
金
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
前

年
度
に
常
時
十
五
人
以
下
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
の

事
業
主
の
委
託
に
係
る
も
の
に
つ
き
、
石
綿
健
康
被
害
救
済

法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

徴
収
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
一
般
拠
出
金
刎

調
Ｊ
石
綿
健
康
被
害
救
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
徴
収
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
政
府

が
一
般
拠
出
金
の
額
を
決
定
し
た
易
針
口
刷
１
そ
の
決
定
し

た
額
。

以
下
般
拠
出
金
の
確
定
懇
》
（
、
扣

て
当
該
一
般
拠
出
金
の
確
定
額
の
合
計
額
の
百
分
の
九
十

五
以
上
の
額
が
納
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
天
災
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
日
後

の
日
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
ま
で
に
当
該
一
般
拠

出
金
の
確
定
額
の
合
計
額
の
百
分
の
九
十
五
以
上
の
額
が

納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
・
三
（
略
）
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■
ｊ
■
９幾構法施行令第1条の2第1項第2号関係

｢○○の…額（…場合には、○○°以下「X」という｡） （〔一定の場合にXに一定の修正を加える
特例〕)」と規定する例



○
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）

（
家
賃
の
決
定
）

第
二
十
五
条
槻
欄
剛
１
賃
貸
住
宅
（
公
営
住
宅
の
事
業
主
体
そ

の
他
の
住
宅
を
賃
貸
す
る
事
業
を
行
う
者
に
譲
渡
し
、
又
は
賃

貸
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
新
た

に
入
居
す
る
者
の
家
賃
の
額
に
つ
い
て
は
、
近
傍
同
種
の
住
宅

の
家
賃
の
額
と
均
衡
を
失
し
な
い
よ
う
泡
瑚
剥
刷
刈
閃
樹
引

剰
Ⅷ
１

２
～
４
（
略
）

○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
四
号
の
公
衆
浴
場
）

第
五
十
六
条
の
二
十
五
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
四

号
に
規
定
す
る
公
衆
浴
場
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
物
価
統

制
令
第
四
条
刎
到
型
矧
日
当
司
剖
道
府
県
知
事
が
入
浴
料
金
剖

沮
瑚
引
公
衆
浴
場
と
す
る
。

○
児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
額
等
の
改
定
の
特

例
に
関
す
る
法
律
第
二
項
到
剥
司
口
劃
到
剖
児
童
扶
養
手
当

等
の
改
定
額
剖
君
瑚
引
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令

（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
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機構法施行令第1条の2第2項柱書関係

独立行政法人に対して、額の定め方について義務的規定を設ける例

■
ｊ
ｐ
ｇ幾構法施行令第1条の2第2項柱書関係

｢の規定に基づき…を定める」



’
一

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
学
資
支
給
金
の
額
）

第
八
条
の
二
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
（
第
四
項
に
お
い
て
冗
剣
綱
矧

劇
樹
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に
掲
げ
る

学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

（
表
略
）

２
～
４
（
略
）

号の下段において「○○の区分に応じ、それぞれ○○に定める額」とする例

○
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）

（
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
）

第
九
条
（
略
）

２
～
６
（
略
）

７
第
八
条
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

プ
〔
》
０－
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
次
の

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

か
ら
ホ
ま
で
。
】
国
瑚
引
調

イ
ー
ホ
（
略
）

二
～
三
（
略
）

８
～
岨
（
略
）

者
の
そ
れ
ぞ
イ

15

1

1

坐上

厩T I法施行令第8条の2第1項第1号。第2項第1号関係



○
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
四
号
）

第
百
七
条
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
三
十
五
条

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
二
十
七
万
円
と

し
、
老
齢
年
金
給
付
の
額
が
こ
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
お
け

る
当
該
老
齢
年
金
給
付
の
支
払
期
月
は
、
規
約
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
当
該
老
齢
年
金
若
し

く
は
通
算
老
齢
年
金
の
支
払
期
月
の
例
に
よ
る
月
又
は
凋
刺

割
引
側
掴
削
副
当
該
老
齢
年
金
給
付
の
調
刺
因
矧
側
刷
ｕ
ｌ
そ

イ
ー
ハ
（
略
）

２
（
略
）

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
月
と
す
る
。

一
十
五
万
Ⅱ
叫
且
二
十
七
万
川
利
潤

イ
・
ロ
（
略
）

三
六
万
叫
判
釧
阿

月
又
は
四
月
、
八
月
及
び
十
二
月

二
六
万
呵
刷
墹
且
十
五
万
叫
到
伽
澗

月 に
掲
げ
る
月

イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か

二
月
、
六
月
及
び
十

16

1

1幾構法施行令第8条の2第1～3項関係

柱書で「次の各号に掲げる…額の区分に応じ､」としたときに、各号に掲げる区分として「○○円

未満／以上」と規定する例



（
複
数
の
特
定
被
監
護
者
等
が
い
る
支
給
認
定
保
護
者
に
係

る
特
例
）

第
十
四
条
の
二
特
定
被
監
護
者
等
（
支
給
認
定
保
護
者
に
監
護

さ
れ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
者
で
あ
っ
て
、
支
給
認
定
保
護
者
と
生
計
を
一
に
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
十
七
条
の
二
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
二
人
以
上
い
る
場
合
の
支
給
認
定
保
護
者
に
係
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認
定
子
ど
も
が
受
け
た
特
定
教
育
・

保
育
、
特
別
利
用
保
育
、
特
別
利
用
教
育
、
特
定
地
域
型
保
育
、

特
別
利
用
地
域
型
保
育
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
又
は
特
例
保

育
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
、
法
第
二
十
八
条
第

二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
二

号
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
等
に
係

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二

2

上
保
育
認
定
子
ど
も
又
は
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が

受
け
た
特
定
教
育
・
保
育
等
に
あ
っ
て
は
、
五
万
七
千
七
百
円

未
満
）
で
あ
る
と
き
は
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
九

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

号
に
掲
げ
る
特
定
教
育
・
保
育
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
燗
矧
則
別
刻
１

百
十
三
号
）

る一
教
育
認
定
子
ど
も
が
受
け
た
特
定
教
育
・
保
育
詞
凹
須

。
．
ｒ
定
基
準
龍

Ｌ
頬
定
す
る
一
負
押
稚
算
定
基
準
謡
ば

（
満
三
歳
以

次
の
各

蝋I
二
～
九
（
略
）

機構法施行令第8条の2第1～4項関係

｢××額算定基2自額」という文言を用いた規定を置き、その算定根拠を後の条で規定する例



、

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単

に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に
掲
げ

る
判
樹
割
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が

選
択
す
る
額
と
す
る
。

（
表
略
）

２
（
略
）

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単

に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に
掲
げ

る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が

選
択
す
る
額
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）
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機構法施行令第8条の2第1項第1号柱書関係

表の区分を指し示す際に、定義規定を置かずに「学
1

1 交等」と規定する例

灘!法施行令第8条の2第1項第1号表関係

【見出し修正】「一 『○○』には、○○を含まない｡」〔｢○○の項において『○○』には、…」と

規定しない例〕

雲斗
斗
大
堂
引
回
削
１
別
科

（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、

保
守
又
は
操
作
、
製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養

の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
業

に
必
要
な
技
術
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と

い
う
。
）
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と

い
う
。
）
を
除
く
．
）
剖
創
剥
渕
Ⅷ
（
第
六
条
を
除
き
、

以
下
同
じ
。
）
。

二
～
七
（
略
）

（
略
）

へ

略
一



ク

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単

に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に
掲
げ

る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が

選
択
す
る
額
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

○
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る

法
律
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
第

三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
に
関

す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）

（
手
数
料
の
減
免
）

第
二
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
項
の
書
面
に
は
、
審
査
申
立
人
等
が
封
澗
閑
調
樹
剖
咽
利

ゴ
Ｈ
到
判
濁
倒
荊
司
皿
Ｈ
皿
割
引
詞
Ｈ
引
斜
調
イ
圓
剖
計
口
捌

て
は
当
該
扶
助
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
、
そ

の
他
の
事
実
を
理
由
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
事
実
を

証
明
す
る
書
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
る
扶
朏

罰
凶
剖
州
副
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
に
あ
っ
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○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成

十
六
年
政
令
第
二
号
）

（
学
資
支
給
金
の
額
）

第
八
条
の
二
８
略
）

２
．
３
（
略
）

４
支
給
対
象
校
に
在
学
す
る
者
（
そ
の
者
が
問
Ｈ
川
詞

剖
渕
引
則
刎
謝
則
回
渕
Ｎ
ｄ
Ｈ
劃
掴
柵
濁
４
咽
利
．
Ｈ

ゴ
制
渕
衛
痢
司
対
Ｈ
皿
引
訓
潮
ゴ
Ｈ
廿
剰
荊
引
項
荊
ヨ

引
例
制
司
口
到
刎
同
濁
荊
利
剰
呵
叫
口
矧
制
制
副
型

副
側
笥
雪
劉
鬮
判
割
引
“
珈
叫
可
Ⅷ
刺
笥
引
例
倒
引
刈

削
刷
冨
剰
打
引
制
刎
川
刊
判
削
剥
則
削
司
笥
刊
司
圃
瑚
引

割
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
支
給
対
象
校
に
入

学
し
た
月
に
支
給
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ

い
て
は
、
第
一
項
の
表
各
項
の
下
欄
又
は
前
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
又

は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
の
定
め
る
額
に
そ
れ

ぞ
れ
二
四
○
、
○
○
○
円
を
加
え
た
額
と
す
る
。

親
に
委
託
さ
れ
て
↓
た
者
又
ば
辰
号
の
頬
定
Ｉ
よ
り

ロ
法
第
四
十
条
に
規
定

○
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
四
十
二
条
の
二
市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
、
当
該
市

町
村
（
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
で
あ
る
要
介
護
被
保
険
者

（
以
下
「
住
所
地
特
例
適
用
要
介
護
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に

係
る
特
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
あ
っ
て
は
、
施
設
所
在
市

町
村
を
含
む
。
）
の
長
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
」

と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
、

当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
（
地
域
密
着

型
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
別

施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
食
事
の

提
供
に
要
す
る
費
用
、
周
田
口
到
渕
引
謝
別
そ
の
他
の
日
常
生

活
に
要
す
る
費
用
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
を

除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
地
域
密
着

型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
要
介
護
被

保
険
者
が
、
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
に
係
る
種
類
以
外
の
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

■
ｊ
■
日幾構法施行令第8条の2第2項柱書関係
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○
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
等
を
経
営
す
る
者
の
責
務
）

第
百
六
条
の
二
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
を
経
営
す
る
者

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
も
の
（
市
町
村
の
委
託
を

受
け
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
者
を
含
む
。
）
は
、
当
該
事
業
を

行
う
に
当
た
り
自
ら
が
そ
の
解
決
に
資
す
る
支
援
を
行
う
こ

と
が
困
難
な
地
域
生
活
課
題
を
把
握
し
た
と
き
は
、
当
該
地
域

生
活
課
題
を
抱
え
る
地
域
住
民
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ

て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
支
援
関
係
機
関
側
渕

副
対
攪
刎
凶
到
岨
を
検
討
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
関
係
機
関
に
対
し
、
当
該
地

域
生
活
課
題
の
解
決
に
資
す
る
支
援
を
求
め
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（
基
本
理
念
）

第
一
条
の
二
（
略
）

一
（
略
）

二
各
特
別
会
計
に
つ
い
て
一
般
会
計
と
区
分
し
て
経
理
す

る
必
要
性
に
つ
き
不
断
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、

存計
へ
の
統
合
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
租
税
収
入
が
特
別
会

計
の
歳
出
の
財
源
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
租
税

収
入
が
一
般
会
計
の
歳
入
と
さ
れ
た
上
で
当
該
特
別
会
計

が
必
要
と
す
る
金
額
が
一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
国
全
体
の
財
政
状
況
を
一
般
会
計
に
お
い
て

総
覧
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
こ
と
。

続
の
必
要
性
§
よ
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
般
会
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○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
の
変
更
が
あ
っ
た
場

合
の
取
扱
い
）

第
四
十
八
条
の
九
の
十
六
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
十
一
日
か

ら
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
六
月
十
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
当
該
年
度
分
の
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額

の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
市
町
村
は
、
法
第
三
百
二
十
一

通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別
徴
収
税
額
を
特
別
徴
収
の

方
法
に
よ
っ
て
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
第

三
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
い
て
当
該
年
度
分
の
年
金

所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
で
あ

っ
て
、
同
号
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
に
お
け
る
仮
特
別
徴
収
税

額
通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別
徴
収
税
額
を
特
別
徴
収

の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
市
町
村

が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
表
略
）

７
～
Ⅱ
（
略
）

回
矧
研
引
当
該
変
更
が
あ
っ
た
期

条
の
七
の
八
第
一

同
表
の
下
櫨
ｒ
定
め
る

項
の
規
定
に
力
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上

期
間
に
お
け
る
仮
特
別
徴
収
税
額

間
区
分
ｒ
そ
れ
ぞ

第
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
大
学
又
は
専
修
学

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

割
の
う
ち
、
教
員
に
面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等

の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定

め
る
者
（
第
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受

講
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に

つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
若
し
く
は
専
修
学
校

の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
当
た
り
の
合

計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等

の
種
別
及
び
通
学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額

と
す
る
。

杖
に
お
い
て
通
信
ｒ
よ
る
教
育
を
エ
け
る
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第
三
条
（
略
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
障
害
児
を
父
及
び
母
が
監
護

○
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九

第
四
条
児
童
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

○
児
童
手
当
法

（
支
給
要
件
）

○
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案

（
報
告
等
）

第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限

度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
刎
劉
訓
剖

網
糊
制
引
割
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報

告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を

命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る
こ
と

命
じ
、
又
哩

監
護
し
、
か
つ
、
そ
の
虫
計
翻

本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の

四
（
略
）

２
～
４
（
略
）

が
で
き
る
。

○
色
ｆ
、
〃
ん
ユ
ユ
へ
噸

へ

略

法
律
第
百
三
十
四
号
）

（
支
給
要
件
）

に
支
給
す
る
。

一
・
二
（
略
）

三
父
母
等
又
は
父
母
指
定
者
の
い
ず
れ
に
も
監
護
さ
れ
ず

又
は
こ
れ
ら
と
生
計
を
同
じ
く
し
な
い
支
給
要
件
児
童
を

監
護
し
、
か
つ
、
そ
刎
判
『
訓
劉
網
矧
制
引
笥
で
あ
っ
て
、
日

一

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

す
る
と
き
は
、
当
該
父
又
は
母
の
う
ち
、
主
と
し
て
当
該
障
害

児
例
封
訓
剖
綱
樹
洲
副
割
（
当
該
父
及
び
母
が
い
ず
れ
も
当
該

障
害
児
の
生
計
を
維
持
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
父

又
は
母
の
う
ち
、
主
と
し
て
当
該
障
害
児
を
介
護
す
る
者
）
に

支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
５
（
略
）
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○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
十
八
号
）

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
七
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
・
二
（
略
）

三
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
測
例
そ
の
属
す
る
世
帯

の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
回
訓
州
剴
当
該
療
養
の

給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療
養
の
給
付

を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
算
定
の
例
に
よ

り
算
定
し
た
調
剖
剖
劉
ｕ
洵
領
が
二
百
十
万
円
以
下
で
あ

る
者

○
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
量

附
則

（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
に
対
す
る
高
額
療

養
費
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条
（
略
）

２
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
同
一

の
月
に
一
の
病
院
等
か
ら
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
民
税
経
過
措
置

対
象
被
保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
は
、

第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
療
養
費
の
額
に
、
当
該
被
扶
養
者

副
謂
劉
剥
撹
困
り
刺
調
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

と
す
る
。
）
荊
副
副
引
Ｈ
同
調
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二
（
略
）

３
～
８
（
略
）

ご
と
に
算
定
し
た
第
二
引
渕
判
剣
川
副
飼
瑚
例
引
荊
一
割
Ｈ
胤
伺
別
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○
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過

措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
四
号
）

第
五
十
六
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
項
の
基
礎
年
金
に
相
当
す
る
部
分
の
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
六
十
五
歳
以
上

の
各
受
給
権
者
に
つ
い
て
算
定
し
た
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

額
の
合
算
額
と
各
受
給
権
者
に
つ
い
て
算
定
し
た
ハ
に
掲

げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額

イ
ー
ハ
（
略
）

二
～
四
（
略
）

五
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
通
算
遺
族
年
金
イ
に
掲
げ

る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

イ
当
該
通
算
遺
族
年
金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
を
合
算
し
た
額
を
、
そ

の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者

期
間
の
月
数
を
合
算
し
た
月
数
で
除
し
て
得
た
額
到
制
刎

調
洲
国
民
年
金
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
遺
族
基
礎

年
金
の
額
を
三
百
で
除
し
て
得
た
額
を
超
え
る
副
剖
削
‐

当
該
額
剖
ｕ
ｌ
引
例
調
側
一
剛
利
潤
刎
淵
朔
科
捌
引
ｕ
剖

圃
１
コ
測
剖
四
捨
五
入
ｕ
ｄ
矧
矧
調
副
詞
引
叫
イ

ロ
（
略
）

六
～
十
五
（
略
）

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第

五
十
八
号
）

（
退
職
年
金
等
の
額
の
う
ち
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
年
金

の
額
に
相
当
す
る
部
分
）

第
八
十
五
条
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
百
二
十
条
第
四
号
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
費
用
の
う
ち
同
号
の
規
定
に
よ
り

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
部
分

に
相
当
す
る
費
用
は
、
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
及
び
通
算

退
職
年
金
（
こ
れ
ら
の
年
金
の
う
ち
、
そ
の
受
給
権
者
が
六
十

五
歳
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
年
度
に
お
い
て
支
給
し

た
当
該
年
金
の
額
の
総
額
に
、
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
年
金

に
係
る
老
齢
年
金
加
算
額
相
当
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
一
副
詞

に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）

価
の
端
数
が
あ
る
ロ
》

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
額
）
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○
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）

（
俸
給
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条
切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
俸
給
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
で
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に

お
い
て
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
八
十
六
号
。
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
改
正
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

支
給
す
る
。

一
～
三

ｍ
〃
』
●
、
く
〕
へ
吟

な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除

く
。
）
に
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
俸
給

月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
（
給
与
法
附
則
第
八

項
の
表
の
俸
給
表
欄
に
掲
げ
る
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職

員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の

級
が
給
与
法
附
則
第
八
項
の
表
の
職
務
の
級
欄
に
掲
げ
る
職

務
の
級
以
上
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
職
員
」

と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る

最
初
の
四
月
一
日
（
特
定
職
員
以
外
の
者
が
五
十
五
歳
に
達
し

た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
後
に
特
定
職
員
と
な
っ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
職
員
と
な
っ
た
且
以
後
、
当
該

額
に
百
分
の
九
十
八
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
俸
給
と
し
て

を
生
じ
た
と
き
は

（
略
）

（
略
）

こ
盲
て
え
謡
と

）
に
達
し

○
消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

（
検
定
対
象
機
械
器
具
等
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
型
式
適
合
検

定
の
手
数
料
）

第
四
十
条
（
略
）

２
（
略
）

３
法
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
型
式
適
合
検

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ

る
検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
製
造
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う

者
に
限
る
。
）
が
、
当
該
型
式
適
合
検
定
の
申
請
書
に
、
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
外
国

に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
の
行
っ
た
当
該
申
請
に
係
る

検
定
対
象
機
械
器
具
等
の
形
状
等
と
法
第
二
十
一
条
の
四
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
型
式
承
認
を
受
け
た
検
定
対
象
機
械
器

具
等
の
型
式
に
係
る
形
状
等
と
の
同
一
性
を
判
定
し
得
る
検

査
結
果
を
記
載
し
た
書
類
で
総
務
大
臣
が
適
当
と
認
め
る
も

の
を
添
付
し
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
型
式
適
合
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
付
す
べ
き

手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
額
（
同
項
第
二
号
に
該

当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総

務
大
臣
が
定
め
る
額
）
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
剴
測
剖
則
川
掛
可
矧

調
剖
制
引
Ｊ
と
す
る
。

４
（
略
）
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（
遺
族
年
金
の
額
の
最
低
保
障
）

第
四
十
五
条
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十
六
条
第
三
項
に

規
定
す
る
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
遺
族
年
金
の
最
低
保
障

の
額
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
七
十
八
万
九
百
円

○
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第’
五
十
六
号
）

に
改
定
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
Ｊ
引
例
封
調
側
到
Ｈ
Ⅱ
利
潤
例
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○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
施
設
型
給
付
費
等
の
支
給
の
基
準
及
び
費
用
の
負
担
等
に

関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
（
略
）

一
（
略
）

イ
こ
の
法
律
の
施
行
前
の
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和

五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
私
立

幼
稚
園
（
国
（
国
立
大
学
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村

以
外
の
者
が
設
置
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
経
常
的
経
費
に
充
て
る
た
め
の
国
の

補
助
金
の
総
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
の
補
助
金

の
総
額
」
と
い
う
。
）
、
私
立
幼
稚
園
に
係
る
保
護
者
の
負

担
額
、
当
該
施
設
型
給
付
費
の
支
給
に
係
る
支
給
認
定
教

育
・
保
育
を
行
っ
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
所
在
す
る

地
域
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
支

給
認
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
現
に
支
給
認
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の

額
）
か
ら
政
令
で
定
め
る
額
を
限
度
と
し
て
当
該
支
給
認

定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事

情
を
勘
案
し
て
市
町
村
が
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た

ロ
（
略
）

一
一
●
一
一
一
（
》

２
～
４
へ
腹
亭 （
略

調
糾
当
該
額
が
零
を
下
回
る

）

（
略
）

○
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

（
児
童
手
当
の
額
）

第
六
条
（
略
）

一
（
略
）

イ
（
略
）

ロ
（
略
）

①
（
略
）

川
当
該
支
給
要
件
児
童
の
全
て
が
三
歳
に
満
た
な

い
児
童
、
三
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
の
児
童
又
は
十

五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
を

経
過
し
た
児
童
で
あ
る
場
合
一
万
五
千
円
に
当
該

三
歳
に
満
た
な
い
児
童
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、

一
万
五
千
円
に
当
該
三
歳
以
上
小
学
校
修
了
前
の
児

童
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
五
千
円
を
控
除
し
て

得
た
調
剖
当
該
支
給
要
件
児
童
の
う
ち
に
三
歳
以
上

小
学
校
修
了
前
の
児
童
が
い
な
い
捌
剖
口
刷
１
覇
副

洲
却
引
）
と
を
合
算
し
た
額

伽
（
略
）

②
（
略
）

ハ
（
略
）

二
（
略
）

２
（
略
）
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○
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年

政
令
第
三
百
二
十
三
号
）

（
国
等
に
よ
る
全
国
が
ん
登
録
情
報
及
び
都
道
府
県
が
ん
情

報
の
保
有
の
期
間
の
限
度
）

第
九
条
全
国
が
ん
登
録
情
報
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
政
令
で

定
め
る
期
間
は
、
全
国
が
ん
登
録
情
報
に
つ
い
て
法
第
二
章
第

三
節
の
規
定
に
よ
る
利
用
（
同
条
に
規
定
す
る
受
領
情
報
の
利

用
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
情
報
の
利
用
」

と
い
う
。
）
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た

日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
又
は
当
該
全
国
が
ん
登

録
情
報
を
利
用
す
る
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
実
施
す
る
期

間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
と
す
る
。
矧
矧
ｕ
１

全
国
が
ん
登
録
情
報
を
長
期
に
わ
た
り
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
そ
の
他
の
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
に
必
要
な
場
合
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
捌
針
回
訓
Ⅷ
可
削
１
当
該
全
国

が
ん
登
録
情
報
に
つ
い
て
情
報
の
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三

十
一
日
又
は
当
該
全
国
が
ん
登
録
情
報
を
利
用
す
る
が
ん
に

係
る
調
査
研
究
を
実
施
す
る
期
間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
ま
で
の
間
副
詞
副
１

２
（
略
）

○
石
油
ガ
ス
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）

（
納
税
地
）

第
八
条
石
油
ガ
ス
税
の
納
税
地
は
、
石
油
ガ
ス
の
充
て
ん
場
か

ら
移
出
さ
れ
た
課
税
石
油
ガ
ス
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
石
油
ガ
ス
の
充
て
ん
場
の
所
在
地
と
し
、
保
税
地
域
か
ら
引

き
取
ら
れ
る
課
税
石
油
ガ
ス
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

保
税
地
域
の
所
在
地
と
す
る
。
矧
矧
ｕ
ｌ
第
六
条
第
二
項
の
規

ガ
ス
税
の
納
税
地
は
、
政
令
で
定
め
る
。

定
に
該
当
す
る

よ
り
難
↓
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場

」
と
そ
の
他
の
理
由
よ
り
本
文
の
規
定
Ｉ

ロ

に
お
け
る
石
油
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の
保
有
の
期
間
の
限
度
）

第
九
条
全
国
が
ん
登
録
』

九
条
全
国
が
ん
登
録
情

○
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年

が
ん
登
録
情
報
に
つ
い
て
情
報
の
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三

十
一
日
又
は
当
該
全
国
が
ん
登
録
情
報
を
利
用
す
る
が
ん
に

係
る
調
査
研
究
を
実
施
す
る
期
間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
ま
で
の
間
と
す
る
。

２
（
略
）

ｕ
ｄ
厚
生
労

政
令
第
三
百
二
十
三
号
）

報
に
係
る
法
第
二
十
七
条
の
政
令
で

定
め
る
期
間
は
、
全
国
が
ん
登
録
情
報
に
つ
い
て
法
第
二
章
第

三
節
の
規
定
に
よ
る
利
用
（
同
条
に
規
定
す
る
受
領
情
報
の
利

用
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
情
報
の
利
用
」

と
い
う
。
）
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た

日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
又
は
当
該
全
国
が
ん
登

録
情
報
を
利
用
す
る
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
実
施
す
る
期

間
の
末
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
と
す
る
。
た
だ
し
、

全
国
が
ん
登
録
情
報
を
長
期
に
わ
た
り
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
そ
の
他
の
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
に
必
要
な
劇
割
引

（
国
等
に
よ
る
全
国
が
ん
登
録
情
報
及
び
都
道
府
県
が
ん
情
報

働
省
祠
で
め
る
場
△
つ
↓

当
該
全
国
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第
一
条
（
略
）

○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

２
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽

減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
で

定
め
る
者
は
、
保
護
者
等
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
道
府
県
民
税

所
得
割
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」

と
い
う
。
）
が
支
給
さ
測
引
別
刷
圃
制
副
判
閲
（
当
該
月
が
四
月

か
ら
六
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
矧
刎
墹
刺
渕
濁
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
刎
制
沮
側
渕
引
道
府
県
民
制
（
同
法
の
規

定
に
よ
る
都
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得

割
（
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
（
就
学
支
援
金
が
支
給
さ

れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
を
合
算
し
た
額

（
保
護
者
等
が
二
人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
員
の
道
府
県

民
税
所
得
割
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
と
を
合
算
し

た
額
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）

（
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は

認
め
ら
れ
な
い
者
等
）

が
五
十
万
七
千
円
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。
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○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）

（
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認

め
ら
れ
な
い
者
等
）

第
一
条
（
略
）

２
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を

軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令

で
定
め
る
者
は
、
保
護
者
等
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
道
府
県
民

税
所
得
割
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」

剖
伽
釧
副
一
ハ

刎
項
側
湖
Ｎ
ｄ
同
ｕ
Ｊ
‐
矧
例
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
道
府
県
民
税
（
同
法
の
規

定
に
よ
る
都
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得

割
（
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
（
就
学
支
援
金
が
支
給
さ

れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
を
合
算
し
た
額

（
保
護
者
等
が
二
人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
員
の
道
府
県

民
税
所
得
割
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
と
を
合
算
し

と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る

月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
．
．
…
以
下
》

別
の
属
す
る
年
度
（
当
該
月
が

’
四
月

た
額
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
五
十
万
七
千
円
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。
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○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

第
四
条

２
去法

成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）

（
支
給
限
度
額
の
加
算
）

す
る
額
を
加
え
た
額

二
・
三
（
略
）

第
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
受
給
権
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
同
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
に
政
令
で
定
め
る
額

を
加
え
た
額
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
保
護
者
等
の
道
府
県
民
税
所
得
割
の
額
と
市
町
村
民
税

所
得
割
の
額
と
を
合
算
し
た
額
が
二
十
五
万
七
千
五
百
円

未
満
で
あ
る
受
給
権
者
（
保
護
者
等
（
保
護
者
等
が
二
人
以

上
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
目
見
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

当
該
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
制
刺
調
期
則
口
糊
Ⅷ

権
者
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
保
護
者
等
国
内
居
住

受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
に
限
り
、
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）
当
該
受
給
権
者
の
支
給
対
象
高
等
学
校

等
に
つ
い
て
の
前
条
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
当
該
額
の
二
分
の
一
に
相
当

て
地
方
税
、
打
地
ｒ
住
所
を
有

蕗
一

者
で
あ
る
受
給
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▲

○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二

百
十
三
号
）

（
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
額
）

第
四
条
（
略
）

一
～
三
（
略
）

四
支
給
認
定
保
護
者
及
び
当
該
支
給
認
定
保
護
者
と
同
一

の
世
帯
に
属
す
る
者
が
特
定
教
育
・
保
育
の
あ
っ
た
月
の
属

す
る
年
度
（
特
定
教
育
・
保
育
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
八

月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
当
該
所
得
割
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、

護
施
設
、

限
る
。
）

護
者
鍾

五
（
略
）

２
～
４
房 へ

略

年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

（
相
続
税
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

所
剖
旬
ｕ
刺
Ⅷ
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

支
給
認
定
保
護
者
又
は
養
育
里
親
等
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規

定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
、
同
法
第

六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
又
は
同
法
第
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
乳
児
院
、
児
童
養

護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
に

限
る
。
）
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
支
給
認
定
保

護
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
三
千
円

当
該

…

第
七
十
八
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
二
項
の
規
定
は
、
相
続
若
し
く
は
遺
贈
又
は
贈
与
に
よ
り

沖
縄
に
あ
る
財
産
を
取
得
し
た
者
で
当
該
財
産
を
取
得
し
た

（
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
の
当
該
財

産
に
係
る
相
続
税
又
は
贈
与
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

時
に
お
い
て
相
続
税
法
の

施
行
地
ｒ
ョ

な
い

も
の
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（
前
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額
）

第
四
十
条
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
保
険
者
か
ら

徴
収
す
る
前
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
百

三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
支
払
基
金
の
業
務
に
関

す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
を
基
礎
と
し
て
、

各
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
数
に
応
じ
、
厚
生
労
働
笥
制

○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

第
六
十
条
（
略
）

２
責
任
準
備
金
の
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
給

付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
予
想
額
の
現
価
か
ら
掛
金
収
入
の

額
の
予
想
額
の
現
価
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
、
厚
生
労

働
割
制
制
制
瑚
引
剖
訓
引
回
測
刎
貿
冠
ｕ
制
調
副
詞
副
１

３
最
低
積
立
基
準
額
は
、
加
入
者
等
の
当
該
事
業
年
度
の
末
日

ま
で
の
加
入
者
期
間
に
係
る
給
付
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基

準
に
従
い
規
約
で
定
め
る
も
の
に
要
す
る
費
用
の
額
の
予
想

額
を
計
算
し
、
こ
れ
ら
の
予
想
額
の
合
計
額
の
現
価
と
し
て
厚

生
労
働
割
制
制
詞
矧
創
到
引
副
副
制
制
副
型
判
Ｈ
荊
掲
到
引
刻
引

○
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）

（
積
立
金
の
額
）

第
八
十
号
）

疋
め
る
と
｝
」
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
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○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
十
八
号
）

（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）

第
七
条
法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
所
得
の

額
の
算
定
は
、
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年
（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か

ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
所
得
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す

る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
世
帯
主
で

あ
っ
て
、
同
日
現
在
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に

属
す
る
年
齢
十
九
歳
未
満
の
者
で
同
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地

方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九

十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い

う
。
）
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て

「
控
除
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
）

と
す
る
。

一

！１
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二
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
六
歳
未
満
の
控

除
対
象
者
の
数
に
三
十
三
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同

日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
六
歳
以
上
十
九
歳
未
満
の
控
除

対
象
者
の
数
に
十
二
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

２
．
３
（
略
）

る
控
除
を
し
た
後
の
金
額
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第
一
条
（
略
）

○
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）

（
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は

認
め
ら
れ
な
い
者
等
）

２
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
保
護
者
等
の
経
済
的
負
担
を
軽

減
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
者
と
し
て
政
令
で

定
め
る
者
は
、
保
護
者
等
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
道
府
県
民
税

所
得
割
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」

と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
引
例
圓
制
副
璃
閲
（
当
該
月
が
四
月

か
ら
六
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
○
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
矧
刎
刷
対
渕
濁
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
刎
剥
河
口
渕
副
道
府
県
民
糊
（
同
法
の
規

定
に
よ
る
都
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得

割
（
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
（
就
学
支
援
金
が
支
給
さ

れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
第
四
条
第
二

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定

に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
と
を
合
算
し
た
額

（
保
護
者
等
が
二
人
以
上
い
る
と
き
は
、
そ
の
全
員
の
道
府
県

民
税
所
得
割
の
額
と
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
と
を
合
算
し

た
額
。
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
五
十
万
七
千
円
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
。
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（
事
業
か
ら
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
特
別
徴
収
に
係
る
住
民

税
の
特
例
等
）

第
八
条
（
略
）

２
～
６
（
略
）

７
市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
特

例
適
用
利
子
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
三
百
十
三
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
特
例
適
用
利

子
等
の
額
に
対
し
、
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
次
項
第
四
号
刎

捌
冠
刷
測
刎
調
刮
謝
引
副
釧
判
割
卿
凰
到
ヨ
引
封
Ⅱ
剰
叫
ゴ
例

○
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十

分
の
三
（
当
該
個
人
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る

場
合
に
は
、
百
分
の
四
）
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に

相
当
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
（
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
い
う
。
以
下
「
市
町
村
民
税

の
所
得
割
」
と
い
う
。
）
を
課
す
る
。

８
（
略
）

９
市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
特

例
適
用
配
当
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
三
百
十
三
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
特
例
適
用
配

当
等
の
額
に
対
し
、
特
例
適
用
配
当
等
の
額
（
第
十
一
項
第
四

に
百
分
の
三
（
当
該
個
人
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有

す
る
場
合
に
は
、
百
分
の
四
）
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金

号 四
号
）

弓
の
適
用
§
あ
る
場
合
こ
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
舘

眉
。
、
，
用
力
あ
る
△
□
こ
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
舘

手
咽
え
ら
れ
た
同
法
第
百
十
四
条
の

に

百営

○
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方

税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十

六
号
）
（
配
当
等
に
対
す
る
特
別
徴
収
に
係
る
住
民
税
の
税
率
の
特

例
等
）

第
三
条
の
二
の
二
（
略
）

２
～
９
（
略
）

蛆
市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き

特
定
外
国
配
当
等
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

十
四
号
に
掲
げ
る
利
子
等
（
同
号
ロ
に
規
定
す
る
国
外
一
般
公

社
債
等
の
利
子
等
及
び
同
号
二
に
規
定
す
る
国
外
私
募
公
社

債
等
運
用
投
資
信
託
等
の
配
当
等
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
っ
て
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
条
約
適
用
利
子
等
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
第
三
百
十
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他

の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
当
該
条
約
適
用
利
子
等
に

係
る
利
子
所
得
の
金
額
、
配
当
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金

額
、
一
時
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
対

し
、
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
次
項
第
四
号
例
剥
沮
側
渕
刎
詞

剃
謝
引
副
馴
卿
割
側
潤
蜀
剖
ヨ
コ
制
刻
珂
到
剴
側
剥
固
側
週
別
科

額
に
相
当
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。

岨
～
岨
（
略
）

あ
る
場
ハ
ロ
そ
の
遥
用
後
の
金
寒

か
ら
第
一
項
の
限
度
税
率
を
控
除
し
て
得
た
率
に
五
分
の
三

（
当
該
個
人
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合

に
は
、
五
分
の
四
）
を
乗
じ
て
得
た
率
（
当
該
個
人
が
第
三
項

）
に
百
分
の
五
の
税
率
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1211
潮
ヨ
司
Ｈ
川
剰
刎
ゴ
刎
矧
剋
例
適
用
渕
捌
引
淵
剖
口
剛
１
召
馴

圃
馴
倒
刎
封
調
）
に
百
分
の
五
の
税
率
か
ら
第
一
項
の
限
度
税

率
を
控
除
し
て
得
た
率
に
五
分
の
三
（
当
該
個
人
が
指
定
都
市

の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
五
分
の
四
）
を
乗
じ

て
得
た
率
（
当
該
個
人
が
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

合
に
は
、
百
分
の
三
（
当
該
個
人
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住

所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
百
分
の
四
）
の
税
率
）
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。

旧
～
肥
（
略
）

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
百
分
の
三
（
当
該
個
人

が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
百
分
の

四
）
の
税
率
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
市
町
村

民
税
の
所
得
割
（
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
所
得
割
を
い
う
。
次
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
四
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
課
す
る
。

市
町
村
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き

特
定
外
国
配
当
等
の
う
ち
、
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

十
五
号
に
掲
げ
る
特
定
配
当
等
で
あ
っ
て
第
一
項
又
は
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
四

項
ま
で
に
お
い
て
「
条
約
適
用
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百

十
四
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、

そ
の
前
年
中
の
当
該
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
、
配

当
所
得
及
び
雑
所
得
の
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
約

適
用
配
当
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
条
約
適
用
配
当
等
の

額
（
第
十
四
項
第
四

（
略
）

号
の
規
定
Ｌ
よ
り
皿
み
替
え
ら
れ
ナ

40



○
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

第
二
十
三
条
詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
旧
保
険
給
付

を
受
け
た
者
か
ら
の
当
該
旧
保
険
給
付
に
要
し
た
費
用
の
全

部
又
は
一
部
の
徴
収
、
当
該
旧
保
険
給
付
に
関
し
虚
偽
の
証
明

又
は
不
正
な
健
康
保
険
印
紙
の
ち
ょ
う
付
若
し
く
は
消
印
を

し
た
事
業
主
及
び
保
険
者
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
診
断
書
に
虚

偽
の
記
載
を
し
た
保
険
医
に
対
す
る
徴
収
金
を
納
付
す
べ
き

こ
と
の
命
令
並
び
に
詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
旧

日
雇
健
保
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の

支
払
又
は
旧
日
雇
健
保
法
第
十
七
条
第
三
項
（
旧
日
雇
健
保
法

第
十
七
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
支
払
を
受
け
た
旧
日
雇
健
保
法
第
十
条
第
五
項
第
一

号
に
掲
げ
る
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
か
ら
の
そ
の
支

払
っ
た
額
の
返
還
及
び
そ
の
調
回
司
引
釧
呵
十
劃
剰
叫
対
調
の

支
払
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
三
条

○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

（
指
定
都
市
の
特
例
）

項
に
お
い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
こ
の
法

律
の
規
定
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
区
及

び
総
合
区
を
市
と
、
区
長
及
び
総
合
区
長
を
市
長
と
み
な
す
。

２
（
略
） 一

百
五
一
条
の
十
九
第
項
に
規
口
目
咄

一
二
治
法
（
昭
和
一
年
法
律
第
六
十
七
［

涙
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両ちだ王嘱訊惠 －－－三］

○
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）

（
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
つ
い
て
の
総
合
課
税
に
係
る
所
得

税
の
課
税
標
準
等
の
計
算
）

第
二
百
九
十
二
条
非
居
住
者
の
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
（
総

合
課
税
に
係
る
所
得
税
の
課
税
標
準
、
税
額
等
の
計
算
）
に
規

定
す
る
総
合
課
税
に
係
る
所
得
税
（
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項

第
一
号
イ
（
非
居
住
者
に
対
す
る
課
税
の
方
法
）
に
掲
げ
る
国

内
源
泉
所
得
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
恒
久
的
施
設
帰

属
所
得
」
と
い
う
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
課
税
標
準
及

び
税
額
に
つ
き
、
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
各
号
に
掲
げ
る
法
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
場
合
に
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
（
略
）

二
法
第
四
十
五
条
（
家
事
関
連
費
等
の
必
要
経
費
不
算
入
等
）

同
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
租
税

又
は
延
滞
金
若
し
く
は
加
算
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
所
得
税
等
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
外
国
又
は
そ
の
地
方
公

共
団
体
回
測
則
調
剖
刈
引
所
得
税
等
に
相
当
す
る
も
の
の

額
（
法
第
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
（
非
居
住
者
に
係
る
外

国
税
額
の
控
除
）
に
規
定
す
る
控
除
対
象
外
国
所
得
税
の
額

を
除
く
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。

二
～
十
三
（
略
）

２
～
４
（
略
）

○
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）

（
外
国
法
人
税
の
範
囲
）

第
百
四
十
一
条
法
第
六
十
九
条
第
一
項
（
外
国
税
額
の
控
除
）

に
規
定
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
り
課
さ
れ
る
法
人
税
に
相
当

す
る
税
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
外

国
又
は
そ
の
地
方
公
共
団
体
ｄ
到
列
法
人
の
所
得
を
課
税
標

準
と
し
て
調
剖
刈
引
税
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
外
国
法
人

税
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
外
国
又
は
そ
の
地
方
公
共
団
依
脚
制
制
剥
醐
引
川
副
次
に
掲
げ

る
税
は
、
外
国
法
人
税
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四
（
略
）

３
外
国
又
は
そ
の
地
方
公
共
団
体
卿
同
制
劉
馴
引
刈
引
次
に
掲
げ

る
税
は
、
外
国
法
人
税
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
～
四
（
略
）
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○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
等
と
の
調
整
）

第
七
条
自
立
支
援
給
付
は
、
当
該
障
害
の
状
態
に
つ
き
、
介
護

保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
介

護
給
付
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
規
の
規

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
五
十
号
）

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

第
十
二
条
特
定
医
療
費
の
支
給
は
、
当
該
指
定
難
病
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
つ
き
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給

事
業
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
自
立
支
援
給
付

に
相
当
す
る
も
の
を
受
け
、
又
は
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
は
政
令
で
定
め
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
政
令
で
定
め
る
給

付
又
は
事
業
以
外
の
給
付
で
あ
っ
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体

の
負
担
に
お
い
て
自
立
支
援
給
付
に
相
当
す
る
も
の
が
行
わ

れ
た
と
き
は
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
行
わ
な
い
。

定
に
よ
る
療
養
の
給
付

も
の
の
う
ち
特
定
医
療
費
の
支
給
に
相
当
す
る
も
の
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
政
令
で
定
め
る
限
度
に
お
い
て
、
当

該
政
令
で
定
め
る
給
付
以
外
の
給
付
で
あ
っ
て
国
又
は
地
方

公
共
団
体
の
負
担
に
お
い
て
特
定
医
療
費
の
支
給
に
相
当
す

る
も
の
が
行
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
行
わ
な
い
。

付
そ
の

の
法
令
に
基
づ
く
給
付

で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る

又
は

○
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法

律
第
百
十
一
号
）

（
他
の
法
律
に
よ
る
給
付
等
と
の
調
整
）

第
十
四
条
補
償
給
付
の
支
給
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
政

令
で
定
め
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
当

該
補
償
給
付
に
相
当
す
る
絢
州
割
を
支
給
す
べ
き
者
は
、
そ
の

支
給
さ
れ
た
補
償
給
付
の
価
額
の
限
度
で
当
該
給
付
等
を
支

給
す
る
義
務
を
免
れ
る
。

２
（
略
）

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支

援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
等
と
の
関
係
）

第
七
条
遺
族
給
付
金
（
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
す

る
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
障
害
給
付
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ

死
亡
及
び
障
害
を
原
因
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者
又
は
そ
の
遺
族

に
対
し
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
縄
州
割
で
政
令
で
定
め
る
も

の
が
行
わ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、
そ
の
給
付
等
に
相
当
す
る
金

額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
限

度
に
お
い
て
、
支
給
し
な
い
。
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機構法施行令第8条の2第5項柱書関係

「を調整する必要がある」

○
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）

（
水
防
事
務
組
合
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
）

第
三
条
の
四
水
防
事
務
組
合
の
議
会
の
議
員
は
、
組
合
規
約
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
、
当

該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
で
水
防

に
関
し
学
識
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
熱
意
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
の
う
ち
か
ら
選
挙
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
数
市

町
村
に
わ
た
る
水
防
上
の
特
別
の
利
害
割
封
蝋
瑠
渕
引
凶
勇
洲

捌
引
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
組
合
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
者

で
水
防
に
関
し
学
識
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
熱
意
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
に
つ
き
当
該
市
町
村
の
長
が
推
薦
し
た
者
の

う
ち
か
ら
選
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

市
町
村
の
長
が
推
薦
し
た
者
の
う
ち
か
ら
選
挙
さ
れ
る
議
員

の
数
は
、
当
該
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て
選
挙
さ
れ
る
議
員
の

数
の
二
分
の
一
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
二
号
）

（
学
資
支
給
金
の
額
）

第
八
条
の
二
（
略
）

２
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高

等
専
門
学
校
機
構
が
設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
又
は
国
若
し

く
は
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者

副
学
資
支
給
金
刎
月
調
回
到
叫
ｄ
剛
１
前
項
の
表
各
項
の
下
欄

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び

通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

額
の
範
囲
内
で
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

３
．
４
（
略
）

が
授
業
料
の
減
免
を
受
け
た
場
〈
口
旧
お
閉
り
勺
そ
の
者

罰
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○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

第
八
十
号
）

（
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
）

第
七
十
条
（
略
）

２
後
期
局
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を

受
け
、
保
険
医
療
機
関
等
と
の
契
約
に
よ
り
、
当
該
保
険
医
療

機
関
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
療
養
の
給
付
に
関
す
る
前
項
の

療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
、
同
項
刎
制
河
口
渕
刎
劉

冠
剖
測
副
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
～
７
（
略
）

○
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

（
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
）

第
四
十
五
条
（
略
）

２
（
略
）

３
市
町
村
及
び
組
合
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
、
保

険
医
療
機
関
等
と
の
契
約
に
よ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に

お
い
て
行
わ
れ
る
療
養
の
給
付
に
関
す
る
第
一
項
の
療
養
の

給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
つ
き
、
前
項
刎
制
週
口
渕
刎
劉
剋

割
測
副
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

４
～
８
（
略
）

○
緑
の
気
候
基
金
へ
の
拠
出
及
び
こ
れ
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）

（
国
債
に
よ
る
拠
出
）

第
三
条
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
拠
出
す
る
た
め
、
政
府
は
、
必
要
な
調

剖
刷
閏
副
ｕ
ｄ
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
（
略
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
施
設
型
給
付
費
の
支
給
）

第
二
十
七
条
（
略
）

２
（
略
）

３
（
略
）

一
（
略
）

二
政
令
で
定
め
る
損
剖
刷
閲
剖
ｕ
ｄ
当
該
支
給
認
定
保
護
妬

者
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案

し
て
市
町
村
が
定
め
る
額

４
～
８
（
略
）

1幾構法施行令第8条の2第5項柱書関係

｢の規定により算定される」

機構法施行令第8条の2第5項柱書関係

｢額を限度として」



第
一
条
の
五
船
員
に
係
る
法
附
則
第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
は
、
附
則
第
一
条
の

三
各
号
に
掲
げ
る
当
該
障
害
補
償
年
金
に
係
る
障
害
等
級
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
障
害
等
級
に
対
応
す
る
法
附
則
第
五
条

の
二
第
一
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
当
該
各
号
に
定
め

る
額
を
加
算
し
た
調
剖
刷
圏
副
ｕ
ｄ
総
務
笥
制
司
詞
瑚
副
調

副
詞
副
１

○
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二

百
七
十
四
号
）
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｢…額を限度として○○省令で定める額とする｡」



○
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）

第
百
二
条
の
二
十
三
（
略
）

○
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五

号
）

第
七
条
（
略
）

２
避
難
解
除
等
区
域
復
興
再
生
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
過

封
口
避
難
指
示
の
対
象
と
な
っ
た
ゴ
川
副
洲
刺
Ⅷ
区
域
に
わ
た

る
も
の
及
び
現
に
避
難
指
示
（
第
四
条
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
指

示
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
区
域
（
同
条

第
五
号
に
規
定
す
る
近
く
避
難
指
示
が
全
て
解
除
さ
れ
る
見

込
み
で
あ
る
と
さ
れ
た
区
域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
も
の
で
あ

っ
て
、
避
難
解
除
等
区
域
の
復
興
及
び
再
生
の
た
め
に
特
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
～
７
（
略
）

３
理
事
の
過
半
数
は
、
外
部
理
事
（
委
託
金
融
商
品
取
引
所
又

は
そ
の
子
会
社
（
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会

社
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
締
役
、
理
事

若
し
く
は
執
行
役
又
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
で
な
く
、
か

つ
、
過
劃
回
委
託
金
融
商
品
取
引
所
又
は
そ
の
子
会
社
の
取
締

役
、
理
事
若
し
く
は
執
行
役
又
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と

な
っ
た
ゴ
剖
科
渕
叫
者
よ
り
選
任
さ
れ
た
理
事
を
い
う
。
以
下

こ
の
目
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６
（
略
）

２
（
略
）

○
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

（
有
期
労
働
契
約
の
更
新
等
）

第
十
九
条
（
略
）

一
当
該
有
期
労
働
契
約
が
週
封
口
反
復
し
て
更
新
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
契
約
期
間
の
満
了
時
に

当
該
有
期
労
働
契
約
を
更
新
し
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
有

期
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
、
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
を
締
結
し
て
い
る
労
働
者
に
解
雇
の
意
思
表
示

を
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約

を
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
社
会
通
念
上
同
視
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
。

二
（
略
）
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○
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）

（
貸
与
期
間
）

第
百
二
十
条
の
六
学
資
金
を
貸
与
す
る
期
間
（
以
下
「
貸
与
期

間
」
と
い
う
。
）
は
、
貸
費
学
生
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら

の
属
す
る
月
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
っ
て
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
し
た
日
ま
で

に
正
規
の
課
程
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
貸
費
学

生
に
つ
い
て
は
、
防
衛
大
臣
は
、
貸
与
期
間
を
そ
の
正
規
の
課

程
を
終
了
す
る
日
の
属
す
る
月
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
貸
費
学
生
が
大
学
の

規
の
修
業
年
限
を
満
了

日

隈羅葹宕苓雪盲案両軍亘喜酉一一一
｢○○を超えない範囲で○○省令で定める○○」

○
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）

（
条
例
で
技
術
的
細
目
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
制
限
を
強
化

し
、
又
は
緩
和
す
る
場
合
の
基
準
）

第
二
十
九
条
の
二
（
略
）

一
～
十
（
略
）

十
一
第
二
十
八
条
の
三
の
技
術
的
細
目
に
定
め
ら
れ
た
制

限
の
強
化
は
、
配
置
す
べ
き
緩
衝
帯
の
幅
員
の
最
低
限
度
に

つ
い
て
、
二
十
メ
ー
ト
ル
割
趨
対
制
川
鍋
圃
矧
国
士
交
通
割

制
司
泡
刷
引
基
準
に
従
い
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二
（
略
）

２
（
略
）

○
国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）

（
船
舶
保
安
証
書
）

第
十
三
条
（
略
）

２
前
項
の
船
舶
保
安
証
書
（
以
下
「
船
舶
保
安
証
書
」
と
い
う
。
）

の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
有
効
期
間
が

満
了
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
国
士
交
通
省
令
で
定
め
る
事

由
に
よ
り
前
条
後
段
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
国
際
航
海
日
本
船
舶
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
当

該
事
由
に
応
じ
て
三
月
剖
綱
「
利
割
Ⅷ
鯏
圃
ｄ
国
土
交
通
笥
制

司
泡
刷
副
日
ま
で
の
問
、
そ
の
有
効
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
～
皿
（
略
）
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○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

（
給
付
金
の
非
課
税
）

第
四
十
一
条
の
八
市
町
村
又
は
特
別
区
か
ら
給
付
さ
れ
る
給
付

金
で
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な
い
。

一
・
二
（
略
）

三
低
所
得
で
あ
る
高
齢
者
等
へ
の
支
援
等
の
観
点
か
ら
給

付
さ
れ
る
次
に
掲
げ
る
給
付
金

イ
（
略
）

ロ
平
成
二
十
八
年
度
対
象
割
叫
引
剖
、
国
民
年
金
法
（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
五
条
第
二
号
に

掲
げ
る
障
害
基
礎
年
金
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
割
引
制
和
仙
例
財
務
割
制
司

園
瑚
副
笥
（
イ
に
掲
げ
る
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
者
を

除
く
。
）
に
対
し
て
給
付
さ
れ
る
財
務
省
令
で
定
め
る
給

付
金

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十

二
号
）
附
則
（
昭
和
六
○
年
一
二
月
二
七
日
法
律
第
一
○
八
号
）

（
退
職
一
時
金
等
の
支
給
を
受
け
た
者
に
対
す
る
取
扱
い
）

第
百
十
三
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
施
行
日
前
に
既
に
退
職
年
金
等
の

支
給
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
支
給
を
受
け
た
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
支
給
を
受
け
た
額
か
ら
、
そ
の
額
に
そ
の
者
が
施
行
日
前
に

お
い
て
当
該
退
職
年
金
等
の
支
給
剖
到
別
刷
期
制
刎
別
朔
（
そ

の
月
数
が
二
百
四
十
月
を
超
え
る
と
き
は
、
二
百
四
十
月
と
す

る
。
）
を
二
百
四
十
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

６
．
７
（
略
）
９４

Z

1 幾ホ i法施行令第8条の3第2号関係

｢者のうち･･･者その他の○○省令で定める者」

機構法施行令第8条の3第3項第2号関係

｢○○を受けた期間の月数」



●

○
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
百
二
号
）

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
）

第
三
条
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て

支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
そ
の

額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
と
す

ブ
（
》
０－
（
略
）

二
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎

年
金
の
額
に
、
そ
の
者
の
保
険
料
免
除
期
間
（
同
法
第
五
条

第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
を
い
い
、
他
の
法
令

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
と
み

な
さ
れ
た
期
間
を
含
み
、
同
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保

険
料
に
係
る
期
間
を
除
く
。
）
の
月
数
の
六
分
の
一
（
同
法
第

五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間
に

あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間

の
月
数
の
十
二
分
の
一
）
に
相
当
す
る
別
朔
４
判
調
別
捌
引

同
法
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月
数

（
四
百
八
十
を
限
度
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
を
合
算
し
た
月
数
が
四
百
八
十
を
超
え
る
と
き
は
、

四
百
八
十
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月

数
を
控
除
し
た
月
数
を
限
度
と
す
る
。
）
を
四
百
八
十
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額

機構法施行令第8条の3第1項第2号関係

｢○○と○○とを合算した○○」

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

（
入
院
）

第
十
九
条
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
係
る
入
院
の
期
間
副
前
項
の

規
定
に
係
る
入
院
の
期
間
剖
剖
剖
創
ｕ
制
期
間
は
、
七
十
二
時

間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

７
（
略
）

○
国
会
議
員
の
秘
書
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）

（
給
料
の
級
及
び
号
給
に
係
る
在
職
期
間
）

第
四
条
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
は
、
第
一
号
に
掲

げ
る
期
間
劃
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
副
剖
剖
創
ｕ
制
期
間
に

第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
を
加
算
し
た
期
間
と
す
る
。

一
～
三
（
略
）

２
．
３
（
略
）
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機構法施行令第8条の3第3項第2号関係

｢月数（当該月数と…」



●

○
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
百
二
号
）

（
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
額
）

第
三
条
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て

支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
そ
の

額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
と
す

プ
（
》
０－
（
略
）

二
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎

年
金
の
額
に
、
そ
の
者
の
保
険
料
免
除
期
間
（
同
法
第
五
条

第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
を
い
い
、
他
の
法
令

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
免
除
期
間
と
み

な
さ
れ
た
期
間
を
含
み
、
同
法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保

険
料
に
係
る
期
間
を
除
く
。
）
の
月
数
の
六
分
の
一
（
同
法
第

五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間
に

あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
保
険
料
四
分
の
一
免
除
期
間

の
月
数
の
十
二
分
の
一
）
に
相
当
す
る
月
数
（
当
該
月
数
と

同
法
第
二
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月
数

（
四
百
八
十
を
限
度
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
を
合
算
し
た
月
数
が
四
百
八
十
を
超
え
る
と
き
は
、

四
百
八
十
か
ら
当
該
各
号
に
掲
げ
る
月
数
を
合
算
し
た
月

釧
剖
摺
閑
ｕ
制
別
朔
を
限
度
と
す
る
。
）
を
四
百
八
十
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額

○
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令

第
二
百
五
十
八
号
）

第
一
条
↓
【
法
第
十
五
条
第
一
項
関
係
に
つ
い
て
規
定
】

第
二
条
～
第
六
条
↓
【
法
第
三
十
一
条
第
七
項
関
係
に
つ
い
て
規

定
】

第
七
条
～
第
二
十
五
条
↓
【
法
第
三
十
二
条
第
三
項
関
係
に
つ
い

て
規
定
】

（
主
務
省
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
六
条
第
七
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

機
構
債
券
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。

第
二
十
七
条
↓
【
法
第
三
十
八
条
第
一
項
関
係
に
つ
い
て
規
定
】

第
二
十
八
条
↓
【
法
第
三
十
九
条
第
三
項
関
係
に
つ
い
て
規
定
】
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機構法施行令第8条の3第2号関係

｢○○月数を控除した月数」

機構法施行令第8条の4関係

独立行政法人の個別政令における省令委任規定の置き方の例（全体として個別法の関係規定の順

に条を並べ、省令委任規定は関係業務のかたまりの最後に置いている例）



●

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
附
則
第
二
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六

年
政
令
第
百
三
十
号
）

（
国
園
纐
州
針
例
綱
州
刺
訶
編
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
削
１
独
立
行
政
法
人

日
本
学
術
振
興
会
法
附
則
第
二
条
の
二
第
四
項
。
制
回
渕
副

闘
斜
洲
捌
引
剖
剖
剛
１
同
項
伽
捌
詞
同
判
刻
削
捌
Ⅲ
珂
例
刹
斗
国

園
網
棚
封
引
削
叫
引
“
司
例
訓
劉
割
回
１
平
成
二
十
五
年
四
月
一

日
に
始
ま
る
割
潟
璃
閲
例
罰
潟
判
閲
洞
刎
間
間
洲
間
詞
１
判
調

割
調
判
関
刎
樹
澗
訓
劉
劉
ヨ
州
鯏
側
削
圏
劉
洲
刷
針
例
訓
買
刎

劃
鬮
剖
矧
引
洲
口
ｕ
制
割
調
剖
淵
州
ｕ
ｄ
ｌ
平
成
二
十
六
年
六

月
三
十
日
対
司
口
１
コ
刈
剖
刻
剖
利
判
対
目
側
掴
聞
ｕ
渕
刷
刈

倒
刺
引
制
Ⅷ
１

２
刻
剖
利
判
対
回
削
１
罰
側
ｑ
制
周
口
測
引
国
園
細
州
剣
叫
訓

創
雪
矧
荊
潟
削
劉
團
詞
劉
用
側
卿
列
刈
矧
川
到
創
刊
制
澗
測
渕
斗

剖
調
団
周
麺
洲
刷
飼
刺
訓
劉
割
矧
荊
溜
剛
劉
員
矧
剴
引
ｕ
剖
則
淵

対
囲
回
渕
研
打
引
引
例
副
渕
引
１

《
回
国
細
州
針
刺
綱
州
期
隅
）

第
二
条
国
園
綱
州
針
剛
１
平
成
二
十
六
年
七
月
十
日
対
司
口
綱

第
三
条

）

よ
け
れ
ば
ナ

国
庫
納
幽
叩
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

○
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

十
三
年
政
令
第
七
十
三
号
）

附
則

第
三
条
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
釧
園
打
副
詞
調
璃
圏
の
開

始
の
時
に
お
け
る
貯
金
等
合
計
額
（
新
令
第
二
条
の
三
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
貯
金
等
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
五
十
億
円
以
上
千
億
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
調
調
頃

が
五
十
億
円
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
漁
業
協
同
組
合
又
は

水
産
加
工
業
協
同
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
総
称
す
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
新
令
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
当
該
次
の

事
業
年
度
の
終
了
後
最
初
に
招
集
さ
れ
る
通
常
総
会
の
終
了

の
時
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

２
新
令
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
組
合
の
平
成
十
三
年

三
月
三
十
一
日
刺
国
制
剣
劉
副
詞
哨
閲
の
開
始
の
時
に
お
け
る
塊

貯
金
等
合
計
額
が
五
十
億
円
以
上
千
億
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、

あ
り
、
か
つ
、

閲
刎
列
例
詞
調
判
閲
の
開
始
の
時
に
お
け
る
貯
金
等
合
計
額

当
該
組
合
の
当
該

に
お
け
る
貯
金
等
合
計
額
が
五
十
億
円
以
上
で
あ
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度

の
開
始
の
時

第3～5条関係

基金残余額の国庫納付に係る規定例

第3条関係

｢○○の属する事業年度」／「○○事業年度の次の事業年度」



■

列
剖
剖
制
回
１
承
継
計
画
書
の
作
成
基
準
引
例
側
例
凶
到
渕
紹
過

改
正
す
る
法

○
国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措

置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
十
三
号
）

理
由

国
立
研
究
開
発
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を

磧
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
力
ら
で
あ
る

律
雫
ｊ
イ
Ｌ
伴
、
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
↑

剖
剖
捌
口
１
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
対
す
る
国
民
年
金
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
等
の
適
用
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

退
職
手
当
法
施
行
〈

○
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の

整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第

四
百
四
十
四
号
）
理
由

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
例
掴
捌
口
梢
Ⅷ
１
国
家
公
務
員

祠
そ
の
他
の
関
係
政
の
規
定
の
整
備
を
付

53

理由関係

｢○○の施行に伴い、…関係政令の規定の整備を行うとともに、○○その他の必要な経過措置を

定める必要があるからである｡」

理由関係

｢○○の施行に伴い、○○その他の関係政令の規定の整備を行うとともに､」
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戸

両政令案の概要について

1 ．新法案の概要

平成31年通常国会に提出した「大学等における修学の支援に関する法律案」 （以

下「新法」 という。 ）では、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対する大学等に

おける修学の支援として、学資支給の拡充と授業料等減免制度の創設を講ずること

としている。

制度の具体的事項に関し、授業料等減免制度については、授業料等減免の額及び

期間、授業料等減免を行う大学等として文部科学大臣等に確認を受けることができ

ない者等を政令で定めることとしている。

また、学資支給については、改正後の独立行政法人日本学生支援機構法（平成15

年法律第94号。以下「改正機構法」 という。 ）に基づき行うこととなるため、学資

支給金の額及び期間等について、独立行政法人日本学生支援機構法施行令（以下

「機構法施行令」 という。 ）に必要な規定を設けることとしている。

2政令における規定事項の概要

1． を踏まえ、 「大学等における修学の支援に関する法律施行令」及び「大学等

における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関す

る政令」を制定する必要があるが、それぞれの政令の主な規定事項は以下の通りで

ある。 （カッコ内は、新法又は改正機構法における根拠規定。 ）

（1）大学等における修学の支援に関する法律施行令

①確認を受けようとする大学等の欠格事由（新法第7条第2項第3号及び4号）

大学等の設置者が授業料等減免を行おうとする際に必要となる文部科学大臣

等の確認について、過去に確認の取消処分を受けた設置者に「準ずる者」 とし

て当該確認の申請を行うことができない者等を定める。

②授業料等減免の額（新法第8条第2項）

授業料等減免対象者が在学する学校の種類、設置者等の別ごとに定める額を

上限として、授業料等の減免を行うことを定める。また、学生等本人及びその

生計維持者の収入額に関する基準に基づき、上限額を3分の2又は3分の1と

することを定める。

③授業料の減免を受けることができる期間（新法第8条第3項）

授業料の減免を受けることのできる期間の上限を定めるとともに、学生が編

入学等をした場合における当該期間の特例について定める。また、入学金の減

免は過去に新法に基づく入学金の減免を受けたことがない者について行う旨を

定める。

④私立専門学校に係る減免費用の国の負担（新法第11条）

私立専門学校に対し都道府県が支弁する減免費用について、国が毎年度その

2分の1を負担する旨を定める。

⑤設置者自らが費用負担して減免を実施すべき場合（新法第16条）

設置者が、確認又は支弁に関して不正を行ったことにより授業料等減免に係

1



む

る確認を取り消された場合に「準ずる場合」 として、設置者自らが必要な費用

を負担して授業料等減免を実施しなければならない場合を定める。

（2）大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過

措置に関する政令

ア機構法施行令の一部改正について

①大学等における修学の支援を受けた場合の第一種学資貸与金（無利子奨学金）

の貸与額の特例（改正機構法第14条第4項）

授業料の減免又は学資支給金を受ける者に対する第一種学資貸与金の貸与上

限額を定める。

②学資支給金の額（改正機構法第17条の2条第2項）

学校種、国公私等の別ごとに、支給される学資支給金の額を定めるとともに、

学生本人及びその生計維持者の収入額に関する基準に基づき、支援額を3分の

2又は3分の1とすることを定める。また、生活保護を受けている世帯の学生

又は生徒で自宅通学をしている場合などの住居費が不要である者についての支

給額を定める。

③他法令に基づく支援が行われる場合の支給額（改正機構法第17条の2条第2

項）

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三

年法律第四十七号）第七条第一項に規定する職業訓練受講給付金等により、大

学等に在学する学生等に対する生活費等の支援が行われる場合の学資支給金の

額を定める。

④学資支給金を受けることができる期間（改正機構法第17条の2第3項）

学資支給金を受けることができる期間の上限を定めるとともに、支給対象者

が編入学等をした場合における当該期間の特例について定める。

イ学資支給基金の残余の額の国庫納付に係る規定（新法附則第6条第4項）

改正前の機構法に基づく学資支給金（以下「旧学資支給金」 という。 ）に充

てるために独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」 という。 ）に設けら

れた「学資支給基金」について、旧学資支給金の支給終了後に基金の残余の額

を国庫納付するための手続を定める。

ウその他

地方税法施行令（昭和25年政令245号）等の関係政令の規定の整備を行う。

施行期日

施行期日は、新法の施行の日 （令和2年4月1日予定） とする。

※政令案は、学生の進路選択に支障が生じないよう令和元年8月末頃には確認を

受けた大学等のリストを公表する必要があり、大学等による申請や行政庁による

確認に要する期間を勘案すると、 6月上旬に閣議決定、公布というスケジュール

で進めることを想定。

3
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夕

【参照条文】

○大学等における修学の支援に関する法律案

（大学等の確認）

第七条 （略）

2文部科学大臣等は、前項の確認（以下単に「確認」 という。 ）を求められた場合において、

当該求めに係る大学等が次に掲げる要件（第九条第一項第一号及び第十五条第一項第一号にお

いて「確認要件」 という。 ）を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。
一～二 （略）

三当該大学等の設置者が、第十五条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者

又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政

令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。

四当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、 この法律若しくはこ

の法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政

令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算

して三年を経過しないものがないこと。

3 （略）

（確認大学等の設置者による授業料等の減免）

第八条 （略）

2 前項の規定により確認大学等の設置者が行う授業料等減免の額は、確認大学等の種別その他

の事情を考慮して、政令で定めるところによる。

3前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う授業料

等減免に関し必要な事項は、政令で定める。

（国の負担）

第十一条国は、政令で定めるところにより、前条（第五号に係る部分に限る。 ）の規定により

都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。

（授業料等減免対象者が在学している場合の特例）

第十六条前条第一項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認

大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業

料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取

り消された大学等又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、 この法律の規定を適用

する。ただし、同項第二号若しくは第三号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取

り消された場合又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る減免

費用については、第十条及び第十一条の規定は、適用しない。

附貝リ

（独立行政法人日本学生支援機構の一部改正に伴う経過措置）

第六条 （略）

2 ． 3 （略）

4独立行政法人日本学生支援機構は、旧学資支給金の支給が終了した場合において、学資支給

基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければ

ならない。

○独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）
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、

※新法附則第五条による改正後。

（学資の貸与）

第十四条 （略）

2． 3 （略）

4第一種学資貸与金の額並びに第二種学資貸与金の額及び利率は、写

を考慮して、その学資貸与金の種類ごとに政令で定めるところによる。

5．6 （略）

（学資の支給）

第十七条の三 （略）

学校等の種別その他の事情

学資支給金の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところに‘

前二項に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

政令で定めるところによる。２
３

空
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●

＜新法施行令＞

第1条関係（欠格事由について）

＜総論＞

1 ．第1条の基本的な考え方について

新法における設置者の確認及び取消しに係る基本的な枠組みは、子ども・子育て

支援法（平成24年法律第65号）の給付に係る確認及び取消しの仕組みに倣ってい

るところ、新法第7条第2項第3号（設置者についての欠格事由）及び第4号（役

員についての欠格事由）に規定する「準ずる者」及び「準ずる日」についても、子

ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）を参考に規定する。

新法に規定する大学等の設置者には専門学校を設置する個人立の設置者も含まれ、

法人の設置者のみならず個人の設置者の存在も前提とする必要があることから、法

人立及び個人立の設置者の存在を前提に規定している子ども・子育て支援法施行令

第21条第2項の規定を参考にすることとする。 【参考資料1参照】

2欠格事由の内容について

設置者についての欠格事由については、子ども・子育て支援法及び子ども・子育

て支援法施行令の規定内容、新法の規定内容を踏まえれば、新法及び本政令案で、

以下の事項について規定する必要がある。

①確認の取消しを受けた場合

②確認の取消し処分に係る聴聞通知から当該処分日等までの間に辞退した場合

③検査日から聴聞決定予定日までの間に辞退した場合

④新法に違反等した場合

また、上記の確認の取消しは設置者について行われるものであり、役員が直接取

消しを受けることはないことなどを踏まえて、役員についての欠格事由は上記①か

ら④に相当するものを規定する必要がある。

さらに、大学等の設置者の役員として、 3年以内にこの法律への違反行為や、確

認に係る不正、減免費用の支弁に係る不正を行った者についても、取消処分を受け

た設置者と同様、適正な授業料等減免の実施が期待できないことから、欠格事由と

して規定する必要がある。

なお、本条各号の規定順については、子ども・子育て支援法施行令第21条第2項

の規定順に倣うこととする。
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S.第1項及び第2項でそれぞれ規定する内容について

本政令案では、第1項において設置者についての欠格事由を、第2項において役

員についての欠格事由を定めることとなるが、上記のとおり、設置者には法人及び

個人があることを踏まえると、上記2，の規定を引用し、その内容それぞれについ

て、以下の者を規定する必要がある。

＜各論＞

（第1項について）

1 ．規定の趣旨について

本規定は、新法第7条第2項第3号の規定に基づき、過去3年以内に同項の確認

を取り消された大学等の設置者に「準ずる者」 として、同項による確認を求めるこ

とができない大学等の設置者を定めるものである。また、確認を取り消された日に

「準ずる日」 として、確認を求めることができない期間（3年）の起算日となる日

についても、それぞれの者について定める。

2 「準ずる者」及び「準ずる日」の具体的内容

本項各号に規定する具体的な「準ずる者」及び「準ずる日」については、以下の

通りである。

①第1号

「準ずる者」 として、取消処分を受けた大学等の設置者において、当該処分

に係る行政手続法（平成5年法律第88号）第15条の規定による通知（以下

「聴聞通知」 という。 ）があった日前60日以内に、その役員であった者を規定

する。

これは、取消処分が行われた設置者の役員であって、当該取消処分の日に近

接する時期まで役員であったものは、取消処分を受けた設置者と同視すべきた

めである。

本号に規定する者に係る「準ずる日」は、当該取消処分の日とする。

②第2号

「準ずる者」 として、取消処分に係る聴聞通知があった日から当該処分をす

る日又は処分をしないことを決定する日までの間に、確認を辞退した大学等の

設置者を規定する。

これは、聴聞通知を受けてから処分に係る決定までの間に辞退の効果が生ず
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る見通しとなった場合、設置者は確認の辞退の取下げや変更を行うべきところ、

そのような手続を取ることなく辞退の効果が生ずることになると、本号のよう

な規定が無ければいわゆる処分逃れを許容することとなり妥当でないためであ

る。

ただし、当該確認の辞退について相当の理由がある可能性もあるため（例え

ば、天災や火災等、やむを得ないと客観的に認められる事情により、大学等の

運営継続が困難となったため、確認の辞退をする場合等、辞退に処分逃れの意

図が認められない場合も考えられる） 、文部科学大臣等が処分逃れの意図はな

いと認める場合には、当該設置者は「準ずる者」から除くこととする。

本号に規定する者に係る「準ずる日」は、当該確認の辞退の日とする。

③第3号

「準ずる者」 として、新法第13条第2項の規定による立入検査が行われた日

から、取消処分に係る聴聞を行うか否かを決定する日までの問に確認を辞退し

た大学等の設置者を規定する。

これは、聴聞通知が行われる前であっても、設置者が立入検査後に確認の辞

退の取下げや変更を行うことなく辞退の効果が生ずるままとした場合は、第2

号と同様、処分逃れを許容することとなり妥当でないためである。

ただし、当該確認の辞退について相当の理由がある可能性もあるため、それ

らの者は「準ずる者」から除くこととする。

本号に規定する者に係る「準ずる日」は、当該確認の辞退の日とする。

④第4号

「準ずる者」 として、第2号に規定する期間内（聴聞通知を受けてから処分

に係る決定までの間）に確認を辞退した設置者において、当該聴聞通知の日前

60日以内にその役員であった者を規定する。

これは、第2号の処分逃れを行った時期に近接する時期にその役員であった

者は、処分逃れを行った設置者と同視すべきためである。

本号に規定する者に係る「準ずる日」は、当該確認の辞退の日とする。

なお、第3号に規定するような「立入検査が行われた日から、取消処分に係

る聴聞を行うか否かを決定する日までの間」の確認の辞退については、子ども

・子育て支援法施行令に倣い、 これに係る役員は「準ずる者」 として規定しな

いこととする。

⑤第5号及び第6号

第5号及び第6号では、 「準ずる者」 として、法人である大学等の設置者又

はその役員として新法の違反行為や、新法第7条第1項の確認又は第10条の減

免費用の支弁に関する不正な行為をした者を規定する。

既存の確認大学等に関して、取消事由に該当するような違法行為等を行った

設置者が、別の大学等について新たに確認の求めを行った場合には、当該確認

の求めに係る大学等についても適切な減免の実施が期待できない。 このため、

第5号は、例えば、同じ設置者が設置する既存の大学の報告徴収において虚偽

答弁や虚偽の物件提出があった場合等について、確認を行わない旨規定するも

のである。また、第6号は、子ども・子育て支援法や障害者の日常生活及び社

7



会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）等において、

認定の欠格事由に不正・不当な行為を行った者を規定している例を踏まえたも

のである。

なお、 「準ずる日」については、第5号及び第6号のいずれも、これらに該

当する行為をした日とする。

（第2項について）

3規定の趣旨について

本規定は、新法第7条第2項第4号に基づき、過去3年以内に新法若しくは新法

に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者に「準ずる者」 として、同項に

よる確認を求める設置者の役員についての欠格事由に該当する者を定めるものであ

る。具体的な内容は、設置者について規定する第1項と同様であるが、本項では、

総論3．のとおり、個人立の設置者及び法人立の設置者の役員について規定する。

また、違反行為をした日に「準ずる日」 として、確認を求めることができない期間

（3年）の起算日となる日についても、それぞれの者について定める。

4． 「準ずる者」及び「準ずる日」の具体的内容

「準ずる者」 として、取消し処分を受けた設置者（個人立）であった者が大学等

の設置者の役員に含まれる場合についても、新法第7条第2項第4号に規定する欠

格事由（この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違

反した役員がいる設置者） と同視すべきであるところ、このような者も「準ずる者」

として規定する（本項第1号） 。

また、本政令第1条第1項各号に掲げる者であって個人立の設置者又は役員であ

る者（第5号に掲げる者のうち役員を除く。 ）についても「準ずる者」 として規定

する（本項第2号） 。

これは、第1条第1項各号のいずれかに該当する者が役員である設置者は、第1

条第1項各号のいずれかに該当する者と同視しうるためである。なお、同項第5号

に掲げる役員（新法・その命令・これらに基づく処分に違反した役員）については、

新法第7条第2項第4号に規定する欠格事由に規定されているところ、重複を避け

るため、本号では当該役員を除いて規定する。

本号に規定する者に係る「準ずる日」は、それぞれ第1条第1項各号に規定する

「準ずる日」 と同じ日とする。

【本条で規定する「準ずる者」 】

（政令第1条第2項第1号の規定内容）

①取消しを受けた設置者（個人立）

（政令第1条第2項第2号の規定内容）

②取消を受けた設置者（法人）において、役員であった者く政令第1条第1項第

1号に掲げる者＞

③処分逃れとみなされる時期に辞退した設置者（個人） （※聴聞通知日～処分決

定日の間に辞退）＜政令第1条第1項第2号に掲げる者＞

④処分逃れとみなされる時期に辞退した設置者（個人） （※検査日～聴聞決定予
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定日の間に辞退）＜政令第1条第1項第3号に掲げる者＞

⑤処分逃れとみなされる時期に辞退した設置者（法人）において役員であった者

（※聴聞通知日～処分決定日の間に辞退）＜政令第1条第1項第4号に掲げる

者＞

⑥新法に違反等した設置者（個人）＜政令第1条第1項第5号に掲げる者の一部＞

⑦確認、減免費用の支弁について不正な行為をした設置者（個人）又は役員く政

令第1条第1項第6号に掲げる者＞

【参照条文】

○大学等における修学の支援に関する法律案

（大学等の確認）

第七条次の各号に掲げる大学等の設置者は、授業料等減免を行おうとするときは、文部科学省

令で定めるところにより、当該各号に定める者（以下「文部科学大臣等」 という。 ）に対し、

当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる。

一大学及び高等専門学校（いずれも学校教育法第二条第二項に規定する国立学校又は私立学

校であるものに限る。第十条第一号において同じ。 ）並びに国立大学法人（国立大学法人法

（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十条第一号

において同じ。 ）が設置する専門学校文部科学大臣

二国が設置する専門学校当該専門学校が属する国の行政機関の長

三独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する

独立行政法人をいう。以下この号及び第十条第一号において同じ。 ）が設置する専門学校

当該独立行政法人の主務大臣（同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。 ）

四地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体の長

五公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規

定する公立大学法人をいう。以下この項及び第十条第三号において同じ。 ）が設置する大学

等当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長

六地方独立行政法人（地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、

公立大学法人を除く。以下この号及び第十条第四号において同じ。 ）が設置する専門学校

当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長

七専門学校（前各号に掲げるものを除く。 ） 当該専門学校を所管する都道府県知事

2文部科学大臣等は、前項の確認（以下単に「確認」 という。 ）を求められた場合において、

当該求めに係る大学等が次に掲げる要件（第九条第一項第一号及び第十五条第一項第一号にお

いて「確認要件」 という。 ）を満たしていると認めるときは、その確認をするものとする。

一～二 （略）

三当該大学等の設置者が、第十五条第一項の規定により確認を取り消された大学等の設置者

又はこれに準ずる者として政令で定める者で、その取消しの日又はこれに準ずる日として政

令で定める日から起算して三年を経過しないものでないこと。

四当該大学等の設置者が法人である場合において、その役員のうちに、 この法律若しくはこ

の法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者又はこれに準ずる者として政

令で定める者で、その違反行為をした日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算

して三年を経過しないものがないこと。
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3 （略）

（減免費用の支弁）

第十条次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用（以下「減免費用」 という。 ）

は、それぞれ当該各号に定める者（第十二条第三項において「国等」 という。 ）が支弁する。

一大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校国

二地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体

三公立大学法人が設置する大学等当該公立大学法人を設立する地方公共団体

四地方独立行政法人が設置する専門学校当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体

五専門学校（前各号に掲げるものを除く。 ） 当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄

する都道府県

（報告等）

第十三条 （略）

2文部科学大臣等は、必要があると認めるときは、 この法律の施行に必要な限度において、確

認大学等の設置者（国及び地方公共団体を除く。以下この項及び次条において同じ。 ）若しく

はその役職員若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提

出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若し

くは当該確認大学等の設置者の事務所その他の施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類そ

の他の物件を検査させることができる。

3．4 （略）

（確認の取消し）

第十五条文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等

に係る確認を取り消すことができる。

一確認大学等が、確認要件を満たさなくなったとき。

二確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。

三前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をし

たとき。

四確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提

出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若し

くは提示をしたとき。

五確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同

項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、 この法律若しくはこの法律に基づく

命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 （略）

○子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

（確認の取消し等）

第四十条 （略）

2前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者（政令で

定める者を除く。 ）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに

10



準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの問は、第三十一条第一項の

申請をすることができない。

○子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）

（法第四十条第二項の政令で定める者等）

第十八条 （略）

2法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育

・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）に準ずる者として政令で定める者は、次の

各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令

で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一～四 （略）

五その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある

者それぞれイからハまでに定める日

イーロ （略）

ハ前号に掲げる者同号に定める日

（法第五十二条第二項の政令で定める者等）

第二十一条 （略）

2法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地

域型保育事業を行う者（前項に規定する者を除く。 ）に準ずる者として政令で定める者は、次

の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第五十二条第二項の

政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事

業を行う者（前項に規定する者を除く。 ）において、当該確認の取消しの処分に係る行政手

続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区

分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の取消しの日

イ当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人である場合その役員等（役員

又は使用人であって、その事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同

じ。 ）

ロ 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合その管理

者

二法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第五十二条第一項の規定により法第二

十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者（前項に規定する者を除く。 ）

であるもの当該確認の取消しの日

三法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手

続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決

定する日までの問に、法第四十八条の規定により同項の確認を辞退した者（当該確認の辞退

について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

四法第五十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日 （当該検査の結果に

基づき法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る聴

聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町

村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該
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特定の日をいう。 ）までの間に、法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞

退した者（当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

五第三号に規定する期間内に法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退し

た地域型保育事業を行う者（当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。 ）におい

て、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ

又はロに定める者であった者当該確認の辞退の日

イ当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人である場合その役員等

ロ当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合その管理者

六保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日

七法人であって、その役員等のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者

のあるものそれぞれイからハまでに定める日

イ第一号に掲げる者同号に定める日

ロ第三号から第五号までに掲げる者それぞれ第三号から第五号までに定める日

ハ前号に掲げる者同号に定める日

八法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する

ものそれぞれイからハまでに定める日

イ第一号に掲げる者同号に定める日

ロ第三号から第五号までに掲げる者それぞれ第三号から第五号までに定める日

ハ第六号に掲げる者同号に定める日

○行政手続法（平成5年法律第88条）

（聴聞の通知の方式）

第十五条行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、

不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなら

ない。

一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二不利益処分の原因となる事実

三聴聞の期日及び場所

四聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

一聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」 とい

う。 ）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することが

できること。

二聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求め

ることができること。

3行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項

の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が

同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の

掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から

二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
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＜新法施行令＞

第2条第1項関係（授業料等減免の額について）

1 ．規定の趣旨

本規定は、新法第8条第2項において「授業料等減免の額は、確認大学等の種別

その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる」 とされたことに基づき、確

認大学等が行う授業料等減免の額を定めるものである。

2．授業料等の減免額について

授業料等減免の額は、原則として授業料等減免対象者が実際に要する授業料及び

入学金の額とする。ただし、授業料等の設定は大学等の設置者の裁量によるもので

あるところ、公費により支援を行うことに鑑み、学校種等の区分に応じて減免額の

上限を設けることとする。

学校種等の区分について

学校種等の区分については、一般的な修学費用の実態を踏まえ、

①授業料等減免対象者が在学する学校種（大学（短期大学を除く。 ） 、短期大学、

高等専門学校又は専修学校）の別

②国公立と私立の別

③授業料等減免対象者が受ける教育の形態（昼間部、夜間部、通信課程）の別を

設け、これらに応じた金額を定める。

また、当該区分を定めるに当たっては、新法第2条第1項及び第2項の規定

（ 「大学等」及び「学生等」の定義規定） と同一のものとするため、

①大学には、専攻科及び別科を含まない。 （大学の専攻科及び別科は定義上学部

には含まれないものであるところ、本政令第2条第1項の表においては学部又

は夜間学部の区分のみ規定することから、同表から別科及び専攻科が除かれる

ことは自明であるため、同表の備考欄には「大学には、専攻科及び別科を含ま

ない」旨は規定しない。 ）

②短期大学には、いわゆる「認定専攻科」以外の専攻科及び別科を含まない。

（上記①と同様に、短期大学の専攻科及び別科は定義上学科には含まれないた

め、本政令第2条第1項の表の備考欄には「短期大学には、専攻科及び別科を

含まない」旨は規定せず、認定専攻科（新法第2条第2項に規定する短期大学

の専攻科）を含める旨のみ規定する。 ）

③高等専門学校は、第4学年、第5学年及びいわゆる「認定専攻科」に限る。

④専修学校は、専門課程を置くものに限る。

こととする。

また、夜間学部及び夜間学科については、いわゆる「昼夜開講制」をとるものを

含まないこととする。 これは、昼夜開講制は、夜間にも授業を行うものであるため

定義上夜間学部又は夜間学科に該当するが、主に私立大学において昼夜開講制をと

る学部では、授業料の設定が昼間学部と同水準であることが多く、昼夜開講制を昼

間学部より減免上限額が低い夜間学部に含めてしまうと学生への必要な支援が行わ

3．
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れなくなる恐れがあるためである。

なお、通信課程の学生等については、学校種にかかわらず一律の額を定めること

とすることから、別項（第3項）に規定を置くこととする。

4．上限額の考え方について

国立大学及び国立高等専門学校の授業料及び入学金は、国立大学等の授業料その

他の費用に関する省令（平成16年文部科学省令第16号。以下「費用省令」 とい

う。 ）及び国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令（平成16年文部科

学省令第17号）において標準額が定められており、ほとんどの大学等においてこの

標準額が授業料及び入学金の額となっていることから、これらの省令における標準

額を上限額とする。また、公立大学等においては、国立（省令規定標準額）相当の

授業料を設定している大学が大半を占めていることから、国立の省令規定の標準額

を上限とする。

なお、国立の短期大学及び専門学校の夜間学科については、上記省令における標

準額が定められていないが、大学の夜間学部の標準額が昼間学部の半額になってい

ることを踏まえ、それぞれ昼間学科の半額を上限額とする。

私立の大学等は、授業料等の設定に係る裁量性と学生の負担軽減のバランス及び

私学助成の考え方を踏まえ、授業料については、国立大学の授業料の標準額に、当

該標準額と私立大学の授業料の平均額（ 「私立大学等の入学者に係る学生納付金等

調査結果」 （文部科学省）等における平均額） との差額の2分の1を加算した額を

上限額とし、入学金については、私立大学の入学金の平均額（同前）を上限額とす

る。

具体的な金額は、次表の通り。

5．第1項第1号の表専修学校の項の規定ぶりについて

第1項第1号の表専修学校の項では、独立行政法人及び地方独立行政法人が設置

する専修学校を私立の専修学校から区分して規定している。

独立行政法人及び地方独立行政法人が設置する専修学校は、学校教育法上私立の

専修学校と位置付けられていることから、同表中の「私立の専修学校」から独立行

14

授業料（年額）

学部・学科 夜間

入学金

学部・学科 夜間

大学 国公立

私立

535,800円

700,000円

267,900円

360,000円

282,000円

260,000円

141,000円

140,000円

短期大学 国公立

私立

390,000円

620,000円

195,000円

360,000円

169,200円

250,000円

84,600円

170,000円

高等専門

学校

国公立

私立

234,600円

700,000円

1■■■■■■■■■

q■■■■■■■■■

84,600円

130,000円

－

－

専修学校 国公立

私立

166,800円

590,000円

83,400円

390,000円

70,000円

160,000円

35,000円

140,000円



政法人及び地方独立行政法人が設置する専修学校を除く旨を明記することも考えら

れるが、

・同表中の私立の専修学校の欄の直前の欄に独立行政法人及び地方独立行政法人が

設置する専修学校を規定しており、 これらの専修学校は私立の専修学校には含ま

れないことが明らかであること

・機構法施行令第1条第1項の表専修学校の項においても同様の整理により、私立

の専修学校から独立行政法人及び地方独立行政法人が設置する専修学校を除く旨

を規定していないこと

から、あえて明記しないこととする。
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【参照条文】

○大学等における修学の支援に関する法律案

（定義）

第二条この法律において「大学等」 とは、大学（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第百三条に規定する大学を除く。以下同じ。 ） 、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校

（第七条第一項及び第十条において「専門学校」 という。 ）をいう。

2 この法律において「学生等」 とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科（大学の学部に

準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。 ）並びに高等専門学校の学科（第四学

年及び第五学年に限る。 ）及び専攻科（大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める

専攻科に限る。 ）の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。

3 （略）

（確認大学等の設置者による授業料等の減免）

第八条 （略）

2前項の規定により確認大学等の設置者が行う授業料等減免の額は、確認大学等の種別その他

の事情を考慮して、政令で定めるところによる。

3 （略）

○国立大学等の授業料その他の費用に関する省令（平成16年文部科学省令第16号）

（授業料、入学料及び検定料の標準額等）

第二条国立大学及び国立大学に附属して設置される学校（次条第一項に規定するものを除

く。 ）の授業料（幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。 ）にあっては、保育料。以下同

じ。 ）の年額（乗船実習科（大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程を履修し

た者で海技士の免許を受けようとするものに対し、乗船実習を行うものをいう。以下同じ。 ）

にあっては、授業料の総額。以下同じ。 ） 、入学料（幼稚園にあっては、入園料。以下同

じ。 ）及び入学等に係る検定料は、次の表の第一欄に掲げる学校等の区分に応じ、授業料の年

額にあっては同表の第二欄に掲げる額を、入学料にあっては同表第三欄に掲げる額を、検定料

にあっては同表第四欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。ただし、特

別支援学校の幼稚部の入学等に係る検定料は、これを徴収しないものとする。

2 ． 3 （略）
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区分 授業料の年額 入学料 検定料

大学の学部（次項に掲げるものを除

く。 ）

五三五、八○○

円

一

一八
一

一、

○○円

○ 一

七、○○

○円

大学の夜間において授業を行う学部（昼

夜開講制であって、専ら夜間において授

業を行うものを含む。以下同じ。 ）

二六七、九○○

円

一

四
一

、

○○円

○ 一

○、○○

○円

(略） (略） (略） (略）



＜新法施行令＞

第2条第1項及び第2項関係（非課税世帯に準ずる者の減免額について）

1 ．規定の趣旨について

授業料等減免は、 「経済的理由により極めて修学に困難があるもの」 （新法第3

条）に対して行うこととしているところ、 「幼児教育・高等教育無償化の制度の具

体化に向けた方針」を踏まえ、住民税非課税世帯（年収約270万円未満）の学生等

を対象とするとともに、支援の崖・谷が生じないよう、住民税非課税世帯に準ずる

世帯の学生等に対しても、住民税非課税世帯の学生等に準ずる減免を段階的に行う

こととする。

本規定は、上記を踏まえ、住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生等に対する授業

料等減免の額を定めるものである。

2住民税非課税世帯に準ずる学生等の減免額について

住民税非課税世帯の減免上限額（第1項第1号の表に規定する額）を基準に、概

ね年収300万円未満の世帯についてはその3分の2、概ね年収300万円から年収

380万円未満の世帯についてはその3分の1を上限額として授業料等の減免を行う

こととする。

なお、年収300万円未満等の基準は、両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合

の目安であり、実際には多様な形態の世帯があることから、世帯所得水準の区分は、

下記3．の基準式を用いて算出した「減免額算定基準額」により行うこととする。

具体的には、減免額算定基準額が100円未満である場合を住民税非課税世帯とし、

100円以上51,300円未満である場合を同世帯に準ずる世帯とする。準ずる世帯のう

ち、評価額が

①100円以上25,600円未満である場合には、第1項第1号の表の規定を適用した

場合に減免される額の3分の2

②25,600円以上51，300円未満である場合には、第1項第1号の表の規定を適用

した場合に減免される額の3分の1

を減免の上限額とすることとし、本政令第2条第1項第2号及び第3号にその旨規

定する。

3．減免額算定基準額について

当該学生及びその生計を維持する者に係る以下のA、 B及びCを、以下の算式

（基準式）に当てはめて算出した額を合計した額を減免額算定基準額とする。 （基

準式の考え方については、後述4．参照。 ）なお、本政令第2条第2項第1号の規

定内容が下記「A×6％」に相当し、同項第2号の規定内容が下記「B+C」に相

当する。 【参考資料2参照】

基準式 : A× 6%- (B+C)

A授業料等減免が行われる月の属する年度（当該月が4月から9月までの月で
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あるときは、その前年度。以下同じ。 ）分の市町村民税の所得割の課税標準の

額（※）

※地方税法（昭和25年法律第226号）上、分離課税の対象となる長期譲渡所得、短期譲

渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等及び先物取引に係

る雑所得等の金額等を含む。

※市町村民税の所得割については、第2条第2項柱書本文のものは、同項柱書ただし書

のものとその内容が異なるものであり、両者は別に定義している。具体的には、後者は

一般的な意味での市町村民税の所得割であり、それを定義では用例上「市町村民税（同

法〔地方税法〕の規定による特別区民税を含む。 ）の同法第二百九十二条第一項第二号

に掲げる所得割」 と規定する（例：子ども・子育て支援法施行令第4条第2号） 。前者

は、地方税法附則第3条の3第4項に規定する、分離課税に係る所得割を除く市町村民

税の所得割であるため、 「同法〔地方税法〕附則第三条の三第四項に規定する市町村民

税の所得割」 と定義する。地方税法附貝I第3条の3第4項に「同法の規定による特別区

民税を含む。 」 とは規定されていないが、特別区民税の規定（同法第1条第2項）の内

容を踏まえれば、その趣旨も後者の定義に含まれているといえる。

B授業料等減免が行われる月の属する年度分の所得割の額から、地方税法第

314条の6の規定により控除するものとされる額（指定都市により当該年度分

の市町村民税の所得割を課される者については、当該調整控除に4分の3を乗

じた額※）

※後述の通り、基準式において課税標準額(A)に6%を乗ずることとしているのは住民

税の標準税率が6％であることを踏まえたものであるが、指定都市については当該標準

税率が8％であることから、 これとのバランスをとるため指定都市の世帯に係る調整控

除の額(B)に4分の3を乗ずることとしている。 （下記Cにおいて同じ。 ）

c授業料等減免が行われる月の属する年度分の所得割の額から、地方税法附則

第3条の3第5項の規定により控除するものとされる額（市町村民税の所得割

の賦課期日において、指定都市の区域内に住所を有する者については、当該控

除する額に4分の3を乗じた額）

なお、以下の者については、評価額が100円以上であったとしても、地方税法上、

寄附金税額控除等の税額控除によらず住民税が非課税とされる者であることから、

減免額算定基準額は零とする。 （これらの者については、第1項第1号の表に規定

する金額が上限額となる。 ）

①生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による扶助を受けている者（地方

税法第295条第1号）

②障害者、未成年者、寡婦又は寡夫であって、前年の合計所得金額が125万円を

超えない者（同条第2号）

③市町村民税の所得割の非課税限度額を超えていない者（同法附則第3条の3）

また、市町村民税の所得割は、 1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12

月31日までの1年間の所得に対して課税されるものであり、本項第1号及び第2号

に規定する課税標準額等は、前年（授業料等減免を行う月が4月から9月までの月

であるときは前々年※）の所得に基づくものとなるため、市町村民税の所得割の賦
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課期日 （1月1日）に国内に居住していない者や家計急変世帯（1月2日以降に世

帯収入が急変した世帯）については、課税標準額等をもとにすると適切な減免額算

定基準額を計算することができない。 【参考資料3参照】

※当年度分の住民税に係る課税標準額は6月に判明することになるため、少なくとも4月か

ら6月までの減免額の計算に必要となる課税標準額は前年度分のもの（前々年の所得に基

づくもの）を用いることが必要となる。また、大学においては授業料を半期ごとに徴収す

ることが一般的であることから、課税標準額の判明時期と大学における実務の実態を踏ま

え、 4月から9月までの減免額の計算については、前々年の所得に基づく前年度分の課税

標準額を用いることとする。なお、本政令上減免額の上限額については年額で規定してい

るが、年度途中で減免を開始・停止する場合には月単位で精算を行うこと、学資支給金の

支給が月単位で行われていることを踏まえ、本項では「4月から9月まで」 というように

月単位での計算を前提とした規定ぶりとする。

このため、 これらの者については、具体的な減免額算定基準の算定については省

令に委任することとする。なお、省令においては、海外における収入等を基準に減

免額算定基準額を合理的に算定すべきことなどを規定する予定である。

4．基準式の考え方について

税制上、所得に応じて住民税として課税される額（所得割額）は、次の算式によ

り算出される。 【参考資料4参照】

R帝面雨罠蘓所再害關~二一課税漂準顎一天一蘓奉雨一二~蘓顎涯際粟司
※1総合課税分（給与所得、事業所得等）については、地方税法第314条の3に標準税率

（政令市以外： 6％、政令市： 8％）が規定されているが、一部自治体については、条例に

より超過税率や軽減税率を定めており、標準税率と一致していない場合がある。

分離課税分（譲渡所得等）については、地方税法上、総合課税分とは異なる税率が設定

されている。

※2具体的な控除項目は以下の通り。 （カッコ内は地方税法上の規定。 ）

①調整控除（第314条の6) 、②寄付金税額控除（第314条の7) 、

③外国税額控除（第314条の8） 、④配当割額・株式等譲渡所得割控除（第314条の9） 、

⑤個人の市民税の配当控除（附則第5条） 、⑥住宅借入金等特別税控除（附則第5条の4） 、

⑦寄附金税額控除における特例控除額の特例（附則第5条の5） 、

⑧東日本大震災に係る住宅借入金等特別税控除の適用期間等の特例、⑨所得割の調整額

このため、住民税非課税世帯又はそれに準ずる世帯か否かを判断するに当たって

は、 この算式を基本としたうえで、真に支援が必要な低所得世帯に限って支援対象

とするという新法の趣旨から、以下の点を変更したものを基準式とすることとする。

( i )課税標準額に対し、一律に6%を乗ずることについて

住民税率は、地方税法に標準税率が規定されているが、全ての自治体において

標準税率が用いられているものではないため、住民税率をそのまま適用すれば、

住所によって所得判定の基準が異なる場合が生じることとなる。新法に基づく修

学支援は、全国一律の基準により判定することが公平性の観点から妥当と考えら
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れるため、一律6％と固定する。

( ii )分離課税の対象となる所得も含めて一律6%を乗ずることについて

譲渡所得、株式等譲渡所得、上場株式等配当所得等の所得等は、税制上は分離

課税方式の対象となり、住民税所得割額の計算に当たっては、総合課税分とは異

なる税率が設定されている。

また、租税条約等が適用される海外で受け取る利子や配当等については、各国

との租税条約等に基づき日本国内で課税する税率が別途定められている。

これは、それぞれの税制上の政策的理由により異なる税率が設定されているも

のであるが、株式等による一時的な所得であっても、給与所得であっても、その

時点での所得であることに変わりはなく、新制度において支援対象世帯の所得水

準を評価するに当たっては、分離課税分の所得を区別して異なる重みづけをすべ

き積極的な理由は見当たらない。

また、実務面では、それぞれ分離課税方式による各所得を個別に確認の上、税

法上の個別の税率を適用することは、情報提供（市区町村）や支援対象者の認定

に係る所得確認といった作業負担の増加や人為的ミスの誘発の可能性を高めるこ

ととなる。

なお、新制度において総合課税分と分離課税分をあわせた課税標準額に一律6

％を乗じれば、分離課税の対象となる所得がある者にとって不利な基準となるが、

この点、株式等譲渡所得など分離課税方式の対象となる所得は高所得者ほど保有

比率が高い傾向にあると言われており、対象者が低所得世帯に限られた新制度に

おいて影響を受ける者は限定的と考えられる。

上記の観点から、新制度においては、分離課税分の所得もあわせて、一律6％

を乗じたものを基準とする。

(iii)控除対象の項目を限定することについて

税額控除の対象項目には、寄附金税額控除や住宅借入金等特別税控除などがあ

るが、それらはそれぞれ個別の政策判断により税制優遇措置を講じたものである。

減免額算定基準額の計算に当たってこれらの控除項目を全て考慮すると、例えば

ふるさと納税や住宅ローンの額に応じて額が低く計算されることとなり、当該世

帯の所得水準を正確に評価できなくなる恐れがある。 このため、真に支援が必要

な低所得世帯に限って支援対象とする新制度の趣旨を踏まえれば、 これらの項目

を全て控除対象とする必然性はないと考えられることから、世帯の本来の所得水

準を算定するうえで必要なものとして、以下の項目に限定して控除対象とするこ

ととする。

①調整控除：所得税から住民税への税源移譲に伴い、人的控除の適用状況に応

じて税負担を調整するために設けられた措置であり、世帯構成に応じた負担

に配慮するもの

②調整額：所得割の非課税限度額を若干上回る所得を有する者の税引き後の所

得金額が、非課税限度額を下回ることのないよう、税額を減ずる調整措置で

あり、いわば逆転現象を防ぐもの

なお、子ども・子育て支援法による支援もこれと同じ整理で限定している。
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【参照条文】

○地方税法（昭和25年法律第226号）

第1条 （略）

2 この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合

においては、 「道府県」 、 「道府県税」 、 「道府県民税」 、 「道府県たばこ税」 、 「道府県知

事」又は「道府県職員」 とあるのは、それぞれ「都」 、 「都税」 、 「都民税」 、 「都たばこ

税」 、 「都知事」又は「都職員」 と、 「市町村」 、 「市町村税」 、 「市町村民税」 、 「市町村

たばこ税」 、 「市町村長」又は「市町村職員」 とあるのは、それぞれ「特別区」 、 「特別区

税」 、 「特別区民税」 、 「特別区たばこ税」 、 「特別区長」又は「特別区職員」 と読み替える

ものとする。

3 （略）

（個人の市町村民税の非課税の範囲）

第二百九十五条市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税（第二号に

該当する者にあっては、第三百二十八条の規定によって課する所得割（以下「分離課税に係る

所得割」 という。 ）を除く。 ）を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を

有しない者については、 この限りでない。

一生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

二障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超

える場合を除く。 ）

2． 3 （略）

（所得割の税率）

第三百三十四条の三所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額

の合計額に、百分の六（所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市

（第三百十四条の六及び第三百十四条の七において「指定都市」 という。 ）の区域内に住所を

有する場合には、百分の八）の標準税率によって定める率を乗じて得た金額とする。 この場合

において、当該定める率は、一の率でなければならない。

2前項の「課税総所得金額」 、 「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」 とは、それぞ

れ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

（調整控除）

第三百十四条の六市町村は、所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規

定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除

するものとする。

一当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額

及び課税山林所得金額の合計額（以下この条において「合計課税所得金額」 という。 ）が二

百万円以下である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三（当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四）に相当する金額

イ五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義

務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
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(1） 障害者である所得割の納税義務者又

は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養

(i) (i i)に掲げる場合以外の場合

当該障害者一人につき一万円



ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額

二当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合イに掲げる金額からロに掲

げる金額を控除した金額（当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。 ）の百分の
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親族（同居特別障害者である控除対象配偶者

及び扶養親族を除く。 ）を有する所得割の納

税義務者

(i i) 当該障害者が特別障害者である

場合当該特別障害者一人につき十万円

(2） 同居特別障害者である控除対象配偶

者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居特別障害者一人につき二十二万円

(3） 寡婦又は寡夫である所得割の納税義

務者（ （4）に掲げる者を除く。 ）

一万円

(4） 第二百九十二条第一項第十一号に規

定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶

養親族である子を有し、かつ、前年の合計所

得金額が五百万円以下である所得割の納税義

務者

五万円

(5） 勤労学生である所得割の納税義務者 一万円

(6） 控除対象配偶者を有する所得割の納

税義務者

(i) (i i)に掲げる場合以外の場合

五万円

(i i) 当該控除対象配偶者が老人控除

対象配偶者である場合十万円

(7） 自己と生計を一にする第三百十四条

の二第一項第十号の二に規定する配偶者（前

年の合計所得金額が四十五万円未満である者

に限る。 ）で控除対象配偶者に該当しないも

のを有する所得割の納税義務者で、前年の合

計所得金額が千万円以下であるもの（当該配

偶者が同号に規定する所得割の納税義務者と

して同号の規定の適用を受けている者を除

く。 ）

(i) (i i)に掲げる場合以外の場合

五万円

(i i) 当該配偶者の前年の合計所得金

額が四十万円以上四十五万円未満である場

合三万円

(8） 控除対象扶養親族（同居直系尊属で

ある老人扶養親族を除く。 ）を有する所得割

の納税義務者

(i) (i i)及び(i i i)に掲げる

場合以外の場合当該控除対象扶養親族一

人につき五万円

(i i) 当該控除対象扶養親族が特定扶

養親族である場合当該特定扶養親族一人

につき十八万円

(i i i) 当該控除対象扶養親族が老人

扶養親族である場合当該老人扶養親族一

人につき十万円

(9） 同居直系尊属である老人扶養親族を

有する所得割の納税義務者

当該老人扶養親族一人につき十三万円



三（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四）に相当する金

額

イ五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納

税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

ロ当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

（寄附金税額控除）

第三百十四条の七市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当

該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合

計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額）が二千

円を超える場合には、その超える金額の百分の六（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所

を有する場合には、百分の八）に相当する金額（当該納税義務者が前年中に第一号に掲げる寄

附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の六（当該納税

義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八）に相当する金額に特例控除額

を加算した金額。以下この項において「控除額」 という。 ）を当該納税義務者の第三百十四条

の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額

とする。

一都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金（当該納税義務者がその寄附によって設けら

れた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるも

のを除く。 ）

二社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会（その主たる事務所を当該納税義務者

に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。 ）に対する寄附金又

は日本赤十字社に対する寄附金（当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道

府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。 ）で、政令で

定めるもの

三所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金（同条第三項の規定により特

定寄附金とみなされるものを含む。 ）並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に

規定する特定非営利活動に関する寄附金（次号に掲げる寄附金を除く。 ）のうち、住民の福

祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの

四特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人（以下この号及び第三

項において「特定非営利活動法人」 という。 ）に対する当該特定非営利活動法人の行う同条

第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に

寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの（特別の利益が当該納税義務者に及ぶ

と認められるものを除く。 ）

2前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄

附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有

する場合には、五分の四）に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及

び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該

百分の二十に相当する金額） とする。

一当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額（以下この項におい
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て「課税総所得金額」 という。 ）を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税

義務者に係る前条第一号イに掲げる金額（以下この項において「人的控除差調整額」 とい

う。 ）を控除した金額が零以上であるとき当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲

げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

二当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納

税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであって、当該納税義務

者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額（次号において「課税山林所得金

額」 という。 ）及び同項に規定する課税退職所得金額（同号において「課税退職所得金額」

という。 ）を有しないとき百分の九十

三当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税

義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税

総所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得

金額を有するとき次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又は口に定める割

合（イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうち

いずれか低い割合）

イ課税山林所得金額を有する場合当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額につ

いて、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

ロ課税退職所得金額を有する場合当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に

掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

3第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動

法人（以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」 という。 ）からの申出があった場

合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非

営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。

4控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿（各事業年度

に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事

務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項におい

て同じ。 ）を備え、これを保存しなければならない。

5 市町村長は、第一項（第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。 ）の規定により控除すべき

金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に

掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。

（外国税額控除）

第三百十四条の八市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道

府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当
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百九十五万円以下の金額 百分の八十五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の八十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の七十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の六十七

九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の五十七

千八百万円を超え四千万円以下の金額 百分の五十

四千万円を超える金額 百分の四十五



する税（所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であった期間を有する者の当該期間

内に生じた所得につき課されるものにあっては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内

源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」

という。 ）を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一

項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額並びに第三十七条の三の控除の

限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算

した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額（政令で定める金額に限

る。 ）を、その者の第三百十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

するものとする。

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第三百十四条の九市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項に規定する特定配

当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額につ

いて前章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する特定

株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎

となった特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課さ

れた場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、そ

の者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。

2前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金

額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除す

ることができなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人

の道府県民税若しくは市町村民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る地方団体の

徴収金に充当するものとする。

3第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができ

なかった金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかった金額を第一項の規定

により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、

前項の規定を適用する。

附貝|」

（個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等）

第三条の三道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所

得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合

計額が、三十五万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に－を加えた数を乗じて得た

金額（その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算

した金額）以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所

得割（第五十条の二の規定によって課する所得割を除く。 ）を課することができない。

2道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び

扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額（その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有す

る場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額）が、第一号に掲げる額から第二号に掲げ

る額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金

額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗

じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割
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の額から控除するものとする。

一当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職

所得金額及び山林所得金額の合計額

二当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、

附貝|｣第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用

して計算した場合の所得割の額

三当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則

第五条第三項、附則第五条の四第六項、附貝|｣第五条の四の二第六項及び附則第五条の五第二

項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

3前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前

三条」 とあるのは、 「前三条並びに附則第三条の三第二項」 とする。

4市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得につい

て第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、

三十五万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額（そ

の者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額）

以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割

（分離課税に係る所得割を除く。 ）を課することができない。

5 市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の控除対象配偶者及び

扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額（その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有す

る場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額）が、第一号に掲げる額から第二号に掲げ

る額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金

額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗

じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した

場合の所得割の額から控除するものとする。

一当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退

職所得金額及び山林所得金額の合計額

二当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則

第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第六項及び附則第五条の五第二

項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

三当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、

附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用

して計算した場合の所得割の額

6前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同

項中「前三条」 とあるのは、 「前三条並びに附則第三条の三第五項」 とする。

（個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除）

第五条道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得（剰

余金の配当（所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において

同じ。 ） 、利益の配当（同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。 ） 、剰

余金の分配（同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。 ） 、金銭の分配

（同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。 ）又は証券投資信託（同法第

二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。 ）の収益の分
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配（同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同

じ。 ）に係る同法第二十四条に規定する配当所得（この法律の施行地に主たる事務所又は事業

所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第

一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。 ）をいう。以下この項において同じ。 ）があると

きは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除するものとする。

一剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託（租税特別

措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。 ）の収益

の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二（当該納税義務者が

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市（以下「指定都市」 という。 ）の区域内に住所

を有する場合には、百分の○・五六） （課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投

資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該

剰余金の配当、利益の配当、乗り余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配

に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額（当該配当所得の金額がその超

える金額に満たないときは、当該配当所得の金額）については、百分の○・六（当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の○・二八） ）に相当する金額

二特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得（租税特別措置法第九

条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配（以下この条において「一般外

貨建等証券投資信託の収益の分配」 という。 ）に係るものを除く。以下この号において「証

券投資信託に係る配当所得」 という。 ）については、当該証券投資信託に係る配当所得の金

額の百分の○・六（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の○

．二八） （課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金

額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のう

ちその超える金額に相当する金額（当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金

額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額）については、百分の○・三

（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の○・一四） ）に相当

する金額

三一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額

の百分の○・三（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の○・

一四） （課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える

金額に相当する金額（当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所

得の金額）については、百分の○・一五（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有す

る場合には、百分の○・○七） ）に相当する金額

2前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用につ

いては、第三十七条の三中「前二条」 とあるのは「前二条並びに附則第五条第一項」 と、第三

十七条の四中「前三条」 とあるのは「前三条並びに附則第五条第一項」 とする。

3 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得（剰余金

の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税

法第二十四条に規定する配当所得（この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人

から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げ

る配当等に係るものを除く。 ）をいう。以下この項において同じ。 ）があるときは、次に掲げ
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る金額の合計額を、その者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の

所得割の額から控除するものとする。

一剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配､金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分
配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・六（当該納税義務者が指定

都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・二四） （課税総所得金額から特定株式投

資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超

える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投

資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額（当該配当

所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額）については、百分の

○・八（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二） ）

に相当する金額

二特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得（一般外貨建等証券投

資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」

という。 ）については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の○・八（当該納税

義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二） （課税総所得金額か

ら一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を

超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する

金額（当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証

券投資信託に係る配当所得の金額）については、百分の○・四（当該納税義務者が指定都市

の区域内に住所を有する場合には、百分の○・五六） ）に相当する金額

三一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額

の百分の○・四（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の○・

五六） （課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える

金額に相当する金額（当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所

得の金額）については、百分の○・二（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する

場合には、百分の○・二八） ）に相当する金額

4前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定

の適用については、第三百十四条の八中「前三条」 とあるのは「前二条並びに附貝ll第五条第三

項」 と、同項中「前三条」 とあるのは「前三条並びに附則第五条第三項」 とする。

（個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除）

第五条の四道府県は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の道府県民税に

限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条

の二の二の規定の適用を受けた場合（同法第四十一条第一項に規定する居住年（以下この条、

次条及び附則第四十五条において「居住年」 という。 ）が平成十一年から平成十八年までの各

年である場合に限る。 ）において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少

ない金額から第三号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とす

る。 ）の五分の二に相当する金額（第三項及び第十三項において「道府県民税の住宅借入金等

特別税額控除額」 という。 ）を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除するものとする。

一当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで

若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に
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関する法律（平成七年法律第十一号）第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算

した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額（平成十九年

以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなか

ったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除

額）

ニイに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額

イ当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所

得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の

法律（平成十八年法律第十号。以下この項及び第六項において「平成十八年所得税法等改

正法」 という。 ）第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ず

べき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成十一年法律第八号）第四条の規

定により読み替えられた平成十八年所得税法等改正法第一条の規定による改正前の所得税

法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得税の額”

ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第八条の四第一項（所得税法等の一部を改正

する法律（平成二十年法律第二十三号。以下この項及び第六項において「平成二十年所得

税法等改正法」 という。 ）附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。 ） 、

第二十五条第二項、第二十八条の四第一項、第三十一条第一項（同法第三十一条の二又は

第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。 ） 、第三十二条第一項若しくは第二

項、第三十七条の十第一項（平成二十年所得税法等改正法附則第四十三条第二項の規定に

より適用される場合を含む。 ）若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項、第十八

項、第二十項、第二十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額

ハ当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、

所得税法第九十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条から第十条の五の四まで

及び第十条の六（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

（平成三十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」 という。 ）第十条の四の規定により

読み替えて適用される場合を含む。 ）の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二か

ら第十条の三の三までの規定による控除額の合計額

三当該納税義務者の前年分の所得税の額（同年分の所得税について、租税特別措置法第四十

一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条

の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対

する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和二十二年法律第百七十五号）第二条又は所

得税法第九十五条の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとし

て計算した金額）

前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用につ

,､ては、第三十七条の三中「前三条」 とあるのは「前二条並びに附則第五条の四第一項」 と、いては、第三十七条の三中 ｜前三条」 とあるのは｜前二条並びに附則第五条の四第一項」 と、

2

第三十七条の四中「前三条」 とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第一項」 とする。

3第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十

五日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び道府

県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等

特別税額控除申告書（その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに
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提出されたものを含む。 ）を、第八項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、

当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限

り、適用する。

4道府県民税の所得割の納税義務者が第四十五条の三第一項の確定申告書を提出する場合には、

当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出する

ことができる。

5前項の場合において、第三項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理

されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたもの

とみなす。

6 市町村は、平成二十年度から平成二十八年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条のこのこ

の規定の適用を受けた場合（居住年が平成十一年から平成十八年までの各年である場合に限

る。 ）において、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第三

号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。 ）の五分の三に

相当する金額（第八項及び第十三項において「市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額」 と

いう。 ）を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合

の所得割の額から控除するものとする。

一当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで

若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十

一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額（平成十九年以後の居住年に係る同項に

規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規

定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額）

二イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額からハに掲げる金額を控除した金額

イ当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所

得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき平成十八年所得税法等改正法第十

四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税

の負担軽減措置に関する法律第四条の規定により読み替えられた平成十八年所得税法等改

正法第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した

所得税の額

ロ 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第八条の四第一項（平成二十年所得税法等改

正法附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。 ） 、第二十五条第二項、

第二十八条の四第一項、第三十一条第一項（同法第三十一条の三又は第三十一条の三の規

定により適用される場合を含む。 ） 、第三十二条第一項若しくは第二項、第三十七条の十

第一項（平成二十年所得税法等改正法附貝ﾘ第四十三条第二項の規定により適用される場合

を含む。 ）若しくは第四十一条の十四第一項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項、第十八項、第二十項、第二

十二項若しくは第二十四項の規定による所得税の額の合計額

ハ当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、

所得税法第九十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条から第十条の五の四まで

及び第十条の六（震災特例法第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。 ）
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の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二から第十条の三の三までの規定による控

除額の合計額

三当該納税義務者の前年分の所得税の額（同年分の所得税について、租税特別措置法第四十

一条、第四十一条のこのこ、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条

の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対

する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条の規定の適用があ

った場合には、 これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額）

7前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定

の適用については、第三百十四条の八中「前二条」 とあるのは「前二条並びに附則第五条の四

第六項」 と、同項中「前三条」 とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第六項」 とする。

8第六項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の三月十

五日までに、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市町

村民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市町村民税住宅借入金等

特別税額控除申告書（その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたものを含む。 ）を、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地

の市町村長に提出した場合に限り、適用する。

9市町村民税の所得割の納税義務者が第三百十七条の三第一項の確定申告書を提出する場合に

は、当該納税義務者は、前項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出

することができる。

10前項の場合において、第八項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理

されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたもの

とみなす。

11第三項及び第八項の申告書の提出があった場合には、市町村長は、当該市町村の区域を管轄

する税務署長に対し、遅滞なく、当該申告書に記載された事項を通知し、当該記載された事項

について確認を求めるものとする。

12税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なる

とき、又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村

長に通知するものとする。

13第三項及び第八項の申告書に道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額及び市町村民税の住

宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項に関し虚偽の記載をして提出した者は、一年以

下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

14前各項に定めるもののほか、 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第五条の五第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第

二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税

総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務

者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附貝ll第

三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附貝|｣第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の

二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十七条の二第二項

に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年

中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次
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の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当該各号に掲げる場合の二以上に

該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の五分の二

（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一）に相当する金額

（当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額

の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額） とする。

一第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合当該課税山林所得金額の五

分の一に相当する金額について、第三十七条の二第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区

分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

二第三十五条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合当該課税退職所得金額につ

いて、第三十七条の二第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の

下欄に掲げる割合

三前年中の所得について附則第三十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合百分の五十

四前年中の所得について附則第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合百分の六十

五前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五

条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用

を受ける場合百分の七十五

2第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第

二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税

総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務

者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第

三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第五項、附貝|｣第三十五条の二の

二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第二

項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前

年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当該各号に掲げる場合の二以上

に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の五分の三

（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四）に相当する金額

（当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合

の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額）

とする。

一第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合当該課税山林所得金

額の五分の一に相当する金額について、第三百十四条の七第二項第一号の表の上欄に掲げる

金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

二第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合当該課税退職所得金

額について、第三百十四条の七第二項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる割合

三前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合百分の五十

四前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合百分の六十

五前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附貝|｣第三十四条第四項、附則第三十五

条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用

を受ける場合百分の七十五
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○子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）

（法第二十七条第三項第二号の政令で定める額）

第四条 （略）

一 （略）

二支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・

保育のあった月の属する年度（特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあ

っては、前年度）分の地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定による市町村

民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。 ）の同法第二百九十二条第一項第

二号に掲げる所得割（同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同

じ。 ）の額（同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされ

るべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。 ）を合算した額（次

号において「市町村民税所得割合算額」 という。 ）が二十一万千二百一円未満である場合

における当該支給認定保護者（次号から第五号までに掲げる者を除く。 ） 二万五百円

（略）

(略）

二～打

2～4
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＜新法施行令＞

第2条第3項関係（通信教育を受ける者の減免額について）

1 ．規定の趣旨について

本規定は、大学、短期大学又は専修学校における通信教育受講者に対する授業料

等減免の額を定めるものである。

2規定内容について

通信課程の授業料等減免の額も、他の教育形態と同様に、原則として授業料等減

免対象者が実際に要する授業料及び入学金の額とし、その上限額を定めることとす

る。ただし、通信課程には、一般の通学制の学校のように省令に規定された標準額

がないこと、通学制の学校に比べて学費が低く設定されていること、及び学校数が

少ないことを踏まえ、入学金・授業料ともに通信制の全学校種の平均額を上限額と

する。

具体的には、授業料（年額）の上限は130,000円、入学金の上限は30,000円とす

る。

なお、高等専門学校においては、通信教育課程が設けられていないため、本政令

には規定しない。
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＜新法施行令＞

第3条関係（授業料減免の期間等について）

1 ．総論

本規定は、新法第8条第3項において「授業料等減免の期間その他の確認大学等

が行う授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める」 とされたことに基づき、

授業料減免は①過去に新法に基づく授業料減免を受けたことがない者、及び、②過

去に新法に基づく授業料減免を受けたことがある者について、編入学した者その他

の文部科学省令で定める一定の者に対する授業料減免を行う期間の上限を規定する

ものである。

（ア）本制度が平成29年度に創設した給付型奨学金同様に進学の後押しをしよう

とするものであること、また、高校卒業後に就職する者との公平性等の観点か

ら、原則として、①の者についての授業料減免の期間の上限を定める。

（イ）上記（ア）を原貝llとしながらも、進学後に、進路変更の希望が生じるなど編

入学や転入学をした場合であっても、大学等における修学を継続し、社会で自

立・活躍することができるよう支援を行うことが適切であるため、②の者につ

いて、①の者とは別に授業料減免の期間の上限を定める。

2第1項第1号関係

（1）規定の趣旨について

本規定は、新法第8条第3項において「授業料等減免の期間その他の確認大学等

が行う授業料等減免に関し必要な事項は、政令で定める」 とされたことに基づき、

授業料減免の期間の上限を定めるものである。この上限の範囲内で、省令に規定す

る授業料等減免対象者として大学等から認定された期間が、実際に学生等が授業料

減免を受けることができる期間となる。

（2）授業料減免期間の考え方について

学生等の大学等における修学を支援するという新法の趣旨から、過去に授業料減

免を受けたことがない者に対して行う授業料減免の期間の上限は、原則授業料等減

免対象者が在学する確認大学等の修業年限を満了するために必要な期間の月数であ

ることから、 「授業料等減免対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了

するために必要な期間の月数」に限り授業料減免を行うものとする。 （例えば、編

入学により4年制大学の3学年に入った場合には24月となる。 ）

専攻科及び専修学校については、修業年限の上限が法令上定められていないこと

から、確認大学等の修業年限を減免期間とする第1項の規定を単純に適用すると、

長期の修業年限を定める学校については、授業料減免期間が長期間となり同種の学

校種との均衡を欠くこととなる恐れがある。このため、 4年制大学へ進学した場合

とのバランス等から、それぞれ最大24月、 48月とし、その範囲で支援を受ける

学生がその在学する専攻科又は専門学校の正規の修業年限を満了するために必要な

期間の月数とすることが適当である。 このため、専攻科及び専修学校に係る授業料

減免の期間については、それぞれの最大月数の範囲内で文部科学省令で定める期間

の月数を上限とすることとして規定する。
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(例えば、確認を受けていない専門学校の2年時修了後に確認を受けた4年間を超え

る修業年限の専門学校の3年次に入った場合には、その授業料減免の期間は48月

ではなく、 24月となる。 ）

なお、授業料減免の期間の上限を月数で規定するのは、

・学資支給金も基本的に月単位で支給していること

・授業料の減免及び学資支給金の支給は、退学等により月の途中で清算が必要と

なった場合には、月単位で清算することとしていること

を踏まえたためである。

3．第1項第2号関係

（1）規定の趣旨について

本規定は、新法第8条第3項の規定に基づき、編入学等をした場合の授業料の減

免期間の特例を定めるものである。

（2）文部科学省令で定める者について

編入学．転入学．同一大学での転部をした者のほか、短期大学又は高等専門学校

を卒業後にその認定専攻科に進学するもの等を規定する予定である。進路変更等に

より編入学．転入学したもののみならず、一旦短期大学又は高等専門学校を卒業し

て、新たにその認定専攻科に入学する者についても支援対象とするのは、①当該認

定専攻科で学修を行い、かつ、学位授与機構が行う審査に合格した場合には、学位

授与機構がその者に学資の学位を授与することとされていること、②今回の支援措

置が大学卒業までを対象としていること、短期大学に入学した後に大学に編入学す

る場合には大学卒業まで支援措置の対象となることとのバランスも踏まえたもので

ある。

（3）編入学者等に係る減免期間の特例について

第1号において、授業料減免を行う期間の上限は、減免対象者が在学する大学等

の修業年限としているが、当該減免対象者が他の大学等に編入学等をした場合には、

編入学等の前後でその修業年限に異同を生じることがある。

これは、高等教育には統一のカリキュラムがなく専門性が高いため、他の大学等

に編入学等をした場合、編入学等後のカリキュラムの都合により学年・学期が下が

った時点から修学を行うことがあり得るためである。

この場合、編入学等前の大学等における修業年限を引き続き減免期間の上限とす

ると、編入学等後に減免を受ける期間（編入学等前の大学等における修業年限から

当該大学等において減免を受けた期間を控除した期間）が、編入学等後の大学等に

おける修業年限に満たなくなり、減免対象者が学位を取得するまで支援を行うこと

ができなくなるおそれが生じる。このため、編入学等をした者については、最長6

年（72カ月） とする。

編入学等をした者に係る減免期間を6年までとするのは、積極的な理由で進路変

更する者についても十分な支援を行うことで、社会へ出た後にも高等教育機関での

学修の成果を活かし、 自立して活躍できるようにするためである。

4．第2項関係
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（1）規定の趣旨について

本規定は、新法第8条第3項の規定に基づき、入学金の減免の取り扱いについて

定めるものである。

（2）入学金の減免の扱いについて

授業料等減免対象者に係る入学金の減免は、過去に新法に基づく入学金の減免を

受けたことがない者に対して行おうものとする。これは、編入学等前の大学等にお

いて、入学金の減免を受けたことがある者については、本制度の目的である進学の

機会が一度は与えられており、学校間を移動するたびに発生することが予想される

入学金をその都度減免することは、支援対象外の者とのバランスや財源の安定性等

の問題から適切ではないためである。

【参照条文】

○大学等における修学の支援に関する法律案

（確認大学等の設置者による授業料等の減免）

第八条確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定め

る基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるもの

と認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業

料等の減免を行うものとする。

2 （略）

3前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う授業料

等減免に関し必要な事項は、政令で定める。

○学校教育法（昭和22年法律第26号）

第八十七条大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び

前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとするこ

とができる。

② （略）
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＜新法施行令＞

第4条関係（私立専門学校に係る減免費用の国の負担について）

新法では、国は、今回の支援措置を推進する観点から、都道府県が支弁する減免費

用のうち、学校法人等が設置する私立の専門学校に係る減免費用の2分の1を負担す

る旨を定めているところ、本政令においては、当該負担額を毎年度負担する旨を規定

することとする。 （子ども・子育て支援法第68条第1項及び子ども・子育て支援法施

行令第24条の3の規定に倣ったもの。 ）

【参照条文】

○子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

（市町村に対する交付金の交付等）

第六十八条国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条

第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分

の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交

付する。

2 （略）

○子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）

（施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担）

第二十四条の三 （略）

2 国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充

当額を控除した額の二分の一を負担する。
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＜新法施行令＞

第5条関係（設置者自らが費用負担して減免を実施すべき場合について）

1 ．規定の趣旨について

新法では、授業料等減免を行う確認大学等について、その確認が取り消された場

合にあっても、その取消しの際、当該確認大学等に減免対象者が在学しているとき

は、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取り消された大学等を確認

大学等とみなして、新法の規定を適用することとしている。

この結果、授業料等減免の実施（新法第8条）のほか、減免費用を国等が支弁す

ること （新法第10条） 、地方公共団体が支弁する減免費用のうち私立専門学校にか

かる費用の2分の1を国が負担すること （新法第11条）等の規定が適用されること

となるが、当該みなし確認大学等の設置者が、

①不正の手段により確認を受けていたこと （新法第15条第1項第2号）

②減免費用の支弁に関し確認大学等の設置者による不正があったこと （同項第3

号）

のいずれかを理由として確認を取り消された場合又はこれに準ずる場合として政令

で定める場合にまで、国等が減免費用を支弁することは妥当ではないことから、こ

れらの場合には、国等の費用の支弁等について規定した新法第10条及び新法第11

条を適用しないこととしている。

本規定は、上記を踏まえ、不正の手段により確認をうけていたこと等を理由とし

て確認を取り消された場合に「準ずる場合」 として、設置者自らが費用負担して減

免を実施すべき場合について定めるものである。

2 「準ずる場合」の具体的内容

本政令第1条においては、過去に確認の取消処分を受けたことにより確認申請を

することができない学校の設置者に準ずる者として、確認の取消処分に係る処分逃

れを行った者を規定しているため、本規定においても同様の考え方に貝llり、処分逃

れを行ったと考えられる場合を「準ずる場合」 として規定することとする。

この点、新法第16条において、設置者自らが費用負担して減免を実施すべき場合

とされるのは、不正の手段により確認を受けていたこと （新法第15条第1項第2

号）若しくは減免費用の支弁に関し確認大学等の設置者による不正があったこと

（同項第3号）を理由として取り消された場合に限っているが、 「準ずる場合」 と

しては、以下の理由により、予定される処分の理由は限定することなく、処分逃れ

となる期間に、辞退をした設置者を対象として規定することとする。

・辞退についてはその効果は設置者が辞退の届出をした一定期間後に生じることと

している（省令において届出から約一年後に辞退の効果が生ずる旨を規定する予

定） 。行政庁から何らかの違反の疑いをかけられ聴聞通知や検査が行われている

にも関わらず、設置者が辞退の届出の取下げや変更の手続を行うことなく辞退の

効果を生じさせた場合には、当該設置者は取消処分を逃れる意図を持っている蓋

然性が高いと考えられ、 このような場合は、不正に確認や減免費用の支弁を受け

たことを理由として取消処分を受けた場合と同視し得る。
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・処分前に行政庁が事実関係を調査している段階で、行政庁がその後予想される処

分の理由を断定することは困難であり、そのような不明確な理由によって、処分

前の設置者を区別することはできない。一方で、上記のとおり、取消処分前に処

分逃れの意図を以て辞退する設置者は公費による支弁対象から除外する必要性が

高く、また実質的にも法第15条第1項第4号～第6号の取消事由に該当する場合

は同条第2号又は第3号に規定する不正行為を伴う場合が多いと考えられる。

このため、具体的には、以下のいずれかの期間に設置者が辞退の効果を生じさせ

た場合を、 「準ずる場合」 として規定することとする。 （ただし、いずれの場合も、

当該確認の辞退について相当の理由がある場合（学生数の減少による経営不振を理

由に行った辞退の届出がたまたま聴聞通知の一定期間前に行われていたなど、辞退

に処分逃れの意図が認められない場合等）を除く。 ）

①行政手続法第15条の規定による確認の取消処分に係る聴聞通知があった日から

当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの問

②検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間

【参照条文】

○大学等における修学の支援に関する法律案

（確認大学等の設置者による授業料等の減免）

第八条確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文部科学省令で定め

る基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるもの

と認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業

料等の減免を行うものとする。

2前項の規定により確認大学等の設置者が行う授業料等減免の額は、確認大学等の種別その他

の事情を考慮して、政令で定めるところによる。

3前二項に定めるもののほか、授業料等減免の期間その他の確認大学等の設置者が行う授業料

等減免に関し必要な事項は、政令で定める。

（減免費用の支弁）

第十条次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用（以下「減免費用」 という。 ）

は、それぞれ当該各号に定める者（第十二条第三項において「国等」 という。 ）が支弁する。

一大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校国

二地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体

三公立大学法人が設置する大学等当該公立大学法人を設立する地方公共団体

四地方独立行政法人が設置する専門学校当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体

五専門学校（前各号に掲げるものを除く。 ） 当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄

する都道府県

（国の負担）

第十一条国は、政令で定めるところにより、前条（第五号に係る部分に限る。 ）の規定により

都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。

（確認の取消し）

第十五条文部科学大臣等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該確認大学等

に係る確認を取り消すことができる。
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一 （略）

二確認大学等の設置者が、不正の手段により確認を受けていたとき。

三前号に掲げるもののほか、確認大学等の設置者が、減免費用の支弁に関し不正な行為をし

たとき。

四確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提

出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若し

くは提示をしたとき。

五確認大学等の設置者が、第十三条第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同

項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六前各号に掲げる場合のほか、確認大学等の設置者が、 この法律若しくはこの法律に基づく

命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 （略）

（授業料等減免対象者が在学している場合の特例）

第十六条前条第一項の規定により確認が取り消された場合又は確認大学等の設置者が当該確認

大学等に係る確認を辞退した場合において、その取消し又は辞退の際、当該確認大学等に授業

料等減免対象者が在学しているときは、その者に係る授業料等減免については、当該確認を取

り消された大学等又は確認を辞退した大学等を確認大学等とみなして、 この法律の規定を適用

する。ただし、同項第二号若しくは第三号に掲げる事由に該当して同項の規定により確認が取

り消された場合又はこれに準ずる場合として政令で定める場合における当該大学等に係る減免

費用については、第十条及び第十一条の規定は、適用しない。

○行政手続法（平成5年法律第88号）

（不利益処分をしようとする場合の手続）

第十三条行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定

めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見

陳述のための手続を執らなければならない。

一次のいずれかに該当するとき聴聞

イ許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

ロイに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不禾lj益処分をし

ようとするとき。

ハ名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業

務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不

利益処分をしようとするとき。

ニイからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二前号イから二までのいずれにも該当しないとき弁明の機会の付与

2 （略）

（聴聞の通知の方式）

第十五条行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおい

て、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければ

ならない。
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一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二不利益処分の原因となる事実

三聴聞の期日及び場所

四聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

一聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」 とい

う。 ）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することが

できること。

二聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求め

ることができること。

3 （略）

（弁明の機会の付与の通知の方式）

第三十条行政庁は、弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日

時）までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項

を書面により通知しなければならない。

一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二不利益処分の原因となる事実

三弁明書の提出先及び提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並び

に出頭すべき日時及び場所）
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＜新法施行令＞

第6条関係（省令への委任について）

本政令に定めるもののほか、本政令の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定

める旨を規定することとする。

＜新法施行令＞

附則関係（施行期日について）

本政令の施行期日は、法の施行の日とする旨を規定することとする。

なお、法の施行日を定める政令については、法に基づく今回の支援措置を消費税率

の引き上げの日である2019年10月1日の半年後である2020年4月1日から実施す

ることを予定しており、現時点からこれらの日までには相当の期間がある。このた

め、これらの日により近い時期に、実施に向けた環境が整った段階で、政令の施行期

日を定めることとしている。
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＜整備政令第1条関係＞

機構法施行令第1条1項及び第3項関係

1 ．規定の趣旨について

機構法施行令第1条では、第一種学資貸与金の額等について規定するものである

ところ、今回の改正に伴う所要の改正を行うものである。

2．主な改正事項について

（1）表の備考第5号「専門課程」に係る規定を削除することについて

専門学校に係る第一種学資貸与金については、専門学校の生徒への貸与を開始し

た当初において、奨学金を得て学業を修めた者が、卒業後就職して収入を得、その

収入でもって返還を行うことを前提としているものであるため、当時、教養・文化

分野や家政分野のような所得を得る職業に直接関係しない分野とされたものについ

ては、対象外と整理されていた。

しかし、現在では、産業構造の抜本的変化により、教養・文化分野についてはク

ールジャパンのように成長産業に位置付けられていることや、家政分野については

家事支援・育児サービス等、様々なサービス業と関連していることから、当初の分

野制限を維持し続ける必要性は低くなっており、改正機構法に基づく学資支給金の

支給に当たっては分野制限を設けないこととしている。このため、第一種学資貸与

金についても、同様に分野制限を廃することとした。

（2） 「専修学校」の定義拡大に伴う経過措置が不要な理由

本整備政令による「専修学校」の定義の拡大（機構法施行令第1条第1項の表備

考第5号の削除に伴い、特定技術の教授を目的とする専門課程で文部科学省令で定

めるもの以外の専門課程に在学する生徒も第一種学資貸与金の対象となること）

は、 これまで学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の対象とされていなかった者

を新たに対象とするものであり、新制度は新規入学者のみならず既に在学中の者も

含めて対象とすることから、経過的な措置は特段必要ない。

なお、過去の機構法施行令改正の例を見ても、対象者の範囲拡大にあたって経過

措置を講じていない。

(参考）学資貸与金の貸与対象の拡大の例

･独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令（平成25年政令第

96号）

第一種学資金（現在の第一種学資貸与金）及び第二種学資金（現在の第二種学資

貸与金）の貸与対象を修業年限2年未満の専門課程及び特定別科にも拡大。

・日本育英会施行令の一部を改正する政令（平成8年政令第174号）

第二種学資金の貸与対象を専修学校にも拡大。

・日本育英会施行令の一部を改正する政令（平成6年政令第219号）

第二種学資金の貸与対象を大学院にも拡大。
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＜整備政令第1条関係＞

機構法施行令第1条の2の追加関係（無利子奨学金の貸与額の特例について）

1 ．規定の趣旨について

現行の第一種学資貸与金（無利子奨学金）については、特に優れた者であって経

済的理由により著しく修学に困難があると認定された者に対して貸与することとさ

れている（機構法第14条第2項） ところ、新法及び改正機構法に基づく支援を受け

ることのできる者の中には、第一種学資貸与金の支給要件にも合致する者が存在す

る。

これらの者については、新法及び改正機構法に基づく授業料減免額及び学資支給

金の合計額が、第一種学資貸与金として受けることのできる最高額（機構法施行令

において学校種の区分等に応じ規定されている。 ）を上回る水準となる場合があり、

これらの者に対しては、既に十分な支援措置がなされていると言えることから、第

一種学資貸与金との併給調整に係る規定を設ける必要がある。

本規定は、以上を踏まえ、新法及び改正機構法に基づく支援を受ける者が受ける

ことのできる第一種学資貸与金の上限額を定めるものである。

2第一種学資貸与金の貸与上限額について

新法に基づく支援を受ける学生等に対する第一種学資貸与金の上限額は、

①機構法施行令第1条第1項の規定により当該学生が受けることのできる第一種

学資貸与金の最高額から、当該学生が受けることができる学資支給金の額及び

当該学生の在学する学校等の区分に応じて新法施行令第2条第1項第1号の表

に定める授業料減免額（当該学生が通信による教育を受けるものである場合に

は、 130,000円） （所得水準に応じてその額に3分の1又は3分の2を乗ずる

規定が適用される場合は、乗じた後の額）の合計額を控除した額

②①の額の一万円未満の端数を切り捨てた額未満の機構法施行令第1条第1項の

表に規定する第一種学資貸与金の額

のうちから学生等が選択する額とする。

ただし、①の「当該学生の在学する学校等の区分等に応じて法施行令第2条第1

項の表に定める授業料減免額」については、仮に当該学生に係る実際の授業料減免

額が新法第2条第1項に規定する減免額の上限額に満たない場合であっても、当該

上限額を用いて上記の計算を行うこととする。これは、実際の授業料減免額を用い

ると、実際の授業料が高い学生は受けられる貸与額が少なくなる一方、授業料が低

い学生は多くの貸与額を受け取れることとなり、支援のバランスを失することにな

ると考えられるからである。

また、改正機構法施行令第8条の2第5項の規定が適用される者については、他

の法令に基づく支援を受けた額の分だけ新制度による支援額が少なくなるが、上記

の計算に当たってこれを考慮すると、他の法令による支援を受けた方が多くの第一

種学資貸与金を借りられることとなり、これも支援のバランスを失することになる

ため、これらの者については他の法令による支援を受けていない者とみなして上記

の計算を行うこととする。
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さらに、新法及び改正機構法による支援対象者であるにもかかわらず、これらの

支援のうちどちらか一方は受けていない学生が存在し得ることも想定できるとこ

ろ、そのような学生についても別途第一種学資貸与金の額の設定を行うことについ

ては、そもそも第一種学資貸与金の額を決定する4月当初の時点では、授業料の減

免への申し込み時期と重なり、学生が授業料の減免に申し込んだか否かを確定でき

ないため、その確定後に再度4月に決定した貸与金の額の再設定を行う必要が生じ

うること等を踏まえ、これらの者については現に受けていない支援を受けているも

のとみなして上記の計算を行うこととする。 このような取り扱いをし、貸与金の額

が減少したとしても、学生は給付又は減免の制度を活用することができるため、学

生にとって不利益になるとまでは言えない。 【参考資料5参照】

なお、上記について規定するに当たっては、第1項で第一種学資貸与金の貸与上

限額の算出方法を規定し、第2項で特定通信教育受講者（大学又は専修学校におい

て通信による教育を受ける者のうち、スクーリングが夏季等の特別の時期に集中す

る者等。以下同じ。 ）に係る算出方法を規定することとしている。これは、

・特定通信教育受講者に係る第一種学資貸与金の額については、政令で上限を定

め、具体的な額はその範囲の中で機構が定めることとなっているが、特定通信

教育受講者以外の者については政令で額が規定されており、両者で規定方法が

異なっているため、第1項とは別に規定する必要があること

．第一種学資貸与金は、実態として年額での貸与が行われているとともに、通信

教育を受ける者に対する学資支給金も年額での支給となるため、併給調整後の

第一種学資貸与金も年額での貸与となること

（第一種学資貸与金が年額で貸与されている実態に鑑み、今回、第1条第3項

の「第一種学資貸与金の月額」を「第一種学資貸与金の額」 と改正する。 ）

・特定通信教育受講者については、第一種学資貸与金の上限額が年当たりの合計額

とされており、その額も大きくないことから、第1項に規定して月額に換算して

計算すると端数処理により支給額において誤差が大きくなってしまうことから、

特定通信教育受講者に係る調整額は、第3項として別に規定する方が適当である

ためである。

【参照条文】

○独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）

（学資の貸与）

第十四条 （略）

2第一種学資貸与金は、優れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののう

ち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により著

しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。

3～6 （略）
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＜整備政令第1条関係＞

機構法施行令第B条の2の改正について

1 ．改正後の第8条の2第1項関係

（1）規定の趣旨について

本規定は、改正機構法第17条の2第2項において「学資支給金の額は、学校等

の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる」 とされたことに基づ

き、学資支給金の額を定めるものである。

なお、本項の改正前の規定は、旧学資支給金の支給額に関するものであるとこ

ろ、旧学資支給金は、今回の制度改正に伴い廃止されることとなるため、本項を改

正後の学資支給金の支給額を定める規定として全面改正する。

（2）学資支給金の額について

学資支給金の額は、機構の学生生活調査等をもとに学生の支出（授業料その他の

学校納付金を除く）の水準を総合的に勘案し、下記（3）の学校種等の区分に応じ

て、学業に専念するために必要な学生生活費を賄えるような額を設定することとす

る。

具体的には、機構の「学生生活調査」の経費区分に従い、

・修学費（教科書・参考図書等のために支出した経費）

・課外活動費

・通学費

・食費（自宅外生に限って自宅生分を超える額を措置。 ）

・住居・光熱費（自宅外生に限る。 ）

・保健衛生費

・通信費を含むその他日常費

・授業料以外の学校納付金（私立学校生に限る。授業料免除と同様の考え方によ

り、私立大学の授業料以外の学校納付金（同窓会費等の費用を除く。 ）の平均

額の2分の1の額。 ）

・大学等の受験料

を計上し、娯楽・嗜好費を除いた額を基礎として設定する。

ただし、高等専門学校の生徒については、寮生が多く学生生活費の実態が他の学

校種と乖離しているため、その実態に応じた額とする。

なお、通信課程の学生等については、旧学資支給金の規定に倣い、学校種にかか

わらず一律の額を定めることとすることから、別項（第3項）に規定を置くことと

する。

(3)学校種等の区分について

学校種等の区分については、授業料等減免における区分や旧学資支給金における

区分を踏まえ、

①学生又は生徒が在学する学校種（大学、高等専門学校又は専門学校）の別

②国公立と私立の別

②学生又は生徒の通学形態（自宅通学か否か）の別

を設けることとする。
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また、当該区分を定めるに当たっては、新法第2条第1項及び第2項の規定

（ 「大学等」及び「学生等」の定義規定） と同一のものとするため、

①大学には、専攻科及び別科を含まない。

②短期大学には、いわゆる「認定専攻科」以外の専攻科及び別科を含まない。

（本政令では、大学と短期大学を区分していないので、本項の表の備考欄では、

「大学」にまとめて規定する。 ）

③高等専門学校は、第4学年、第5学年及びいわゆる「認定専攻科」に限る。

④専修学校は、専門課程を置くものに限る。

こととする。 （第1項第1号の表の備考における専攻科と別科の規定順については、

学校教育法第91条における規定順に倣って規定している。 ）

なお、学資支給金の支給対象者には大学院に在学する者が含まれないことから、

本項に規定する大学に在学する者には、大学院に在学する者は含まれない。この点、

学校教育法の定義上大学には大学院が含まれているが、機構法施行令では第1条第

1項の表において大学と大学院を併記しており、同令上大学に大学院が含まれない

ことは明らかであることから、本項においても単に「大学」 と規定することとする。

具体的な金額は、次表の通り。

また、新法施行令第2条第1項及び第2項の規定と同じ趣旨から、住民税非課税

世帯に準ずる世帯の学生に支給する学資支給金の額は、支給額算定基準額の区分に

応じ、住民税非課税世帯の学生に支給される学資支給金の3分の2又は3分の1の

額とする。

2改正後の第8条の2第2項関係

（1）規定の趣旨について

本規定は、支給対象者の生計維持者が生活保護を受けていた場合又は支給対象者

が里親に委託されていたなど社会的養護を受けていた場合であって、居住に要する

費用の支援の必要のない者に係る支給金額の特例を定めるものである。

（2）対象者について

①支給対象者の生計維持者が生活保護を受けている場合

平成29年度までは、生活保護受給世帯の学生は、高等教育機関への進学に当たつ

て世帯分離の扱いとなり、生計維持者は生活保護費において当該学生分の保護費

（食費を含む。 ）が受けられないこととなっているため、生活保護を受給する生計

維持者と同居している場合であっても、世帯分離されている観点から、 自宅外通学
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学部・学科（月額）

自宅通学 自宅外通学

大学

短期大学

国公立

私立

29,200円

38,300円

66,700円

75,800円

高等専門学校 国公立

私立

17,500円

26,700円

34,200円

43,300円

専修学校 国公立

私立

29,200円

38,300円

66,700円

75,800円



を行う学生と同程度の支援が必要であったことから、 自宅からの通学している場合

であっても、 「自宅外通学のとき」 として扱っていた。

しかし、平成30年度より、生活保護を受給している保護者と大学等への進学前か

ら同居している場合には、住宅扶助は減額しないという取扱いに変更されたことか

ら、在学する大学等の区分に応じて、 自宅外通学を行う学生に対する支給額のうち

住居・光熱費分に相当する額を除いた額を支給することとする。

また、生活保護を受給している生計維持者と同居せずに、形式的には自宅外とな

っている場合であっても、親族の家に居住しているなど居住に要する費用が発生し

ていない者等については、上記の住居費・光熱費分を除いて支援する者と同様に評

価すべきであるため、 「居住に要する費用につき学資支給金による支援の必要性が

ないと認められるもの」 としてまとめて規定することとする。

②支給対象者が里親に委託されていたなど社会的養護を受けていた場合

18歳となる前日において社会的養護の支援措置（※原則として18歳で社会的養

護の支援措置は打ち切られる）を受けていた者については、現行制度では、 「自宅

外通学のとき」 として扱っている。

新制度では支援の額が大幅に拡充されることとなるが、 これらの者のうち、居住

に要する費用について支援の必要性がないと認められる場合もあるため、 「自宅通

学」及び「自宅外通学」 とは別の額を設定する必要がある。 （社会的養護の支援措

置が18歳以降も延長され里親の家や児童養護施設に住んでいるため住居費がかかっ

ていない、又は、親戚の家に住んでいるなどにより住居費がかかっていない場合等）

この場合の支援額については、 自宅外通学の額から居住に要する費用を差し引い

たものであり、上記①と同じになるため、①と合わせて規定する。

なお、 18歳となる日の前日において社会的養護を受けていた者については、現行

の機構法第8条の2第4項の規定にならい、主な制度である里親又は児童養護施設

の仕組みを活用していた者ついては政令で規定し、それ以外の小規模住居型児童養

育事業又は児童自立生活援助事業を行う者に委託されていた者、児童養護心理治療

施設又は児童自立支援施設に入所していた者等については、文部科学省令で定める

こととする。

(3)旧第2項の廃止について

旧第2項の規定は、旧学資支給金を受ける者が、国等が設置する大学等から授業

料減免措置を受ける場合に、 ｜日学資支給金の支給額を調整できるようにすることに

より、限られた財源の中で、授業料減免措置を受けない学生が学資支給金を受けら

れるよう設けられたものである。

今回の制度改正により、学資支給金の支給を受けるための基準を満たす学生につ

いては、合わせて新法による授業料の減免を受けることとなり、 ｜日第2項の調整規

定は不要となるため、本規定は廃止する。

3．改正後の第8条の2第3項関係

（1）規定の趣旨について

本規定は、大学又は専修学校における通信教育受講者に対する学資支給金の額を

定めるものである。
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（2）改正内容について

旧学資支給金では、改正前の第8条の2第3項に基づき、通信教育受講者につい

て、特定通信教育受講者に限って、年額50,000円を超えない額の支給を行ってきた

が、新法による授業料等減免の対象に特定通信教育受講者以外の通信教育受講者も

含まれることを踏まえ、特定通信教育受講者の限定を外すこととし、新第3項とし

て新たな規定に置き換えることとする。

通信課程の学生等については、旧学資支給金の創設時から設置者（国公私立） 、

通学形態（自宅・自宅外）の別にかかわらず一律の額を支給することとしており、

今回の改正でもこれを踏襲する。支給金額の上限については、①進学に伴い自宅外

に居住すべき理由が原則存在しないこと、②通学費が原則不要であるなど、通信課

程以外の学生等と比較して、学生生活費の支出が低く抑えられると考えられること

等を踏まえ、修学費（教材費等）相当分として年額51,000円とする。なお、住民税

非課税世帯に準ずる世帯の学生に支給する金額は、支給額算定基準額の区分に応じ、

51，000円の3分の2 (34,000円）又は3分の1 (17,000円） とする。

なお、高等専門学校においては、通信教育課程が設けられていないため、本政令

には規定しない。

4．改正後の第8条の2第4項関係

（1）規定の趣旨について

本規定は、住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生に支給する学資支給金の額（住

民税非課税世帯の学生に支給される学資支給金の3分の2又は3分の1の額）の基

準となる基準式を定めるものであり、具体的な内容は新法施行令第2条第2項と同

一のものとする。

（2）旧第4項の廃止について

旧第4項の規定は、 18歳になる日の前日において里親委託をされていた等の社会

的養護を必要としていた学生は、進学に当たって初期費用を用意することが困難で

ある場合が多いという事情を踏まえ、これらの学生が入学する月に入学金相当額

（24万円）を通常の支給金に追加して支給するために設けられたものである。

今回の制度改正により、学資支給金の支給を受ける学生は、社会的養護を必要と

していたか否かにかかわらず、新法による入学金の減免措置を受けることとなるた

め、本項は廃止する。

5．改正後の第8条の2第5項関係

授業料等減免対象者の中には、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援

に関する法律（平成二十三年法律第四十七号）第七条第一項の職業訓練受講給付金

等、大学等の学資への支援を行う制度の対象となる者が存在する。

本規定は、そのような者について、国費の効率的かつ効果的な使用の観点から、

改正機構法による学資支給と他法令による生活費等の支援との合計が、本来支援さ

れるべき額と比べて過度な重複支援とならないよう、支給額の特例を定めるもので

ある。

50



【参照条文】

○独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）

※新法附則第5条による改正後。

（学資の支給）

第十七条の二 （略）

2学資支給金の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。

3 （略）

○大学等における修学の支援に関する法律案

（定義）

第二条 （略）

2 この法律において「学生等」 とは、大学の学部、短期大学の学科及び専攻科（大学の学部に

準ずるものとして文部科学省令で定める専攻科に限る。 ）並びに高等専門学校の学科（第四学

年及び第五学年に限る。 ）及び専攻科（大学の学部に準ずるものとして文部科学省令で定める

専攻科に限る。 ）の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。

(略）3
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＜整備政令第1条関係＞

機構法施行令第B条の3の追加関係（学資支給金の支給の期間等について）

1 ．趣旨

本規定は、改正機構法第17条の2第3項において「学資支給金の支給に関し必

要な事項は、政令で定める」 とされていることに基づき、過去に学資支給金の支給

を受けたことがない者又は支給を受けたことがある者のうち編入学等をした者その

他の文部科学省令で定める一定の者について、それぞれ支給期間の上限を規定する

ものである。

2第1号関係

本規定は、改正機構法第17条の2第3項の規定に基づき、過去に学資支給金の支

給を受けたことがない者に係る減免期間の上限を定めるものであり、新法施行令と

同趣旨から、支給期間の上限を当該者がその在学する大学等の正規の修業年限を満

了するために必要な期間の月数としている。

ただし、新法施行令と同趣旨から、

・短期大学又は高等専門学校の専攻科に在学する学生については、 24カ月 （2年）

・専修学校に在学する学生については、 48カ月 （4年）

を上限とする。

S.第2号関係

本規定は、改正機構法第17条の2の規定に基づき、編入学者等に係る減免期間の

上限を定めるものであり、新法施行令と同趣旨から、支給期間の上限を最大72ヵ月

（6年） としている。

【参照条文】

○独立行政法人日本学生支援機構法（平成15年法律第94号）

※新法附則第5条による改正後。

（学資の支給）

第十七条の二第十三条第一項第一号に規定する学資として支給する資金（以下「学資支給金」

という。 ）は、大学等における修学の支援に関する法律（平成三十一年法律第 号）第二

条第三項に規定する確認大学等（以下この項において「確認大学等」 という。 ）に在学する優

れた学生等であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基

準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認

定された者（同法第十五条第一項の規定による同法第七条第一項の確認の取消し又は確認大学

等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学してい

る当該認定された者を含む。 ）に対して支給するものとする。

2 （略）

3前二項に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
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＜整備政令第1条関係＞

機構法施行令第8条の4関係（省令への委任について）

機構法施行令第8条の2及び第8条の3に定めるもののほか、学i

関し必要な事項は、文部科学省令で定める旨を規定することとする。

学資支給金の支給に
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＜整備政令第2条関係＞

地方税法施行令の一部改正について

私立の大学及び高等専門学校に係る減免費用の支弁については、国は日本私立学校

振興・共済事業団（以下「事業団」 という。 ）を通じて行うこととしている。このた

め、新法の附貝Iにおいて、当該減免費用に係る資金の交付業務を事業団の業務として

位置付けるため、事業団の業務を規定する日本私立学校振興・共済事業団法第23条

に新第4項を設けている。

これに伴い、交付業務に要する固定資産を非課税とするため、新法の附貝ﾘにおい

て、地方税法第348条第2項第13号の改正規定を設けている。

これにあわせて、同号に基づき非課税の対象となる固定資産の範囲について規定す

る地方税法施行令第51条おいても、交付業務が含まれるようにする必要があること

から、同条を改正することとする。

【参照条文】

○日本私立学校振興・共済事業団法（平成9年法律第48号） ※新法附貝I第12条による改正後

（業務）

第二十三条事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、 これ

を財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。

二～十 （略）

2．3 （略）

4事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律

（平成三十一年法律第 号）第十条に規定する減免費用（私立学校である大学及び高等専

門学校に係るものに限る。 ）に充てるための資金（以下この項及び第二十七条において「減免

資金」 という。 ）を交付するために必要な国の資金の交付を受け、 これを財源として、学校法

人に対し、減免資金を交付する業務を行う。

5第一項第三号の規定による助成金の交付は、前事業年度における損益計算上の禾|｣益金に係る

第三十五条第一項に規定する残余の額の範囲内において行うものとする。

○地方税法（昭和25年法律第226号） ※新法附則第10条による改正後

（固定資産税の非課税の範囲）

第三百四十八条 （略）

2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を

有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所

有者に課することができる。

一～十二 （略）

十三日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四

十八号）第二十三条第一項から第三項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定

めるもの

十四～四十四 （略）

3～10 (略）
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＜整備政令第3～5条関係＞

学資支給基金の残余の国庫納付に係る規定について

1 ．規定の趣旨について

本規定は、旧学資支給金に充てるために機構に設けられた「学資支給基金」につ

いて、旧学資支給金の支給終了時に基金に残余があった場合に当該残余を国庫納付

するための手続について定めるものである。

2国庫納付の方法について

基金による事業が終了した場合の国庫納付手続に関する他の独立行政法人におけ

る規定（独立行政法人日本学術振興会法附貝ﾘ第2条の2第4項の規定による納付金

の納付に関する政令（平成26年政令第130号） ）に倣って、本条の規定を定める

こととする。

具体的には、

①国庫納付金の計算書に、最終事業年度（旧学資支給金の支給が終了する日の属

する事業年度）の年度末の貸借対照表及び損益計算書等を添付したものを、最

終事業年度の翌年度の6月30日までに、文部科学大臣に提出し、

②最終事業年度の翌年度の7月10日までに、国庫納付金を納付

することとする。

また、文部科学大臣が上記計算書等を受け取った際に、その写しを財務大臣に送

付すること、上記国庫納付金は一般会計に帰属することを定めることとする。

【参照条文】

○独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令

（平成26年政令第130号）

（国庫納付金の納付の手続）

第一条独立行政法人日本学術振興会は、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項

に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金（以下「国庫納付金」 という。 ）の計

算書に、平成二十五年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の

損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十六年六

月三十日までに、 これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったとき

は、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとす

る。

（国庫納付金の納付期限）

第二条国庫納付金は、平成二十六年七月十日までに納付しなければならない。

（国庫納付金の帰属する会計）

第三条国庫納付金は、一般会計に帰属する。
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＜整備政令附則第2項関係＞

独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部を改正する政令附貝ll第2条第2項の

一部改正について

1 ．改正の必要性

独立行政法人日本学生支援法施行令の一部を改正する政令（平成29年政令第125

号。以下本項目において「平成29年改正政令」 という。 ）では、第一種学資貸与金

の月額について以下の改正がなされた（①②は平成29年4月1日施行、③④は平成

30年4月1日施行） 。

①「自宅通学のとき」 （機構法施行令第1条第1項の表備考第6号）の定義の変

更

②独立行政法人地方独立行政法人が設置する専門学校を国、地方公共団体及び国

立大学法人が設置する専門学校と同様の位置づけとすること

③月額の選択肢の追加

④比較的所得が高い者についての貸与上限額の制限

平成29年改正政令附則第2条第2項及び第3条第2項は、かかる改正に伴い、同

一時点において入学した者の間で、奨学金の申請時期の差によって貸与額に差異が

生ずる不公平が生じないようにするため、それぞれの施行時点において既に在学し

ている者について従前の貸与月額とする経過措置を規定している。

これらの経過措置の内容は、本整備政令第1条による機構法政令第1条の改正に

よって変更する必要がないことから、機構法施行令第1条第1項の表備考第5号が

削除された後においても、平成29年改正政令附則第2条第2項及び第3条第2項に

よる経過措置が引き続き同一の者に適用されるように規定を整備する必要がある。

2改正の内容

平成29年改正政令附則第2条第2項について、 「大学等における修学の支援に関

する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成三十一年政令第 号）

第一条の規定による改正前の」機構法施行令第1条第1項の表備考第5号に規定す

る専門課程に限ることとする旨の改正を行う （平成29年改正政令附則第3条第2項

の「専門課程」の範囲は同政令附貝ﾘ第2条第2項と同一とされている。 ） 。
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【参照条文】

○独立行政法人日本学生支援機構法施行令（平成16年政令第2号）

（第一種学資貸与金の額）

第一条独立行政法人日本学生支援機構法（以下「法」 という。 ）第十四条第一項の第一種学資

貸与金（以下単に「第一種学資貸与金」 という。 ）の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在

学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定

める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。

(略）2 ． 3
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(略） (略）

備考

－－～四 (略）

五 「専門課程」は、特定技術の教授を目的とする専門課程で文部科学省令で定めるものに限

る ○

六・七 （略）



【参考】 「準ずる者」の比較表

贋Q

子ども・子育て支援法施行令 新法施行令

第21条第2項(法第52条第2項の｢準ずる者｣） 第1条第1項(法第フ条第2項第3号の｢準ずる

者｣）

1

巨
万

確認を取り消された事業者において、確認の

取消処分に係る聴聞通知があった日前60日

以内に、次のいずれかであった者

①【法人】その役員等（役員又は使用人であ

って、その事業所の管理者）

②【法人以外】その管理者

１
－
口
写

確認を取り消された設置者が法人である場

合において、確認の取消処分に係る行政手続

法の聴聞通知があった日前60日以内に、設

置者の役員であった者

【法人以外】※規定せず

２
巨
万

密接関連法人（略） ※規定不要

（
ｄ
巨
万

確認の取消処分に係る聴聞通知があった日

から当該処分をする日又は処分をしないこ

とを決定する日までの間に、確認を辞退した

者

２
巨
万

確認の取消処分に係る聴聞通知があった日

から当該処分をする日又は処分をしないこ

とを決定する日までの間に、確認を辞退した

者

４
．
巨
万

立入検査の日から聴聞決定予定日までの間

に、確認を辞退した者

（
◎
巨
万

立入検査の日から聴聞決定予定日までの間

に、確認を辞退した者

医
〕
巨
万

第3号の期間内に確認を辞退した事業者に

おいて、次のいずれかであった者（通知の日

前60日以内）

①【法人】その役員等

②【法人以外】その管理者

如
斗
巨
万

第2号の期間内に確認を辞退した設置者が

法人である場合において、その役員であった

者（通知の日前60日以内）

【法人以外】※規定せず

倉
Ｕ
ロ
言

保育に関し不正又は著しく不当な行為をし

た者

医
〕
ロ
写

負
〕
巨
万

この法律若しくはこの法律に基づく命令又

はこれらに基づく処分に違反した設置者又

はその役員

確認又は減免費用の支弁に関し不正な行為

をした設置者又はその役員



RO

マ
ノ
巨
万

【法人】役貝篝のうちに次のいずれかに該当

する者のあるもの

①第1号に掲げる者（聴聞通知の前60日以

内に役員等【法人】or管理者【法人以外】

であった者）

②第3号に掲げる者（取消処分に係る聴聞通

知の日から処分日等までの間に、確認を辞

退した者）

③第4号に掲げる者（立入検査の日から聴聞

決定予定日までの間に、確認を辞退した

者）

④第5号に掲げる者（第3号の期間内に確認

を辞退した事業者の役員等

つた者）

or 管理者であ

⑤第6号に掲げる者（保育に関し不正又は著

しく不当な行為をした者）

第1条第2項(法フ条第2項第4号の『準ずる者」

である役員）

ク
』
巨
万

第1条第1項第1号に掲げる者

(個人に限る）

第1条第1項第2号に掲げる者

(個人に限る）

第1条第1項第3号に掲げる者

(個人に限る）

第1条第1項第4号に掲げる者

(個人に限る）

※この法律等に違反した役員については、法

第フ条第2項第4号に規定

第1条第1項第6号に掲げる者

(個人に限る）

イ
ー
ロ
写

法に基づく取消処分を受けた者

(個人に限る）

○
○
巨
万

①第1号に掲げる者

②第3～5号に掲げる者

③第6号に掲げる者

※規定せず。



授業料減免･給付型奨学金(平成32年度～)における､学生の家計に関する墓牽 参考資料2

濡基準|麗銅雲興菫講雛鱒慧穂隠零)学学生本人それぞれについて下記の基準式によって算出される額
※子ども･子育て支援法による支援の所得基準

F において控除されているものと同一
、コーー 丘戸

、尚 ｜' （調轄控除十調整額）(調整控課税標準額基準式 6％×＝＝ －

地方税法第313条 (地方税法第314条の6）

税額控除課税標準額 税率(参考)市町村民税所得割額＝ ×

地方税法第313条 ①調整控除(地方税法第314条の6）
②寄付金税額控除(同法第314条の7）

③外国税額控除(同法第314条の8）
④配当割額･株式等譲渡所得割控除(同法第314

条の9）

⑤個人の市民税の配当控除(同法附則第5条）

⑥住宅借入金等特別税控除(同法附則第5条の4）

⑦寄附金税額控除における特例控除額の特例
(同法附則第5条の5）

⑧東日本大震災に係る住宅借入金等特別税控除
の適用期間等の特例

⑨所得割の調整額 ノ

地方税法第314条

の3に定める標準

税率によって定め

る率

･政令市以外:6％

･政令市 吾8％k.政令市 当り
’ 税制上の扶養控除等を勘案することにより、多子世帯等の負担が軽減される。

■■支援額

こ
こ

’ 判定基準区分
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

第1区 全額下記のいずれかを満たす場合(②～④は地方税法により非課税と定め
られている) ：

①基準式によって得られる額(各生計維持者の合計)が0円

分

Kg

資産基準|｜
生計維持者と学生本人の保有資産の合計額

が､下記の資産基準を上回る場合､所得の如

②所得割の非課税限度額※を超えていない(地方税法附則第3条の3）
③生活保護法の規定による生活扶助を受けている。(地方税法第295
条第1号）

④障害者､未成年者､寡婦または寡夫であって､前年の合計所得金額
が125万円を超えない(地方税法第295条第2号）

何に関わらず､支援措置の対象外とする。

基準式によって得られる額(各生計維持者と学生の合算)が25,600円
未満

基準式によって得られる額(各生計維持者と学生の合算)が51,300円
未満

第1区分の

支援額の2/3
第Ⅱ区分 学生本人以外の生計維持者が1人の場合

＝資産の合計1,250万円
学生本人以外の生計維持者が2人の場合

一資産の合計2,000万円
第1区分の

支援額の1/3
第Ⅲ区分

※非課税限度額:前年中の総所得金額等が､下記の金額以下の場合
･控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合： 35万円×(本人･控除対象配偶者｡扶養親族の合計人数)＋32万円以下
･控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合： 35万円以下

画



◆新制度（授業料減免、給付型奨学金）の対象学生数、区分、支援額

※新制度実施:2020年4月～(予定）

全学生（約350万人）の約2割（約75万人） （推計）
I

I I

非課税世帯

(全学生の約1割(推計) ） ※学生数は、高等教育の無償化により、1

氏所得層の進学率（4割）が全世帯のヨI

進学率（8割）まで上昇し、全学年ま
給付型奨学金 で達したと仮定。

住民税非課税世帯に準ずる世帯

（全学生の約1割(推計) ）
《大学の場合》 （年額）

【自宅生】

国公立35万円

私立46万円

【自宅外生】

国公立80万円

私立91万円

※学部を問わず定額支給

1

1
『

’

住民税非課税世帯の学生の2／3又は1／3を

支援し、支援額の段差を滑らかに

一
虻

2/3
授業料減免

、

《大学の場合》 （年額）

国公立54万円

私立70万円

’

￥｛￥｛

※年収は、両親、本人、中学生の家族4人世帯の場合の

目安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なる。1/3

） 2/3 ※実際には、収入評価額(＊)(本人・両親の合算)により
［ ］で示した額に応じて区分する。

(＊）収入評価額＝課税標準額×6％一調整控除一調整額

蕊蕊※学部を問わず一律の上限額
仁

年収目安約270万円 約300万円 約380万円
I非課税I [51,300円］[25,600円］



| 参考資料3(参考） 個人住民税の計算・納付方法

(N+1)年【暦年】(N)年【暦年｝(N-1)年【暦年】
I

明
■

1月頂
。

Ｌ
’
四

Ｌ
ウ図 ~－二（ 年ⅡX(N)ロ

’

届
’
１
１
１

｜

剛年度月職｜攻！
▼I

| I
1

1
ロ
Ⅱ
■
Ⅱ
ロ
Ⅱ
■
Ⅱ
一
■
Ⅱ 咀
胡

N+1年度

I
～
１
句

月4月 10月 f月トー壬4月
$

10月
訂し錘

P’
住民税

判定

年
で
Ｎ (N+1)年度

で区うで区分判定

Ｃ
唾

C住民税は1月1日現在の住所地が課税◆
＜参考＞地方税法

(所得割の課税標準）
前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に1月1日現在の住所地で、住民税は、

対して課税。 、''' ',山~~津!､"･‘勾､~F／第三百十三条所得割の課税標準は、前年の所得について算定し
※1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、 1月1日現在で居住していた市町村 た総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
に全て納付。

（個人の市町村民税の賦課期日）
（例）平成30年8月20日に、A県B市からC県D市に 第三百十八条個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日

，平成30年度の住民税＝平成29年分の所得を基準に（前年課税のルールにより） 、 の属する年の－月一日とする。
平成30年1月1日現在の住所地A県B市から課される。
，平成31年度の住民税＝平成30年分の所得を基準に、平成31年1月1日現在の住所 （普通徴収に係る個人の市町村民税の納期）

地C県D市から課される 第三百二十条普通徴収の方法によって徴収する個人の市町村民

税の納期は、六月、八月、十月及び－月中（当該個人の市町村民

前年の年間の所得を基準に翌年の6月から翌々年の5月まで、あるいは翌年の6月。 税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあっては、六月
8月･ 10月、翌々年の1月（後述も参照）に課税がなされるため、所得税においては 中）において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情が
「年分」 、住民税においては「年度」 という使いわけがなされる。 ある場合においては、 これと異なる納期を定めることができる。

＜参照 https://allabout.co.ip/Rm/Rc/14737/#2 ＞

授業料減免 】



市町村民税所得割の計算の流れ | 参考資料4 1

税率(※1）
利子所得

配当所得

不動産所得

事業所得

給与所得
譲渡所得

一時所得
雑所得

『

総
所
得
金
額

課税総所得金額

(地方税法第三百十四条の三第二項）

6.0%
’
I

課税退職所得金額
(地方税法第三百十四条の三第二項）

退職所得

課税山林所得金額
(地方税法第三百十四条の三第二項）

山林所得

上場株式等に係る課税配当所得等の金額
(地方税法附則第三十三条の二第五項）

上場株式等に係る配当所得等 3.0％

土地等に係る課税事業所得等の金額
(地方税法附則第三十三条の三第五項第一
号）

土地等に係る事業所得等 7.2％

課税長期譲渡所得金額
(地方税法附則第三十四条第四項）

（
調
整
控
除
、
税
額
調
整
措
置
を
含
む
）

税
額
控
除

長期譲渡所得 3.0%

課税短期譲渡所得金額

(地方税法附則第三十五条第五項）
短期譲渡所得 5.4％

一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
(地方税法附則第三十五条の二第五項）

一般株式等に係る譲渡所得等 3.0％
課
税
標
準
額

所
得
控
除
等

所
得
割
額

上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
(地方税法附則第三十五条のこのこ第五項）

上場株式等に係る譲渡所得等 3.0％
＝ 一 一＝ ＝

先物取引に係る課税雑所得等の金額
(地方税法附則第三十五条の四第四項）

先物取引に係る雑所得等 3.0%

特例適用利子等の額
(外国居住者等の所得に対する相互主義によ
る所得税等の非課税等に関する法律第八条第
二項､第十二条第五項､第十六条第二項､第
八条第八項第四号､第十二条第七項､第十六
条第四項）

〆

特例適用利子等 3.0%

特例適用配当等の額
(外国居住者等の所得に対する相互主義によ
る所得税等の非課税等に関する法律第八条第
四項､第十二条第六項､第十六条第三項､第
八条第十一項第四号､第十二条第八項､第十
六条第五項）

特例適用配当等 3.0％

条約適用利子等の額
(租税条約等の実施に伴う所得税法､法人税法
及び地方税法の特例等に関する法律第三条の
この二第十項､第三条のこの二第十一項第四
号）

条約適用利子等

※2
条約適用配当等の額
(租税条約等の実施に伴う所得税法､法人税法
及び地方税法の特例等に関する法律第三条の
この二第十二項､第三条のこの二第十四項第
四号）

条約適用配当等

※1指定都市を除く市町村により課税される場合
※2適用される税率は､各国ごとの租税条約の内容により異なる



今

狸；準産製ﾖEEI諏産列祷調｢家老 参考資料5
抄

局

外)との支援バランスの観点から､無償化措置対象者については、高等教育無償化措置の導入に伴い､中間所衙雇測
併給を調整無利子奨学金の する。

※有利子奨学金は､授業料減免･給付型奨学金の対象者についても､利用額の制限なし。
（月2万円～12万円までの間で選択）

"11
Ｆ
Ｉ
ＬI

一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
「
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

(年収は、両親無利子奨学金 本人・中学生の家族4人
1／3

|｜
▼

世帯の場合の目安。基準を満たす世帯年

収は家族構成により異なる。 ）
1／3

世年収目安
約270万円 約300万円 約380万円 約800万円
〔非課税〕

II

1
云
虹無利子奨学金の貸与額(上限)を制限

く学校種等別貸与額(上限)IPJ>※上限額が3万円以上の場合､学生は2万円もしくは上限額のいずれかを選択可能 (月額、円）

準ずる世帯（減免・給付2/3支援）非課税世帯（減免,・給付満額支援） 準ずる世帯（減免・給付支援額1/3）

無禾l｣子

貸与額
減免十給付

合計

減免十給付

合計

減免十給ｲ寸

合計

華
↑奉
鎮

密可能？

額
減免額 減免額 給付額 密可能額給付額給ｲ寸額減免額

(彩q4”）￥19，500 ￥49，267 ￥' ￥14，883;、 ￥9，800 ￥24，683￥29，200 ￥73，850 ￥29，767自宅 ¥45,000 ¥44，650

国公方
(¥Zagmノ大

学

半、 ￥29，767 ￥44，500 ￥74，267 ¥り ￥14，883 ¥22,300 ￥37，183自宅外 ¥66,700 ￥111，350¥51,000 ¥44，650

¥ひ (=ZMノ￥39，167 ￥25，600 ￥64，767 ￥19，167 ¥12,800 ￥31，967￥り自宅 ¥58，333 ￥38，300 ￥96，633¥54,000
私立
自宅外 知 (¥Z96Dの￥り ￥39，167 ￥50，600 ￥89，767 ￥19，167 ￥25，300 ￥44，467￥134，133￥58，333 ￥75，800￥64，000

=

(冠”の¥19,500 ￥41，167 ¥10,833 ¥20，633 (…卒”ノ￥ひ ￥21，667 ￥9，800自宅 ￥61，700￥45，000 ￥32，500 ￥29，200

国公立
(¥ZZ90の￥44，500 ￥66，167 ￥ひ ￥10，833 ￥22，300:ドひ ￥21，667 ￥33，133自宅外 ￥66，700 ￥99，200短

大
￥51，000 ￥32，500

(＝7Dの” ￥34，167 ￥25，600 ￥59，767 ￥ひ ￥17，500 ¥12,800 ￥30，300自宅 ￥38，300 ￥89，967￥51．667¥53,000
私立

(¥ZZ麺の知 ￥42，800自宅外 ￥127，467 :ドひ ￥34，167 ¥50,600 ￥84，767 ¥17，500 ¥25,300￥51．667 ￥75，800¥60,000

P (1@a…ノ (…”の (¥垂60の￥12，417￥24，733自宅 ￥37，050 ￥13，033 ￥11，700 ￥6，517 ￥5，900¥45,000 ￥19．550 ￥17，500

国公方
(¥Z易勿の (faaZOの高

専

￥35，833 ￥17．917知 ￥22，800 ￥6，517 ￥11．400自宅外 ￥53，750 ¥13，033￥34，200￥51，000 ￥19，550

(霜500の￥17，800 ￥56，967 :ドひ ￥19，167 ￥28，067￥ひ自宅 ￥85，033 ￥39，167 ￥8，900￥26，700¥53,000 ￥58，333

私立
(…a0の自宅外 ￥68，067 知¥ひ ￥28，900 ￥19，167 ￥33，667￥14，500￥101，633 ￥39，167¥43，300¥60,000 ￥58，333

" (¥Za…ノ" (¥Z,9"ノ (¥”6Dの￥28，767自宅 ￥9，267 ￥19，500 ￥4，633 ¥9,800 ￥14，433¥43,100￥29，200¥45,000 ￥13，900
専
門
学
校

国〃､古
("Zmノ￥53，767¥ひ 知自宅外 ￥9，267 ￥44，500 ￥4，633 ￥22，300 ¥26，933￥80，6(〕0¥51,000 ￥66，700￥13，900

(窪6pの知:ドひ ￥58，100 ￥29，467自宅 ￥87，467 ￥32，500 ￥25，600 ￥16，667 ￥12，800￥38，300
で

￥49，167¥53,000
私立

(¥ZaZOの自宅外 :師 ￥83，100 知￥124，967 ￥50，600 ￥16，667 ￥25，300 ￥41，967¥75，800 ￥32，500￥49，167¥60,000

給付型奨学金

■



無利子奨学金併給調整額の考〃

｡

え方

I

｜
1

1

(私立大学)授業料が70万円未満の場合(私立大学)授業料が70万円以上の場合

私立A大学(授業料90万円）

自宅生； 【準ずる1/3区分】
私立B大学(授業料60万円）

自宅生； 【準ずる1/3区分】

無利子奨学金

利用可能額／ 、 無利子奨学金(現行）

貸与上限額64.8万円(=5.4万円×12カ月）

■鰯F~ 鰯 減免上限額＋給付額

23.5万円十14万円＝37.5万円
卯
万
円

60授給付額

14万円 業
料
万
円

給付
14万閏

｜
無利子奨学金利用可能額

一律27.3万円

無利子奨学金利用可能額

一律27.3万円

1/3
区
迺減免額

、 減免額
20万円

23.5万円

－

＜授業料減免又は紛付型奨学金いまれか一方のみ受給する場合＞

無利子奨学今

上限額貸与

いずれか一方のみ受給の場合も、

無利子奨学金の利用可能額は

両方受給している場合と同額とする。口給付

一
ｌ
ｂ
Ｉ
‐
卜

’
①学生が申請しないことを選択

②他制度による受給に伴い併給制限
③留学中の国内授業料支払いがない
④学校側の不正により減免補助金なし

減免



大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う
関係政令の整備及び経過措置に関する政令案

（説明要旨）

この政令案は、大学等における修学の支援に関する法
律の施行に伴い、独立行政法人日本学生支援機構法施行
令その他の関係政令の規定の整備を行うとともに、学資支
給基金に係る国庫納付の手続その他の必要な経過措置を定
めるものであります。

(政令案の概要）

1．改正の内容
（1）独立行政法人日本学生支援機構法施行令の改正

①学資支給金の支給等を受けた場合における第一種学資貸与金の額
独立行政法人日本学生支援機構法第17条の2第1項に規定する学資支給金又
は大学等における修学の支援に関する法律（以下「支援法」 という。 ）第8条

第1項の規定による授業料の減免を受ける者に対する第一種学資貸与金の額は、
第一種学資貸与金の貸与可能上限額から当該者に係る学資支給金の額と授業料
の減免の上限額との合計額を控除した額を上限とする。
②学資支給金の額
（ア）学資支給金の額は、学資支給金を受ける者（以下「支給対象者」 とい
う。 ）に係る支給額算定基準額に応じて、 (a)学校等及び通学形態の区
分に応じた支給額、 (b)当該支給額の3分の2の額又は(c)当該支給
額の3分の1の額とする。

（イ）①の支給額算定基準額とは、支給対象者及びその生計を維持する者につ
いて、地方税法の規定による市町村民税に係る課税総所得金額等の合計額

から同法の調整控除の額等を控除した額とする。
（2）学資支給金の支給の期間
独立行政法人日本学生支援機構は、以下の①又は②に該当する支給対象者に対
して、それぞれ①又は②に定める月数を限度として、学資支給金の支給を行うも
のとする。

①過去に学資支給金の支給を受けたことがない者支給対象者がその在学する
確認大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数

②過去に学資支給金の支給を受けたことがある者のうち編入学した者等支給
対象者がその在学する確認大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期

間の月数（当該月数と過去に学資支給金の支給を受けた期間の月数とを合算し
た月数が72月を超える場合には、 72月から当該過去に学資支給金の支給を受け

た期間の月数を控除した月数）

（3）その他必要な事項を定める。
経過措置の内容2．経過措置の内容

支援法附貝ﾘ第6条第4項に規定する学資支給基金の残余があるときの国庫納付の手
続その他必要な事項を定める。
3．施行期日

支援法の施行の日 （令和2年4月1日から施行予定）



規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
四
項
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
第
十
七
条
の

政
令
第
号

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次

二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の

内
閣
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
同
法
附
則
第
六
条

第
二
章
経
過
措
置
（
第
三
条
’
第
五
条
）

第
一
章
関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
・
第
二
条
）

附
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

貝I
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

第
一
章
関
係
政
令
の
整
備

－ 1 －



第
一
条
の
二
大
学
、
高
等
專
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は
專
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通

項
第
一
号
の
表
を
除
き
、
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
五
号
を
削
り
、
同
表
備
考
第
六
号
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第

第
一
号
の
表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
同
表
」
を
「
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中
「
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と
い
う
。
）
」
を
削

八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
五
号
と
し
、
同
表
備
考
第
七
号
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
を

り
、
「
第
六
条
」
の
下
に
「
及
び
第
八
条
の
二
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
四
号
中
「
含
む
（
」
の
下
に
「
第
八
条
の
二
第
一

」
を
「
又
は
公
立
大
学
法
人
」
に
改
め
、
同
表
專
修
学
校
の
項
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
」

「
次
条
」

「
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
を

信
教
育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
表
高
等
専
門
学
校
の
項
中
「
及
び
公
立
大
学
法
人

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

に
、

「
月
額
」
を
「
額
」
に
、
「
年
当
た
り
」
を
「
そ
の
年
当
た
り
」
に
改
め
る
。

く
を
「
第
八
条
の
二
第
一
項

－2－



表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同

項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応

け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門
学
校
の

法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受

金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
支
援

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額

二
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号

一
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け

に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額

－3－



２
機
構
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受
講
者
の
う
ち
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受

げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

び
授
業
料
減
免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
年
当
た
り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲

け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及

二
一
三
○
、
○
○
○
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支
援
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基

一
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

た
額
）

学
生
又
は
生
徒
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

を
乗
じ
た
額
）
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
○
、
○
○
○
円
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該

4－



く

第
八
条
の
二
学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
学
資
支
給
金
を
受
け
る
者
（
以
下
「
支
給
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
の
各

額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

第
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号
に
掲
げ
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る

’
一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

（
学
資
支
給
金
の
額
）

め
る
額

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

’
三
○
、
○
○
○
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
又
は
公
立
大
学
法

人
が
設
置
す
る
大
学

私
立
の
大
学 区

分

自
宅
通
学
の
と
き
一
三
八
、
三
○
○
円

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

月

額

信

0一
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－

七
五
、
八
○
○
円

q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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専
修
学
校

私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学

法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学

校

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

七
五
、
八
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

高
等
専
門
学

校

私
立
の
高
等
専
門
学
校

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学

校
機
構
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
高
等
専
門

学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

四
三
、
三
○
○
円

二
六
、
七
○
○
円

三
四
、
二
○
○
円

一
七
、
五
○
○
円



２
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十

さ
れ
て
い
た
者
若
し
く
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託

三
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

入
所
し
て
い
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
居
住
に
要
す
る
費
用

二
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

に 一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
又
は
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

つ
き
学
資
支
給
金
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、

｜
「
大
学
」
に
は
、
専
攻
科
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
を
除
く
。
）
及
び

別
科
を
含
ま
な
い
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
・

二
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
を

含
む
。

－7－



二
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に

’
一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

－8－

専
修
学
校

私
立
の
専
修
学
校

’

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行

政
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

高
等
専
門
学

校

私
立
の
高
等
専
門
学
校

’

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
又
は
公
立
大
学

法
人
が
設
置
す
る
高
等
専
門
学
校

大
学

私
立
の
大
学

’

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学

区

分

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

三
五
、
○
○
○
円

二
五
、
八
○
○
円

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

月

額



４
前
三
項
に
規
定
す
る
「
支
給
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
支
給
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
第
一
号

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、

者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
年

合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
支
給
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
学
資
支
給

第
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
支
給
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る

三
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
一
七
、
○
○
○
円

に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円

に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

三
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

二
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
三
四
、
○
○
○
円

一
一
○
○
円
未
満
五
一
、
○
○
○
円
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合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

地
に
住
所
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の

金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下
こ
の

一
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す

長
期
譲
渡
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五

項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
税

十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五

る
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課

四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三

- 10-



律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
こ
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第
十
一
項
第
四
号
の
規
定
に

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
八
項
第
四
号

十
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
八
項
及
び
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第

税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六

十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第

び
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
二
第

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及

り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
並
び

れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及
び
外
国
居
住
者
等

に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項

（
同
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

- 11-



５
支
給
対
象
者
が
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四

度
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

校
又
は
専
修
学
校
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
資
に
係
る
給
付
等
で
あ
っ
て
学
資
支
給
金
の
額
を
調
整
す
る

給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
を
限

十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学

必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支

二
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
六
及
び
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
課
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
よ
り
当
該
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

－ 12－



ク

第
八
条
の
三
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度

と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又

一
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修

等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に

業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高

定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
当
該
月
数
と
当
該
支
給
対
象
者
が

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間
の
月
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
去
支
給
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）

る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で

は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す

と
を
合
算
し
た
月
数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
支
給
期
間
月
数
を
控
除
し
た
月
数
）

は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し
た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の

－ 13－



第
三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
四
項
に
規

第
二
条
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
最
終
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
国
庫
納
付
金
の
計
算

定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
同
条
第

項
第
三
号
又
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
四
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
文
部
科

一
項
に
規
定
す
る
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
最
終

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
一
条
中
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
又
は
第
三
項
第
三
号
」
を
「
、
第
三

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
二
章
経
過
措
置

- 14-



P

第
四
条
国
庫
納
付
金
は
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
国
庫
納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

２
文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

１
こ
の
政
令
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
の
一

学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
写
し
を
財
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
期
限
）

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

（
施
行
期
日
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

附

貝ll

－ 15－



政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え

る
○

附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
専
修
学
校
（
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

- 16-



旬

関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
学
資
支
給
基
金
に
係
る
国
庫
納
付
の
手
続
そ
の
他
の
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
そ
の
他
の

理
由

－ 17－



W

（

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
・
…
：
：
：
：
：
：
．
：
。
…
：
．
．
…

３

○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
．
：
．
．
：
…
…
：
：
：
：
．
：
．
：
…
．
．
：
：
．
…
：
…
・
…
…
：
…
．
：
：
：
：
．
：
…
．
：
：
：
．
．
…
：
１

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
．
：
：
：
…
：
…
：
：
．
：
．
・
・
・
：
．
：
．
．
…
：
．
．
：
：
：
．
．
：
：
．
：
…
：
．
：
．
．
：
…
：
：
１

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
表
目
次

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

14



辻

画

、

ノ

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単
に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。

）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に

掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

改

正

案

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単
に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。

）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に

掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

現

行

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－ 1

大
学

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

／へ

略
、一

へ

略
一

〆へ

略
一

へ

略
一一

へ

略
一一

へ

略
一

へ

略
～一

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法

人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行

政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第

六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学

←、

略
一

へ

略
一

へ

略

へ

略
一

区
分

月
額

大
学

へ

略
一

へ

略
一

ヘ

略
一

へ

略
、一

〆ヘ

略
～一

〆へ

略
、一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

ヘ

略
一

へ

略
一

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法

人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行

政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第

六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

区
分

月
額



今

’
校 専
修
学

高
等
專

門
学
校

へ

略
一

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行

政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い

う
。
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
及
び
第
二

項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
国
立
大
学

法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政

法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
設
置
す
る
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
限
る
。
附

則
第
十
一
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
．
）

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法

人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
又

は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

高
等
専
門
学
校

曙
へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一 ー

〆ヘ

略
、一

へ

略
一

〆一、

略
一

／へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一一

へ

略
一

ヘ

略
一

ヘ

略
一

へ

略
一

ヘ

略
一

へ

略
一

へ

略
一一

令

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
一

へ

略
一

〆へ

略
一

へ

略
、一

ゲヘ

略
、一

へ

略
一

〆ヘ

略
一一

へ

略
一

へ

略
～一

校 専
修
学

高
等
専

門
学
校

へ

略
～一

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法

人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
及

び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

高
等
専
門
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行

政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い

う
。
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

）
、
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
同
表
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に

限
る
。
附
則
第
十
一
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同

じ
O

ー

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
、ノ

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
一

へ

略
一

へ

略
一一

へ

略
一
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亀

２
（
略
）

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
教
員
に

面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講
者
」
と
い
う
。

ｌ

）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄

備
考一

「
大
学
」
に
は
、
別
科
（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、
保
守
又
は
操
作
、

製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養
の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
職
業
に
必
要
な
技
術
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科

学
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と
い
う
。
）
を

の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
・

’六
「
自
宅
外
通
学
の
と
き
」
と
は
、
前
号
の
自
宅
通
学
の
と
き
以
外
の
と

五
「
自
宅
通
学
の
と
き
」
と
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
と
同
居

す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
い
う
（
第
八
条

Ｏ
）
Ｏ

二
・
三
（
略
）

四
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」

第
一
項
第
一
号
の
表
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
・

（
削
る
）

き
を
い
う
（
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

除
く
。
）
を
含
ま
な
い
（
第
六
条
及
び
第
八
条
の
二
を
除
き
、
以
下
同
じ

に
は
、
専
攻
科
を
含
む
（
第
八
条
の
二

２
（
略
）

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
教
員
に

面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
第
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講

ｌ

者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

備
考一

「
大
学
」
に
は
、
別
科
（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、
保
守
又
は
操
作
、

製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養
の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ

の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
・

’七
「
自
宅
外
通
学
の
と
き
」
と
は
、
前
号
の
自
宅
通
学
の
と
き
以
外
の
と

部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。

六
「
自
宅
通
学
の
と
き
」
と
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
と
同
居

す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
い
う
（
第
八
条

’五
「
専
門
課
程
」
は
、
特
定
技
術
の
教
授
を
目
的
と
す
る
専
門
課
程
で
文

い
う
。
）
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
含
ま
な
い

（
第
六
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
・

二
・
三
（
略
）

四
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
専
攻
科
を
含
む
（
以
下
同
じ
。

）
○

き
を
い
う
（
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

ら
に
類
す
る
職
業
に
必
要
な
技
術
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と

－3－



伊

←

第
一
条
の
二
大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は

該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高

律
第
八
号
。
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料

専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

二’ 定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ

う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法

ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給
金
」
と
い

若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
年
当
た
り

の
合
計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種
別
及
び
通

学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る

の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円

よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施

仁
易
参
八

、
年
当
た
り
の
合
計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の

種
別
及
び
通
学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

表
大
学
の
項
下
欄
若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

（
新
設
）
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21
二’ 一’ 減

免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
年
当
た

給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額

り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回

を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及
び
授
業
料

る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
○
○
○
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の

掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
○

第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に

端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

機
構
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受
講
者
の
う
ち
学
資
支

り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
）
を
十
二

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

に
切
り
上
げ
た
額
）

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
○
、
○
○
○
円
。
以

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に

は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又

で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円

特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ

一
三
○
、
○
○
○
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支
援
法
施
行
令
第
二
条

凡
一
兀
牢
政
へ
祠
鐺

Ｈ
石
ｔ
に
叺
産
《
送
宋
一
百

×
厘
陛
汁
陸
堅
嚇

（
新
設
）
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第
八
条
の
二

一 象
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
区
分
に
応

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

》

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円

（
学
資
支
給
金
の
額
）

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

’
高
等扇

大
学

学
校
一
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

’
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に

高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
一
自
宅
外
通
学
の
一
三
四
、
二
○
○
円

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法

び
第
五
学
年
に
限
る
。
以
下
こ

人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
又

私
立
の
大
学

す
る
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法

人
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置

く

学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
学
資
支
給
金
を
受
け
る
者
（
以
下
「
支
給
対

区

し
巳
巽
ご

き
シ
」
妻
ご

き 山
」
髪
」

き’自
宅
通
学
の
と

自
宅
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

自
宅
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

分

！ ’
七
五
、
八
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

’
七
、
五
○
○
円

二
八
、
三
○
○
円

’
月

額

第
八
条
の
二
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

’
額
と
す
る
。

掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

四
項
に
お
い
て
「
支
給
対
象
校
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に

に
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
（
第

扇’
I

高
等

｜学
校
一
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
高
等
専

大
学

（
学
資
支
給
金
の
額
）口

大
学

年
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
及
び
次
一
刎
釧
剴
司

門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
一
自
詞
釦
当
画
判
一
三
○
、
○
○
○
円

国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
及
び
公

地
方
公
共
団
体
へ
独
立
行
政
法
人

私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人

及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

区

分１
と
当
●

自
宅
外
通
学

の
シ
」
き
」 口

自
宅
通
学
の

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
と
き

と
き
自
宅
通
学
の

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

月
額

－6



三 二

’
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗

じ
た
額

備
考

専
修

学
校二

五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分

一
「
大
学
」
に
は
、
専
攻
科
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短

期
大
学
の
専
攻
科
を
除
く
。
）
及
び
別
科
を
含
ま
な
い
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
・

二
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
を
含
む
。

私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行

政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は

地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す

る
専
修
学
校

私
立
の
高
等
専
門
学
校

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

自
宅
外
通
学
の

と
き

き’ １
と
主
ご

き’ 自
宅
通
学
の
と

自
宅
外
通
学
の

上
」
巽
己

き’ 自
宅
通
学
の
と

自
宅
通
学
の
と

自
宅
外
通
学
の

七
五
、
八
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
六
、
七
○
○
円

四
三
、
三
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

３
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

２
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
が

表
の
大
学
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
当
た
り

欄
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
各
項
の
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
又
は
国
若
し
く
は
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

に
在
学
す
る
者
が
授
業
料
の
減
免
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
学
資

の
合
計
額
が
五
○
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種
別
及
び
通

専
修

学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政

法
人
、
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方

独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
修

学
校

私
立
の
専
修
学
校

項
に
お
い
て
同
じ
。
）

私
立
の
高
等
専
門
学
校

自
宅
外
通
学

自
宅
通
学
の

の
と
き

自
宅
通
学
の

の
し
」
き

自
宅
外
通
学

自
宅
通
学
の

の
と
き

と
き

と
き

と
き

自
宅
外
通
学

三
○
、
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

四
○
，
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円
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2
一’ 端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の

も
の
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
そ

に
要
す
る
費
用
に
つ
き
学
資
支
給
金
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者
若
し
く
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置

十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
居
住

る
者
又
は
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

支
給
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二

の
一
を
乗
じ
た
額

’ 鼠’ ’
高
等

学
校

大
学 一

○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専

門
学
校
機
構
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

高
等
専
門
学
校

私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
又
は
公
立
大

学
法
人
が
設
置
す
る
大
学

区

分

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

二
五
、
八
○
○
円

月
額

41
定
め
る
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
支
給
対
象
校
に
入
学
し
た
月
に
支
給
さ

機
構
の
定
め
る
額
に
そ
れ
ぞ
れ
二
四
○
、
○
○
○
円
を
加
え
た
額
と
す
る

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

れ
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
各
項
の
下
欄
又
は
前
二
項
の

号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護

学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者
又
は
同

支
給
対
象
校
に
在
学
す
る
者
（
そ
の
者
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て

8



4 31
三’ 二’ 一’ 三’ 二

一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗

）
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則
第
三
条
の
三
第
四
項

数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
支
給
対
象
者
又

計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除

は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
、

る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者

じ
た
額

前
三
項
に
規
定
す
る
「
支
給
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
支
給
対
象
者
及
び
そ
の
生

大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
支
給
対
象
者
に
対
す

の
一
を
乗
じ
た
額

専
修

学
校二

五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
一
七
、
○
○
○
円

二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分

一
○
○
円
未
満
五
一
、
○
○
○
円

’
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
三
四
、
○
○
○
円

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立

大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す

る
専
修
学
校

私
立
の
専
修
学
校

私
立
の
高
等
専
門
学
校

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

三
五
、
○
○
○
円
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一’ 住
所
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し

に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に

て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な

式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四

市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得

得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所

金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
、

得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得

金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条

十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第

所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡

附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
、
同
法

象
者
又
は
そ
価

言
で
あ
る
場
△
ロ

学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る

月
が
工
円

附
辻
勺
す
る
音
が
竺
子
資
古

月
ま
て
匪
月
て
方

）
日
判
父
雇
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二’
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定

得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
二

方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

す
る
指
定
都
市
に
よ
り
当
該
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及
び
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所

後
の
金
額
）
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地

等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
十
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
八
項
及
び
第
十
六

た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

後
の
金
額
）
及
び
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当

た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

の
六
及
び
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
（
地
方
自
治
法

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用

の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第
十
一
項
第
四
号

子
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
八
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
十
六

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定

学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条

- 11 -
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51第
八
条
の
三
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て

、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と

Ｉ
す
る
。

一’ 支
給
金
の
額
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

修
学
校
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
資
に
係
る
給
付
等
で
あ
っ
て
学
資

練
受
講
給
付
金
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専

給
金
の
額
を
限
度
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て

は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）

支
給
対
象
者
が
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す

学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が

同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
課
さ
れ
る
者
に
つ
い

月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高
等
専
門

そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の

な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲

て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要

二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令

で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
当
該
支
給
対
象
者
が

（
新
設
）

- 12-



ク

第
八
条
の
四
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な

二’事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

数
を
控
除
し
た
月
数
）

月
数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
支
給
期
間
月

月
数
と
当
該
支
給
対
象
者
が
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間
の
月
数

た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の
在
学
す

百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し

る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
当
該

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
去
支
給
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）
と
を
合
算
し
た

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第

（
新
設
）

- 13-



○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－ 14－

（
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の
固
定
資
産
）

第
五
十
一
条
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

と
す
る
。

一
事
業
団
が
事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は

第
十
号
、
第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資

産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
・
ロ
（
略
）

一

一

●

一

一

一

へ

略
蜂"

改
正
案

（
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の
固
定
資
産
）

第
五
十
一
条
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

と
す
る
。

一
事
業
団
が
事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は

第
十
号
又
は
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
・
ロ
（
略
）

一

一

●

一

一

一

へ

略
…

現
行



ク

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－ 15－

附
則

（
経
過
措
置
）

第
二
条
（
略
）

2

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
大
学
等
に
お

け
る
修
学

の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置

に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
五
号
に

規
定
す
る
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
者
（
大
学
又
は
専
修
学

校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

○

）
に
係
る
施
行
日
以
後
の
貸
与
契
約
に
よ
る
当
該
在
学
中
の
第
一
種
学
資
貸
与
金

の
月
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

改
正
案

附
則

（
経
過
措
置
）

第
二
条
（
略
）

2

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
、
高
等
専
門
学
校
叉
は
専
修
学
校
（
独
立
行
政
法

人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
専

門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
者
（
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て

通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

施
行
日
以
後
の
貸
与
契
約
に
よ
る
当
該
在
学
中
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

現
行
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、

長官・次長御指摘事項への対応に係る資料について（補足）

令和元年5月 2 9 日

文部科学省高等教育局

高等教育段階の教育費負担軽減

新制度プロジェクトチーム

長官・次長の御指摘への対応として今回御提出させていただく資料について、以下の通り

補足いたします。

1．整備政令による機構令改正について（長官御指摘事項）

長官からの御指摘を踏まえ、独立行政法人日本学生支援機構法施行令（平成16年政令第

2号。以下「機構令」 という｡）において大学等を設置する各設置主体を並列して規定する

際、各設置主体を「又は」でつなぐこととした。

一方、機構令附則第11条第1項においては、同令附則第13条による廃止前の日本育英会

法施行令（昭和59年政令第253号。以下「旧育英会法施行令」 という。）において大学等を

設置する各設置主体を「及び」を用いて並列して規定する条文（旧育英会法施行令第2条第

項）の読替を「及び」を用いて規定している。

しかし、

1

①読替前の旧育英会法施行令第2条第1項においては､読替対象ではない部分も含めて

「及び｣が用いられているが、旧育英会法施行令と機構法施行令は別個の政令であり（機

構法施行令は旧育英会法施行令の全部改正ではなく、新規の政令として制定された｡）、

旧育英会法施行令の中での表記の平灰をとる必要があること。

②読替の対象である旧育英会法施行令第2条第1項は第一種学資金の貸与月額を規定

するものであるが、独立行政法人日本学生支援機構法（平成16年法律第94号。以下

「機構法｣という｡）附則第15条による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号）

に基づく第一種学資金の貸付は､独立行政法人日本学生支援機構の成立の日の属する年

度の翌年度より前に高等学校等に入学した者を対象としているものである（機構法附則

第14条第1項）から、今後新たに旧育英会法施行令第2条第1項を読み替えて適用す

る可能性は事実上存在しないこと

いった理由から、機構法施行令附則第11条第1項については、各設置主体を「及び」で

なぐ改正をしない（現状のままとする） こととしたい。

Ｌ
一
つ

、

、機構令第8条の2第1項柱書の修正について（御指摘外の事項）

前回提出時、整備政令第1条による改正後の機構令第8条の2第1項柱耆において、 「次

各号に掲げる学資支給金を受ける者（以下「支給対象者」 という｡）に係る支給額算定基

2

の

1



、

〃

準額の区分に応じ､」 と規定していた。一方、同条第2項柱書では「支給対象者に係る支給

額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ､」 と、新法施行令第2条第1項柱書では「授

業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ､」 と規定してい

た。

そこで、下記用例（前回提出時の新法施行令の用例集12頁に掲載）も踏まえ、後者の構

文に統一することとし、改正後の機構令第8条の2第1項柱書を修正することとしたい。

【用例】 「○○の次の各号に掲げる区分に応じ」

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法

律第二十九号）

（住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例）

第十三条の二 （略）

2～5 （略）

6前項ただし書の控除限度額は､個人が再建特例適用年において有する租税特別措置法

第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該

各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。

一再建住宅借入金等の金額第四項に規定する控除限度額

二認定住宅借入金等の金額租税特別措置法第四十一条の二第二項第二号に定める金

額

三前項第二号ハに掲げる他の住宅借入金等の金額租税特別措置法第四十一条の二第

二項第三号に定める金額

7． 8 （略）

＜参照条文＞

○独立行政法人日本学生支援機構法施行令

附則

（業務の特例に関する経過措置）

第十一条法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については､ |日育英会法施行

令(附貝ﾘ第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭和五十九年政令第二百五

十三号)をいう。以下同じ。 ）第二条第一項(高等学校及び専修学校の高等課程に係る部分

に限る。 ）、第六条第一項及び第三項、第七条並びに第八条の規定は、附則第十三条の規

定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 ｜日育英会法施行令第二条第一

項の表中「国立及び公立の高等学校」 とあるのは「地方公共団体及び国立大学法人法(平

成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する高等学校」と、

「国立及び公立の専修学校」 とあるのは「国、地方公共団体及び国立大学法人法第二条第

一項に規定する国立大学法人が設置する専修学校」と、旧育英会法施行令第六条第三項及

び第八条第三項中「育英会」 とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」 とする。

2． 3 （略）

2



○

、

． （日本育英会法施行令の廃止）
第十三条日本育英会法施行令は、廃止する。

○日本育英会法施行令

（第一種学資金の月額）

第二条法第二十二条第一項の第一種学資金（以下「第一種学資金」 という｡）の月額は、

次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について､同欄に掲げる学校等及び通学形態の区

分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2 （略）

○独立行政法人日本学生支援機構法

附則

（業務の特例等）

第十四条機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、旧育英会法第二十一条第一

項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務のうち、高等学校（中等教育学校の後期

課程及び特別支援学校の高等部を含む｡）又は専修学校の高等課程の生徒（機構の成立の

日の属する年度の翌年度以降にこれらの学校に入学する者を除く。）に対する|日育英会法

第二十二条第一項に規定する第一種学資金に係る業務を行う。

2． 3 （略）

（日本育英会法の廃止）

第十五条日本育英会法は、廃止する。

○日本育英会法

（業務）

第二十一条育英会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一学資の貸与

二～四 （略）

3

区分 月額

高等学校 国立及び公立の高等学校

私立の高等学校

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略） (略）

専修学校 国立及び公立

の専修学校

私立の専修学

校

高等課程

専門課程

高等課程

専門課程

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

備考 （略）



▽

け

2 （略）

（学資の貸与）

第二十二条前条第一項第一号の規定により学資として貸与する資金（以下「学資金」とい

う｡）は、無利息の学資金（以下「第一種学資金」 という｡）及び禾|｣息付きの学資金（以下

｢第二種学資金」 という｡） とする。

(略）2～6

4



大学等における修学の支援に関する法律施行令案及び

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係

政令の整備及び経過措置に関する政令案

内閣法制局長官・次長御指摘事項御説明資料

平成31年5月文部科学省高等教育局

高等教育段階の教育費負担軽減新制度プロジェクトチーム
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「地方公共団体、国立大学法人及び公立大学法人が設置する大学」等の規定に

おいて、 「及び」から「又は」へ修正することについて（支援法施行令案第2

条第1項第1号の表等関係）

1． 「及び」から「又は」へ修正することについて

授業料減免の額の上限額を定める、大学等における修学の支援に関する法

律施行令案（以下「支援法施行令案」 という。 ）第2条第1項第1号の表に

おいて、前回案では「地方公共団体、国立大学法人及び公立大学法人が設置

する大学」 と大学を設置する各設置主体を「及び」でつなげていた。

しかしながら、 この「大学」は各授業料減免対象者が在学するそれぞれの

大学を指し示すものであるため、下記の用例も踏まえ、 「及び」ではなく

「又は」でつなぎ、 「地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置

する大学」 と修正することとしたい（関係する条項における規定ぶりとの関

係についての検討は下記2．及び3．参照。 ） 。

なお、 このように修正が必要となる箇所としては、以下の箇所がある。

・同表の大学の項、短期大学の項、高等専門学校の項及び専修学校の項

・大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備

及び経過措置に関する政令案（以下「整備政令案」 という。 ）第1条

による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法施行令（平成16年政

令第2号。以下「改正後機構令案」 という。 ）第8条の2第1項第1

号の表大学の項、高等専門学校の項及び専修学校の項並びに同条第2

項第1号の表大学の項、高等専門学校の項及び専修学校の項

この他、新たに改正する箇所として、以下の箇所がある。

・独立行政日本学生支援機構法施行令（以下「機構令」 という。 ）第1

条第1項の表大学の項、高等専門学校の項及び専修学校の項

【用例】設置者に係る語を「又は」でつなぐ例

○高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成22年政令第102号）

（支給限度額の加算）

第四条法第五条第二項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学

校等とする。

一 （略）

二独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高

等専門学校（第一学年から第三学年までに限る。 ） ､

三 （略）

2 （略）

2．大学等における修学の支援に関する法律の規定との関係について

大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第8号。以下「支

1



援法」 という。 ）第10条第1号において、前回案の支援法施行令案第2条第

1項第1号の表と同様に「及び」で規定している箇所がある。

支援法第10条各号は、授業料等減免に要する費用が生じる学校とその費用

負担者について規定しており、第1号では、専門学校について、国は、国、

国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校すべてについて費用負担

を行うことを規定するものであるため、 「国、国立大学及び独立行政法人が

設置する専門学校」 としているものである。

3．機構令附則第11条第1項の規定ぶりとの関係について

機構令附則第11条第1項においては、同令附貝ll第13条による廃止前の日本

育英会法施行令（昭和59年政令第253号。以下「旧育英会法施行令」 という。 ）

において大学等を設置する各設置主体を「及び」を用いて並列して規定する

条文（旧育英会法施行令第2条第1項）の読替を「及び」を用いて規定して

いる。

しかし、

①読替前の旧育英会法施行令第2条第1項においては、読替対象ではな

い部分も含めて「及び」が用いられているが、 旧育英会法施行令と機構

法施行令は別個の政令であり （機構法施行令は旧育英会法施行令の全部

改正ではなく、新規の政令として制定された。 ） 、 旧育英会法施行令の

中での表記の平灰をとる必要があること。

②読替の対象である旧育英会法施行令第2条第1項は第一種学資金の貸

与月額を規定するものであるが、独立行政法人日本学生支援機構法（平

成16年法律第94号。以下「機構法」 という。 ）附則第15条による廃止前

の日本育英会法（昭和59年法律第64号）に基づく第一種学資金の貸付は、

独立行政法人日本学生支援機構の成立の日の属する年度の翌年度より前

に高等学校等に入学した者を対象としているものである （機構法附則第

14条第1項）から、今後新たに旧育英会法施行令第2条第1項を読み替

えて適用する可能性は事実上存在しないこと

といった理由から、機構法施行令附則第11条第1項については、各設置主

体を「及び」でつなぐ改正をしない（現状のままとする） こととしたい。

2



【参考】機構令附則第ll条第1項による旧育英会法施行令第2条第1項の表の

読替表

3

読替後 読ラ春前

(第一種学資金の月額）

第二条法第三十二条第一項の第一種学資

金（以下「第一種学資金」 という。 ）の

月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在

学する者について、同欄に掲げる学校等

及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同

表の下欄に定める額とする。

等専

学校

‐

今学

から

三学

まで

第一学

年から

第三学

年まで '㈹| ，列

区分 月額

言等学

交

一
帯
》
私立の高等学校

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

大学 国立及び公立の

大学

私立の

大学

学部

短期大

学

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略） (略）

(略）

(略）

(略）

(略） (略）

(略） (略）

第四学

年及び

第五学

年

(略）

(略）

(略）

(略）

(略） (略）

(第一種学資金の月額）

第二条法第二十二条第一項の第一種学資

金（以下「第一種学資金」 という。 ）の

月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在

学する者について、同欄に掲げる学校等

及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同

表の下欄に定める額とする。

等専

学校

Ⅲ" | ,略刈

区分 月額

高等学

交

亘立及び公立の

高等学校

私立の高等学校

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

大学 国立及び公立の

大学

私立の

大学

学部

短期大

学

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略） (略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略） (略）

(略） (略）



4

第四学

年及び

第五学

年

(略）

(略）

(略）

(略）

写修学

交

鯏
一
蝋
一
脚
一
睡
削
一
雌
蕊
燕
一
通
趣
》
｜
侭
一
凱
一
盤

交
■■■■■■■

匪立の

専修学

交

高等課

程

専門課

程

高等課

程

専門課

程

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

備考
一

一

一

｢高等学校」には、中等教育学校の

後期課程並びに盲学校、鑿学校及び養
護学校の高等部を含む（以下同じ。 ）

○

｢大学」には、別科を含まない（第

七条を除き、以下同じ。 ） ○

三 「学部」には、専攻科を含む。

四 「修士課程」には、博士課程のう

ち、修士課程として取り扱われる課程

及び修士課程に相当すると認められる

ものを含む。

五 「第四学年及び第五学年」には、專

攻科を含む（次条第一項第三号におい

て同じ。 ） 0

六 「高等課程」及び「専門課程」は 、

機械又は装置の修理、保守又は操作、

製造、加工、建設、医療、栄養の指導

第四学

年及び

第五学

年

(略）

(略）

(略）

(略）

写修学

交

叫
幽
蝿

菫埜

私立の

専修学

校

高等課

程

専門課

程

高等課

程

専門課

程

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

備考
一

一

一

｢高等学校」には、中等教育学校の

後期課程並びに盲学校、聾学校及び養

護学校の高等部を含む（以下同じ。 ）

○

｢大学」には、別科を含まない（第

七条を除き、以下同じ。 ） ○

三 「学部」には、専攻科を含む。

四 「修士課程」には、博士課程のう

ち、修士課程として取り扱われる課程

及び修士課程に相当すると認められる

ものを含む。

五 「第四学年及び第五学年」には、専

攻科を含む（次条第一項第三号におい

て同じ。 ） 0

六 「高等課程」及び「専門課程」は 、

機械又は装置の修理、保守又は操作、

製造、加工、建設、医療、栄養の指導



心

く参照条文＞

○大学等における修学の支援に関する法律

（減免費用の支弁）

第十条次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用（以下「減

免費用」 という。 ）は、それぞれ当該各号に定める者（第十二条第三項にお

いて「国等」 という。 ）が支弁する。

一大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置す

る専門学校国

二地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体

三公立大学法人が設置する大学等当該公立大学法人を設立する地方公共団

体

四地方独立行政法人が設置する専門学校当該地方独立行政法人を設立する

地方公共団体

五専門学校（前各号に掲げるものを除く。 ） 当該専門学校を所管する都道

府県知事の統轄する都道府県

○独立行政日本学生支援機構法施行令

（第一種学資貸与金の額）

第一条独立行政法人日本学生支援機構法（以下「法」 という。 ）第十四条第

一項の第一種学資貸与金（以下単に「第一種学資貸与金」 という。 ）の月額

は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等

及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額のうち貸与を受

ける学生又は生徒が選択する額とする。

5

2 （略） 2 （略）

区分 月額



6

大学 地方公共団体、国立大学法人（国

立大学法人法（平成十五年法律第

百十二号）第二条第一項に規定す

る国立大学法人をいう。以下同

じ。 ）及び公立大学法人（地方独

立行政法人法（平成十五年法律第

百十八号）第六十八条第一項に規

定する公立大学法人をいう。以下

同じ。 ）が設置する大学

(略） (略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略） (略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

高等専

門学校

地方公共団体、

独立行政法人国

立高等専門学校

機構及び公立大

学法人が設置す

る高等専門学校

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

専修学

校

国、地方公共団体、独立行政法人

(独立行政法人通則法（平成十一

年法律第百三号）第二条第一項に

規定する独立行政法人をいう。第

八条の二第一項の表において同

(略） (略）



つ

2 ． S (略）

附則

（業務の特例に関する経過措置）

第十一条法附則第十四条第一項の規定により機構が行う業務については、 旧

育英会法施行令(附則第十三条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭

和五十九年政令第二百五十三号)をいう。以下同じ。 ）第二条第一項(高等学校

及び專修学校の高等課程に係る部分に限る。 ）、第六条第一項及び第三項、第

七条並びに第八条の規定は、附則第十三条の規定の施行後も、なおその効力

を有する。 この場合において、旧育英会法施行令第二条第一項の表中「国立

及び公立の高等学校」 とあるのは「地方公共団体及び国立大学法人法(平成十

五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する高等学

校」 と、 「国立及び公立の専修学校」 とあるのは「国、地方公共団体及び国立

大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人が設置する専修学校」 と、

旧育英会法施行令第六条第三項及び第八条第三項中「育英会」 とあるのは

「独立行政法人日本学生支援機構」 とする。

2 ． 3 （略）

（日本育英会法施行令の廃止）

第十三条 日本育英会法施行令は、廃止する。

○日本育英会法施行令

（第一種学資金の月額）

第二条法第二十二条第一項の第一種学資金（以下「第一種学資金」 という。）

の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる

学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

7

じ。 ） 、国立大学法人及び地方独

立行政法人（地方独立行政法人法

第二条第一項に規定する地方独立

行政法人をいう。同表において同

じ。 ）が設置する専修学校（専門

課程に限る。附貝'1第十一条第一項

を除き、以下同じ。 ）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

備考（略）



2 （略）

○独立行政法人日本学生支援機構法

附則

（業務の特例等）

第十四条機構は、当分の間、第十三条に規定する業務のほか、旧育英会法第

二十一条第一項第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務のうち、高等

学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む｡）又は専修

学校の高等課程の生徒（機構の成立の日の属する年度の翌年度以降にこれら

の学校に入学する者を除く。）に対する旧育英会法第二十二条第一項に規定す

る第一種学資金に係る業務を行う。

2 ･ 3 (略）

（日本育英会法の廃止）

第十五条 日本育英会法は、廃止する。

○日本育英会法

（業務）

第二十一条育英会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一学資の貸与

二～四 （略）

2 （略）

（学資の貸与）

第二十二条前条第一項第一号の規定により学資として貸与する資金（以下

8

区分 月額

高等学校 国立及び公立の高等学校

私立の高等学校

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略） (略）

専修学校 国立及び公立

の専修学校

私立の専修学

校

高等課程

専門課程

高等課程

専門課程

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

(略）

備考 （略）



▼
Ｌ
畢

「学資金」 という。）は、無利息の学資金（以下「第一種学資金」

及び利息付きの学資金（以下「第二種学資金」 という。） とする。

という。）

(略）2～6
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「授業料等減免について」という規定ぶりについて（支援法施行令案第6条関

係）

支援法施行令案第6条について、御指摘を踏まえ「授業料等減免について」

と規定することとしている。

「授業料等減免」の語は支援法第3条で定義をせずに使用し、同法第6条に

おいてその内容を規定していること、また、 これを踏まえ、支援法施行令案の

中では第2条の見出し及び同条第2項において特に根拠規定を引用せずに規定

していることから、第6条においても同様とする。

なお、同様の考え方に基づいて、支援法第8条第1項で規定されている授業

料等減免対象者の語を、支援法施行令案第2条第1項柱耆で規定する際に特に

根拠規定を引用せずに規定している。

＜参照条文＞

○大学等における修学の支援に関する法律

第三条大学等における修学の支援は、確認大学等に在学する学生等のうち、

特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対し

て行う学資支給及び授業料等減免とする。

（授業料等減免）

第六条授業料等減免は、第八条第一項の規定による授業料等（授業料及び入

学金をいう。同項において同じ。 ）の減免とする。

（確認大学等の設置者による授業料等の減免）

第八条確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在学する学生等のうち、文

部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由

により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者

として認定し、当該授業料等減免対象者に対して授業料等の減免を行うもの

とする。
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「第八条の二第一項第一号の表及び第二項第一号の表」という規定ぶり （ 「第

二項」の前に「同条」と規定することの要否）について（改正後機構令案第1

条第1項関係）

「第○条／項／号の表及び／又は第×項／号」 と 「第○条／項／号の表及び／

又は同条第×項／号」の文型それぞれについて、 e-LAWS法令検索システム

で検索したところ、以下の結果となり、 「同条」を含まない前者の文型が多数

を占めた。

このことを踏まえ、改正後機構令案第1条第1項の規定ぶりは現状のままと

したい。

【参考】検索結果（検索範囲：法律（閣法）又は政令・勅令）

①検索指定用語 「の表及び第」→7件

※「この表及び第…」及び「第A条…の表及び第B条…」を除く。

②検索指定用語 「の表又は第」→1件

※「この表又は第…」及び「第A条…の表又は第B条…」を除く。

｢の表及び同条第」→2件

｢の表又は同条第」→該当なし

③検索指定用語

④検索指定用語

①の例：外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律施行令（昭和37年政令第227号）

（事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例）

第八条 （略）

2 （略）

3租税条約等実施特例政令第二条の四第五項及び第六項の規定は、法

第八条第七項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合に

おいて、租税条約等実施特例政令第二条の四第五項の表及び第六項の

表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律」 とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律」 と、 「租税条約等実施特

例法」 とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」 と、 「第三条の二

の二第十項」 とあるのは「第八条第二項」 と、 「条約適用利子等の

額」 とあるのは「特例適用利子等の額」 と、同条第五項の表中「第三

条の二第十六項」 とあるのは「第七条第十項」 と、 「特定利子」 とあ

るのは「特定対象利子」 と、 「同条第十八項」 とあるのは「同条第十

二項」 と、 「特定収益分配」 とあるのは「特定対象収益分配」 と、

「同条第二十二項」 とあるのは「同条第十六項」 と、 「特定懸賞金

11



F

等」 とあるのは「特定対象懸賞金等」 と、 「同条第二十四項」 とある

のは「同条第十八項」 と、 「特定給付補てん金等」 とあるのは「特定

対象給付補填金等」 と読み替えるものとする。

4 （略）

②の例：厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に

関する政令（平成九年政令第八十五号）

（厚生年金相当給付費用の算定方法）

第二十一条 （略）

2～6 （略）

7 第三項第七号の減額退職年金特定年齢は、減額退職年金の受給権者

ごとに、減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢

から減額退職年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第

一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数（一未満の端数が

あるときは、 これを四捨五入して得た数） となるように定められるも

のとする。

一当該退職共済年金について、昭和六十年国共済改正法附則第三十

五条第一項の規定の例により計算した額に、六十歳と旧国共済法附

則第十二条の五第一項の表又は第二項の表の上欄に掲げる者の区分

に応じ、 これらの表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗

じて得た額

二 （略）
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函

【御指摘外の修正事項】改正後機構令案第s条の2第1項柱害の修正について

前回提出時、改正後機構令案第8条の2第1項柱書において、 「次の各号に掲

』ﾐｰ豆学資支給金を受ける者（以下「支給対象者」 という｡）に係る支給額算定基

準額の区分に応じ､」 と規定していた。一方、同条第2項柱書では「支給対象者

に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ､」 と、支援法施行令案

第2条第1項柱書では「授業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次の各

号に掲げる区分に応じ､」 と規定していた。

そこで、下記用例（前回提出時の支援法施行令案の用例集12頁に掲載） も踏

まえ、後者の構文に統一することとし、改正後の機構令第8条の2第1項柱書

を修正することとしたい。

【用例】 「○○の次の各号に掲げる区分に応じ」

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

（平成23年法律第29号）

（住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例）

第十三条の二 （略）

2～5 （略）

6 前項ただし書の控除限度額は、個人が再建特例適用年において有する

租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額の次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最

も多い金額とする。

一再建住宅借入金等の金額第四項に規定する控除限度額

二認定住宅借入金等の金額租税特別措置法第四十一条の二第二項第

二号に定める金額

三前項第二号ハに掲げる他の住宅借入金等の金額租税特別措置法第

四十一条の二第二項第三号に定める金額

7 ． 8 （略）
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第
一
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
四
項
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
第
十
七
条
の

目
次 政

令
第
号

二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の

第
二
章
経
過
措
置
（
第
三
条
’
第
五
条
）

第
一
章
関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
・
第
二
条
）

附 内
閣
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
同
法
附
則
第
六
条

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

貝|」

第
一
章
関
係
政
令
の
整
備

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
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第
一
条
の
二
大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通

項
第
一
号
の
表
を
除
き
、
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
五
号
を
削
り
、
同
表
備
考
第
六
号
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第

表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
号
中
「
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と
い
う
。
）
」
を
削

第
一
号
の
表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
同
表
」
を
「
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

」
を
「
又
は
公
立
大
学
法
人
」
に
改
め
、
同
表
専
修
学
校
の
項
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
」
を
「
第
八
条
の
二
第
一
項

八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
五
号
と
し
、
同
表
備
考
第
七
号
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
を

り
、
「
第
六
条
」
の
下
に
「
及
び
第
八
条
の
二
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
四
号
中
「
含
む
（
」
の
下
に
「
第
八
条
の
二
第
一

「
次
条
」

「
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
の
二
第
三
項
」
を

信
教
青
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
一
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
表
高
等
専
門
学
校
の
項
中
「
及
び
公
立
大
学
法
人

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

一
」
、

Ｉ

「
月
額
」
を
「
額
」
に
、
「
年
当
た
り
」
を
「
そ
の
年
当
た
り
」
に
改
め
る
。

－2－



法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受

金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
支
援

表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同

項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応

け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門
学
校
の

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額

二
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号

一
当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の

に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け

（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
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２
機
構
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受
講
者
の
う
ち
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受

げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及

び
授
業
料
減
免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
年
当
た
り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲

二
一
三
○
、
○
○
○
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支
援
法
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基

一
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

学
生
又
は
生
徒
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

た
額
）

を
乗
じ
た
額
）
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ

る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
○
、
○
○
○
円
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該
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く

第
八
条
の
二
学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
学
資
支
給
金
を
受
け
る
者
（
以
下
「
支
給
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
支
給
額

算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る

額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

第
八
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

’
一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定

（
学
資
支
給
金
の
額
）

め
る
額

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

一
三
○
、
○
○
○
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

大
学

私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
又
は
公
立
大
学
法

人
が
設
置
す
る
大
学

区

分

自
宅
通
学
の
と
き
三
八
、
三
○
○
円

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

六
六
、
七
○
○
円

月一
九
、
二
○
○
円 額
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自
宅
外
通
学
の
と
き

七
五
、
八
○
○
円

－
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専
修
学
校

私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学

法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学

校

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

七
五
、
八
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

高
等
専
門
学

校

私
立
の
高
等
専
門
学
校

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学

校
機
構
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
高
等
専
門

学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

自
宅
外
通
学
の
と
き

自
宅
通
学
の
と
き

四
三
、
三
○
○
円

二
六
、
七
○
○
円

三
四
、
二
○
○
円

一
七
、
五
○
○
円



２
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十

さ
れ
て
い
た
者
若
し
く
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に

三
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

入
所
し
て
い
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
居
住
に
要
す
る
費
用

二
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

一
」Ｉ 一

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
又
は
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

つ
き
学
資
支
給
金
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、

一
「
大
学
」
に
は
、
専
攻
科
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
を
除
く
。
）
及
び

別
科
を
含
ま
な
い
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
・

二
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
を

含
む
。
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二
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額

切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に

一
一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
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専
修
学
校

私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行

政
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

高
等
専
門
学

校

私
立
の
高
等
専
門
学
校

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
又
は
公
立
大
学

●

法
人
が
設
置
す
る
高
等
専
門
学
校

大
学

私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学

区
分

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

三
五
、
○
○
○
円

二
五
、
八
○
○
円

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

月

額



３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、

４
前
三
項
に
規
定
す
る
「
支
給
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
支
給
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
第
一
号

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
年

三
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
た
額

者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則

に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
支
給
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る

三
二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
一
七
、
○
○
○
円

第
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場

合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
支
給
対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
学
資
支
給

に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円

二
一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
三
四
、
○
○
○
円

一
一
○
○
円
未
満
五
一
、
○
○
○
円
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合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

地
に
住
所
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の

金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下
こ
の

一
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す

長
期
譲
渡
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五

項
第
一
号
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
税

る
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課

十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五

四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
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条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
八
項
第
四
号

税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六

律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第
十
一
項
第
四
号
の
規
定
に

十
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
八
項
及
び
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第

れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及
び
外
国
居
住
者
等

り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
並
び

十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第

び
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
二
第

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及

に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項

（
同
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
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５
支
給
対
象
者
が
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四

第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

度
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

校
又
は
専
修
学
校
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
資
に
係
る
給
付
等
で
あ
っ
て
学
資
支
給
金
の
額
を
調
整
す
る

給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
を
限

十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学

必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支

二
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
六
及
び
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）

項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
課
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
よ
り
当
該
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一

三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

－ 12－



第
八
条
の
三
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度

と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第
百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又

一
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修

業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高

等
専
門
学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に

定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
当
該
月
数
と
当
該
支
給
対
象
者
が

る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で

は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間
の
月
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
去
支
給
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）

は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し
た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の

と
を
合
算
し
た
月
数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
支
給
期
間
月
数
を
控
除
し
た
月
数
）

－ 13－



｡

第
三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
四
項
に
規

第
二
条
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
の
事
業
年
度
末
の
貸
借
対
照
表
、
最
終
事
業
年
度
の
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
国
庫
納
付
金
の
計
算

定
す
る
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
計
算
書
に
、
同
条
第

項
第
三
号
又
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
四
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
文
部
科

一
項
に
規
定
す
る
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
最
終

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
手
続
）

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
一
条
中
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
又
は
第
三
項
第
三
号
」
を
「
、
第
三

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
二
章
経
過
措
置

－ 14－



第
五
条
国
庫
納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

第
四
条
国
庫
納
付
金
は
、
最
終
事
業
年
度
の
次
の
事
業
年
度
の
七
月
十
日
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

１
こ
の
政
令
は
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
の
一

学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
国
庫
納
付
金
の
計
算
書
及
び
添
付
書
類
の
写
し
を
財
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
期
限
）

（
施
行
期
日
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

附

則

－ 15－



一

政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え

る
○

附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
専
修
学
校
（
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

- 16-



、

関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
学
資
支
給
基
金
に
係
る
国
庫
納
付
の
手
続
そ
の
他
の
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
そ
の
他
の

理
由

■

- 17-



･

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
．
：
：
：
…
：
：
：
．
…
．
．
・
・
・
：
．
・
・
・
：
：
：
：
：
：
．
：
４１

○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
：
．
．
：
…
：
．
．
：
．
：
．
：
：
．
．
：
．
．
…
・
・
・
：
：
：
…
：
．
…
：
：
…
…
：
…
・
・
・
：
．
…
．
：
…
…
…
３１

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
：
：
：
．
．
：
：
．
：
．
：
．
：
．
．
：
．
．
：
．
：
．
：
．
：
：
：
．
…
…
：
：
：
．
：
：
：
．
：
：
：
：
・
・
・
１

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
表
目
次



0

』

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）

条
築
一
藍
α
策
一
種
学
資
貸
与
金
（

）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

渇
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区

種
学
資
貸
与
金
の
龍

晨
与
を
画
》

駅
学
一
人
コ

ｰ

フ
0

１
板 弗

一
喉
伍
築
一
種
学
資
貸
与
金
（

の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
褐

罠
ト
コ
診
条
と
鍾
己

貴
貸
与
金
の
龍

或
斗
土
．
人
司

塞
岬
ハ
キ
９
ス
》
犀
張

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

７
Ｊ
．
『
’
’
四
服
ル
脂
い
い
】
冗
刷
ｕ
Ⅸ

＞

フ
0

－ 1 －

改
正
案

現
行

大
学

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法

人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行

政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第

六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学

へ

略
…

へ

略
…

（
略
）

（
略
）

へ

略
…

（
略
）

区
分

へ

略
一

（
略
）

へ

略
…

（
略
）

（
略
）

へ

略
…

月
額



へ

－

へ

少

９

Ｉ

ｌ

〆

I■■■■■■■■■■■■■

へ

I■■■■■■■■■■■■■

へ

－

へ

■■■■■■■■■■■■

へ

－

へ

－

－2－

校専
修
学

高
等
専

門
学
校

へ

略
…

（
略
）

へ

略
…

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行

政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い

＞

フ
0

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
及
び
第
二

項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
国
立
大
学

法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政

法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
設
置
す
る
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
限
る
。
附

則
第
十
一
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

（
略
）

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法

人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
又

は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

高
等
専
門
学
校

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
一

へ

略
…

へ

略
へ

略
ー

（
略
）

へ

略
へ

略
…

へ

略
へ

略
一

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略

校專
修
学

高
等
専

門
学
校

へ

略
一

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行

政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い

＞

フ
○

第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

’

）
、
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
同
表
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に

限
る
。
附
則
第
十
一
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同

じ
O

…

へ

略
…

へ

略
…

（
略
）

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法

人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
及

び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

高
等
専
門
学
校

（
略
）

（
略
）

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

（
略
）

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

（
略
）

へ

略
…

へ

略
…

（
略
）

（
略
）

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
（
略
）

へ

略
…

へ

略
…

へ

略
へ

略
…

（
略
）

へ

略
…



２
（
略
）

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
教
員
に

面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講
者
」
と
い
う
。

）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄

備
考一

「
大
学
」
に
は
、
別
科
（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、
保
守
又
は
操
作
、

製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養
の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
職
業
に
必
要
な
技
術
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科

学
省
令
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と
い
う
。
）
を

の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
・

’六
「
自
宅
外
通
学
の
と
き
」
と
は
、
前
号
の
自
宅
通
学
の
と
き
以
外
の
と

五
「
自
宅
通
学
の
と
き
」
と
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
と
同
居

す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
い
う
（
第
八
条

除
く
。
）
を
含
ま
な
い
（
第
六
七

○
）
Ｏ

二
・
三
（
略
）

四
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」

（
第
六
条

第
一
項
第
一
号
の
表
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
・

（
削
る
）

き
を
い
う
（
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

及
び
第
八
条
の
二
を
除
き
、

に
は
、
専
攻
科
を
含
む
（
第
八
条
の
二

以
下
同
じ

２
（
略
）

３
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
教
員
に

面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
第
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講

者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

備
考一

「
大
学
」
に
は
、
別
科
（
機
械
又
は
装
置
の
修
理
、
保
守
又
は
操
作
、

製
造
、
加
工
、
建
設
、
医
療
、
栄
養
の
指
導
、
保
育
、
経
理
そ
の
他
こ
れ

の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
・

’七
「
自
宅
外
通
学
の
と
き
」
と
は
、
前
号
の
自
宅
通
学
の
と
き
以
外
の
と

部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。

六
「
自
宅
通
学
の
と
き
」
と
は
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
と
同
居

す
る
と
き
、
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
い
う
（
第
八
条

五’
い
う
。
）
の
教
授
を
目
的
と
す
る
も
の
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
別
科
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
含
ま
な
い

（
第
六
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
・

二
・
三
（
略
）

四
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
専
攻
科
を
含
む
（
以
下
同
じ
。

）
０ ら

に
類
す
る
職
業
に
必
要
な
技
術
（
第
五
号
に
お
い
て
「
特
定
技
術
」
と

き
を
い
う
（
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

「
専
門
課
程
」
は
、
特
定
技
術
の
教
授
を
目
的
と
す
る
専
門
課
程
で
文

－3－



第
一
条
の
二
大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は

一’二’ 等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高

律
第
八
号
。
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料

専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ

う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法

ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給
金
」
と
い

若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
年
当
た
り

の
合
計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種
別
及
び
通

学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る

の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円

よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施

表
大
学
の
項
下
欄
若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
年
当
た
り
の
合
計
額
が
八
八
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の

種
別
及
び
通
学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

（
新
設
）
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21
一’二’ 減

免
を
受
け
な
い
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
年
当
た

を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
年
当
た
り
の
合
計
額
が
学
資
支
給
金
の
支
給
及
び
授
業
料

給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額

り
の
合
計
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回

る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

機
構
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
通
信
教
育
受
講
者
の
う
ち
学
資
支

行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
号
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令

ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
）
を
十
二

が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
○
、
○
○
○
円
。
以

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に

、
○
○
○
円
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の

掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
○

第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に

は
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
又

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額

に
切
り
上
げ
た
額
）

で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円

特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ

一
三
○
、
○
○
○
円
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
係
る
支
援
法
施
行
令
第
二
条

（
新
設
）
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第
八
条
の
二
学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
学
資
支
給
金
を
受
け
る
者
（
以
下
「
支
給
対

一’ 象
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円

（
学
資
支
給
金
の
額
）

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

’
判
樹
一
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

鳥’
高
等

大
学 一

○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に

私
立
の
大
学

す
る
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法

高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
一
自
宅
外
通
学
の
一
三
四
、
二
○
○
円

地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法

人
又
は
公
立
大
学
法
人
が
設
置

び
第
五
学
年
に
限
る
。
以
下
こ

人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
又

区

＜

」
１
と
美
ご

口
き き’

」
自
宅
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

き
レ
ニ
ェ
ご

自
宅
通
学
の
と

レ
」
圭
含

自
宅
通
学
の
と

自
宅
外
通
学
の

分

七
五
、
八
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

一
七
、
五
○
○
円

二
八
、
三
○
○
円

月

額

第
八
条
の
二
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

額
と
す
る
。

四
項
に
お
い
て
「
支
給
対
象
校
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に

に
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
（
第

詞
樹
一
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
高
等
専

割
矧
一
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
及
び
公

司
割
一
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人

大
学

（
学
資
支
給
金
の
額
）

及
び
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る

大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大
学
法
人

私
立
の
大
学

年
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
及
び
次

門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
一
自
宅
外
通
学
一
三
○
、
○
○
○
円

区

分
の
し
」
主
ご 口

と
き

の
ル
〕
蛍
」

し
」
圭
ご

の
と
実
ご

自
宅
通
学
の

自
宅
外
通
学

自
宅
通
学
の

自
宅
外
通
学

自
宅
通
学
の

し
王
さ

’
三
○
、
○
○
○
円

四
○
、
○
○
○
円

三
○
，
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

’
月

額
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三’ 二’

ｌ
じ
た
額

二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分

一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗

31 21
表
の
大
学
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
当
た
り

欄
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
各
項
の
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

設
置
す
る
高
等
専
門
学
校
又
は
国
若
し
く
は
国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

に
在
学
す
る
者
が
授
業
料
の
減
免
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対
す
る
学
資

の
合
計
額
が
五
○
、
○
○
○
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種
別
及
び
通

特
定
通
信
教
育
受
講
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

国
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
が

－

1■■■■■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■■■■■
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’
備
考’一

「
大
学
」
に
は
、
専
攻
科
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短

’
期
大
学
の
専
攻
科
を
除
く
。
）
及
び
別
科
を
含
ま
な
い
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）

0

二
「
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
」
に
は
、
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
を
含
む
。

妻| 雇’

Ｉ
私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行

政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
又
は

地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す

る
専
修
学
校

菫| 皇
外
通
学
の

自
宅
通
学
の
と

ｌき 自
宅
外
通
学
の

ｌとき 自
宅
通
学
の
と

ｌき

七
五
、
八
○
○
円

三
八
、
三
○
○
円

六
六
、
七
○
○
円

二
九
、
二
○
○
円

簔|雇’

Ｉ
私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政

法
人
、
国
立
大
学
法
人
及
び
地
方

独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
修

ｌ学校 私
立
の
高
等
専
門
学
校

自
宅
外
通
学

の
と
き

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
と
き
」

自
宅
通
学
の

と
き

自
宅
外
通
学

の
と
き

自
宅
通
学
の

と
き

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円

二
○
、
○
○
○
円

四
○
、
○
○
○
円

三
○
、
○
○
○
円



21
一’ 支

給
対
象
者
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四

が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
額
に
百
円
未
満
の

も
の
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い

に
要
す
る
費
用
に
つ
き
学
資
支
給
金
に
よ
る
支
援
の
必
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者
若
し
く
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置

る
者
又
は
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
居
住

支
給
対
象
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二

れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

の
一
を
乗
じ
た
額

一
○
○
円
未
満
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

41
施
設
に
入
所
し
て
い
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号

学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

定
め
る
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
当
該
支
給
対
象
校
に
入
学
し
た
月
に
支
給
さ

機
構
の
定
め
る
額
に
そ
れ
ぞ
れ
二
四
○
、
○
○
○
円
を
加
え
た
額
と
す
る
。

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

れ
る
学
資
支
給
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
各
項
の
下
欄
又
は
前
二
項
の

号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
児
童
養
護

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
に
規
定
す
る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
た
者
又
は
同

支
給
対
象
校
に
在
学
す
る
者
（
そ
の
者
が
満
十
八
歳
と
な
る
日
の
前
日
に
お
い
て

－8－

ｌ大学

私
立
の
大
学

地
方
公
共
団
体
、
国
立
大

学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
学
法
人
又
は
公
立
大

区
分

二
五
、
八
○
○
円

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円

月

額 ！



41 31
三’ 二’ 一’ 三’ 二’）

第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
法
附
則
第
三
条
の
三
第
四
項

数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
（
当
該
支
給
対
象
者
又

計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
一
年
に
つ
き
、

る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者

は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

し
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
し
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端

ｌ
じ
た
額

前
三
項
に
規
定
す
る
「
支
給
額
算
定
基
準
額
」
と
は
、
支
給
対
象
者
及
び
そ
の
生

大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
支
給
対
象
者
に
対
す

の
一
を
乗
じ
た
額

二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
一
七
、
○
○
○
円

二
五
、
六
○
○
円
以
上
五
一
、
三
○
○
円
未
満
第
一
号
に
定
め
る
額
に
三
分

一
○
○
円
未
満
五
一
、
○
○
○
円

一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
三
四
、
○
○
○
円

一
○
○
円
以
上
二
五
、
六
○
○
円
未
満
前
号
に
定
め
る
額
に
三
分
の
二
を
乗

且
、
（
）
（
）
（
）
、

－9－

鬘| 暑’

‐
私
立
の
専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
、
国
立

大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す

る
専
修
学
校

四
二
、
五
○
○
円

三
三
、
三
○
○
円



一’ 住
所
を
有
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
本
文
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
と
し

十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に

年
度
（
当
該
月
が
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
で
あ
・
る
と
き
は
、
そ
の
前
年
度
。
以
下

対
象
者
又
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
が
学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る

に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
法
第
二
百
九

て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定

い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
支
給

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な

市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得

金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条

金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
、

得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得

附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
士
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所

式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
並
び
に
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四

得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所

所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株

同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡

十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
、
同
法

学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る

－ 10－



二’
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条
第
十
四
項
第
四
号
の
規
定

得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
二
の
三

方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

す
る
指
定
都
市
に
よ
り
当
該
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗
じ
た
額

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
及
び
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所

後
の
金
額
）
並
び
に
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地

等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
十
一
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
八
項
及
び
第
十
六

た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

後
の
金
額
）
及
び
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当

た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

子
等
の
額
（
同
法
第
八
条
第
八
項
第
四
号
（
同
法
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
十
六

の
六
及
び
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
額
（
地
方
自
治
法

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用

の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第
十
一
項
第
四
号

の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定

学
資
支
給
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条

』
兀
一
二
一

仁
坂
△
口
彰
Ｇ
△
弓
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第
八
条
の
三
機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て

51
一’ 、

当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と

Ｉ
す
る
。

給
金
の
額
を
限
度
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。

支
給
金
の
額
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の

修
学
校
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
学
資
に
係
る
給
付
等
で
あ
っ
て
学
資

を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
対
象
者
に
対
す
る
学
資
支
給
金
の
額
に
つ
い
て

練
受
講
給
付
金
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専

は
、
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）

学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が

な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲

月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高
等
専
門

そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の

支
給
対
象
者
が
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す

二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令

で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要

同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
を
課
さ
れ
る
者
に
つ
い

て
は
、
当
該
額
に
四
分
の
三
を
乗
じ
た
額
）

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
当
該
支
給
対
象
者
が

（
新
設
）
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第
八
条
の
四
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な

二’事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

数
を
控
除
し
た
月
数
）

月
数
が
七
十
二
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
七
十
二
月
か
ら
当
該
過
去
支
給
期
間
月

月
数
と
当
該
支
給
対
象
者
が
過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間
の
月
数

た
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
当
該
支
給
対
象
者
が
そ
の
在
学
す

る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
（
当
該

百
八
条
第
九
項
、
第
百
二
十
二
条
又
は
第
百
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
編
入
学
し

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
過
去
支
給
期
間
月
数
」
と
い
う
。
）
と
を
合
算
し
た

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者
の
う
ち
学
校
教
育
法
第

（
新
設
）

- 13-



○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－ 14－

（
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の
固
定
資
産
）

第
五
十
一
条
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

と
す
る
。

一
事
業
団
が
事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は

第
十
号
、
第
三
項
第
三
号
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資

産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
・
ロ
（
略
）

一

一

●

三

へ

略
一一一〆

改
正
案

（
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
の
固
定
資
産
）

第
五
十
一
条
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
日
本
私
立
学
校
振

興
・
共
済
事
業
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
日
本
私
立

学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
事
業
団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産

と
す
る
。

一
事
業
団
が
事
業
団
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は

第
十
号
又
は
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

イ
・
ロ
（
略
）

一

一

●

一

一

一

へ

略
…

現
行



○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－ 15－

附
則

（
経
過
措
置
）

第
二
条
（
略
）

2

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校

（
大
学
等
に
お1

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
五
号
に

規
定
す
る
専
門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
者
（
大
学
又
は
専
修
学

校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

○

）
に
係
る
施
行
日
以
後
の
貸
与
契
約
に
よ
る
当
該
在
学
中
の
第
一
種
学
資
貸
与
金

の
月
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

改
正
案

附
則

（
経
過
措
置
）

第
二
条
（
略
）

2

施
行
日
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
独
立
行
政
法

人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
の
表
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
専

門
課
程
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
在
学
す
る
者
（
大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て

通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

施
行
日
以
後
の
貸
与
契
約
に
よ
る
当
該
在
学
中
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

現
行



大学等における修学の支援に関する法律施行令案及び

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係

政令の整備及び経過措置に関する政令案

内閣法制局御説明資料

令和元年6月文部科学省高等教育局

高等教育段階の教育費負担軽減新制度プロジェクトチーム
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改正後機構令案第8条の2第1項柱書の修正について

大学等における修学の支援に関する法律施行令案第2条第1項柱書では「授

業料等減免対象者に係る減免額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ､」 と、

大学等における修学の支援に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過

措置に関する政令案第1条による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法施

行令（平成16年政令第2号） （以下、 「改正後機構令案」 という。）第8条の2

第2項柱書では「支給対象者に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分

に応じ､」 と規定している。

同条第1項柱書において、 「学資支給金を受ける者（以下「支給対象者」

に係る次の各号に掲げる支給額算定基準額の区分に応じ､」 と、異な

他方、

という。）

る順序で規定していた。

このため、前者の構文に統一することとし、改正後機構令案第8条の2第1

項柱書を修正することとしたい。
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